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1．自己点検・評価の基礎資料 
 
（1）学校法人及び短期大学の沿革 
＜学校法人の沿革＞ 

 
 

明治 33年  4月
下田歌子女史の帝国婦人協会新潟支会により、修業年限3か年の学校「裁縫伝習
所」を設立

　 　 7月 校名を「新潟女子工芸」と改称
43年  6月 西堀通り2番町に校舎新築

昭和 23年  4月 学制改革により校名を「新潟女子工芸高等学校」と改称、併設中学校設置
32年 10月 現高校々地に校舎新築移転
36年  4月 高等学校の上に修業年限2か年の専攻科（短大の前身）を設置

40年  4月
新学園名「新潟青陵学園」発足、新潟青陵女子短期大学、新潟青陵高等学校、新潟
青陵中学校を併置

42年  4月 短大敷地内に新潟青陵幼稚園を設置
43年  4月 短大幼児教育科増設
45年  4月 新潟青陵学園寄宿舎（ひめまつ荘）竣工
     11月 新潟青陵学園創立70周年記念式典
46年  3月 高等学校鉄筋4階建校舎増築竣工
47年  1月 高等学校鉄筋校舎増築，第2体育館新築竣工
48年  1月 学園用地44,000㎡を購入
55年 10月 新潟青陵学園創立80周年記念式典
56年 12月 新潟青陵中学校廃止認可
61年  3月 高等学校鉄筋4階建校舎（管理棟）新築竣工
62年  2月 高等学校鉄筋2層構造4階建体育館新築竣工

平成  2年 10月 新潟青陵学園創立90周年記念式典

 3年  4月　　　　　
新潟青陵学園寄宿舎（ひめまつ荘）を廃止し、短期大学教育施設「3号館」に用途
を変更

 4年  4月 新潟青陵幼稚園の名称を新潟青陵女子短期大学附属幼稚園に改称
 8年  4月 短大福祉心理学科・国際文化学科増設
12年  4月 新潟青陵大学（看護福祉心理学部看護学科・福祉心理学科）開学
  　 10月 新潟青陵学園（新潟青陵高等学校）創立100周年記念式典
13年  5月 短大福祉心理学科廃止

16年  4月
短大人間総合学科増設
新潟青陵女子短期大学の名称を新潟青陵大学短期大学部に改称
新潟青陵女子短期大学附属幼稚園の名称を新潟青陵幼稚園に改称

17年  4月 短大生活文化学科・国際文化学科廃止
18年  4月 新潟青陵大学大学院臨床心理学研究科臨床心理学専攻（修士課程）開設
20年 10月 新潟青陵大学大学認定看護師研修センター開設
22年  4月 新潟青陵大学開学10周年記念式典挙行
   　10月 新潟青陵学園（新潟青陵高等学校）創立110周年記念式典

 　  11月
大学・短期大学部と札幌国際大学・札幌国際大学短期大学部との交流協定及び単位
互換協定締結

24年  3月 新潟青陵高等学校生活服飾科廃止

　 　 6月
大学・短期大学部と新潟薬科大学、長岡造形大学、新潟日報社との包括連携協定締
結

25年　4月
新潟日報社新本社ビル「メディアシップ」に新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学
部・新潟薬科大学・長岡造形大学合同サテライトキャンパス「4大学メディアキャ
ンパス（メディ∞キャン）」開設

26年  3月  新潟青陵大学大学認定看護師研修センター閉校
4月　  新潟青陵大学大学院看護学研究科看護学専攻（修士課程）開設
27年  3月  大学・短期大学部と新潟県東蒲原郡阿賀町との包括連携協定締結

      4月　
 新潟青陵大学看護学部看護学科及び福祉心理学部社会福祉学科・臨床心理学科開
設

      5月
 大学・短期大学部と独立行政法人国立青少年教育振興機構国立妙高青少年自然の
家との包括連携協定締結

      6月 新潟都市圏大学連合と新潟市が包括連携協定締結
      8月　短期大学部と社会福祉法人新潟市社会福祉協議会との包括連携協定締結
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＜短期大学の沿革＞ 

 
 

27年  7月　幼稚園新園舎竣工
28年  3月 大学院臨床心理学研究科臨床心理学専攻（修士課程）開設10周年記念式典挙行
      9月 短期大学部と中部学院大学短期大学部との連携協定締結
29年　3月 校舎新１号館竣工

      5月
大学・短期大学部と独立行政法人国立青少年教育振興機構国立磐梯青少年交流の家
との包括連携協定締結
大学・短期大学部と一般財団法人日本財団学生ボランティアセンターとの学生ボラ
ンティア活動推進に関する協定締結

30年  6月 新潟SKYプロジェクト単位互換制度に関する協定締結
31年　3月 大学看護福祉心理学部看護学科・福祉心理学科廃止

令和  1年　5月 新潟SKYプロジェクトと新潟県中小企業家同友会との連携協力に関する協定締結
　　 12月 大学・短期大学部と新潟県立新潟中央高等学校との高大連携協定締結
 2年  1月 大学・短期大学部と新潟市立高志中等教育学校との高大連携協定締結
　    4月 認定こども園新潟青陵幼稚園開園

昭和 40年   4月
新潟青陵女子短期大学開学（被服科）
校舎1号館竣工

42年   4月 新潟青陵幼稚園を設置

43年   4月
幼児教育科（現　幼児教育学科）を増設
校舎2号館竣工
幼稚園教諭2種免許状授与の所要資格を得させるための課程認定を受ける
厚生大臣（現 厚生労働大臣）から保母（現 保育士）養成所としての指定認定を
受ける

45年   2月 校舎3号館竣工
47年   4月 日本衣料管理協会から衣料管理士養成大学としての認定を受ける
63年  10月 体育館竣工

平成  3年   3月 校舎2号館から校舎3号館への連絡通路完成
　 　  4月 校舎3号館内に学生食堂を開設

全国大学・短期大学実務教育協会に加盟承認、現 ビジネス実務士の養成大学とな
る

 4年   2月 校舎2号館にLL・AV・CAI対応のPCL教育装置を完成

　   　4月
文部大臣（現文部科学大臣）から学科名称の変更認可を受ける
（服飾美術科→生活文化学科、幼児教育科→幼児教育学科）
新潟青陵幼稚園の名称を新潟青陵女子短期大学附属幼稚園に改称

　 　  9月 校舎3号館内に新図書館を新設竣工
 6年   4月 校舎1号館前に新デザインによる学生駐輪場完成
 8年   3月 外国語教育システム、教育装置および学内LAN装置完成

　　 4月
福祉心理学科・国際文化学科増設
開学30周年記念式典を挙行

 9年  10月 学生生活協同組合設立総会を開催、生協発足
11年   9月 校舎3号館内の学生食堂・図書館増築工事竣工

　  　11月
日本フードスペシャリスト協会に加盟承認およびフードスペシャリスト養成課程認
定を受ける、フードスペシャリストの養成大学となる

12年   2月
幼稚園教諭2種免許状授与の所要資格を得されるための課程認定を受ける校舎4号館
竣工

13年   5月 福祉心理学科廃止

16年   4月
人間総合学科増設
新潟青陵女子短期大学の名称を新潟青陵大学短期大学部に改称
新潟青陵女子短期大学附属幼稚園の名称を新潟青陵幼稚園に改称

16年  10月 校舎5号館竣工

17年   3月
人間総合学科介護福祉コース、文部科学大臣ならびに厚生労働大臣から介護福祉士
養成施設としての指定認定を受ける

17年   4月 生活文化学科・国際文化学科廃止
18年   4月 人間総合学科人間総合コースを設置
20年   9月 校舎6号館竣工
29年　 3月 校舎新1号館竣工
　　 　4月 開学50周年記念式典を挙行
　　 　9月 中部学院大学短期大学部との連携協定締結
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（2）学校法人の概要 
 学校法人が設置する全ての教育機関の名称、所在地、入学定員、収容定員及び

在籍者数 
 令和 2（2020）年 5 月 1 日現在 

 

教育機関名 所在地 入学定員 収容定員 在籍者数 

新潟青陵大学

大学院 
新潟県新潟市中央区水道町１

丁目 5939 番地 
16 32 34 

新潟青陵大学 
新潟県新潟市中央区水道町１

丁目 5939 番地 

240 
（編入 10
含む） 

905 963 

新潟青陵大学

短期大学部 
新潟県新潟市中央区水道町１

丁目 5939 番地 
330 660 694 

新潟青陵高等

学校 
新潟県新潟市中央区水道町１

丁目 5932 番地 
360 1,080 901 

認定こども園 
新潟青陵幼稚

園 

新潟県新潟市中央区水道町１

丁目 5939 番地 

58 
（満 3 歳児

12 含む） 
150 132 

 
（3）学校法人・短期大学の組織図 

 組織図 
 令和 2（2020）年 5 月 1 日現在 

 

学校法人組織図 
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（4）立地地域の人口動態・学生の入学動向・地域社会のニーズ 
 立地地域の人口動態（短期大学の立地する周辺地域の趨勢） 

本学が位置する新潟市は日本一の大河・信濃川を有し、古くからみなとまちと

して栄えてきた。本州日本海側初の政令指定都市として 2002FIFA ワールドカ

ップの開催会場のひとつになり、さらに平成 20 年主要首脳会議（G8 サミット）

労働大臣会合の開催地になったりするなど、ステージを国際的なものに広げつ

つある。 
2020 年 4 月 1 日現在の新潟市の人口は 793,138 人である。人口動態は年々減

少傾向にあるが、社会動態は微増と微減を繰り返している。 
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 学生の入学動向：学生の出身地別人数及び割合（下表） 
 

地域 

平成 27
（2015）年

度  

平成 28
（2016）年

度  

平成 29
（2017）年

度  

平成 30
（2018）年

度  

令和元

（2019）年

度  
人数  

（人）  

割合  

（％）  

人数  

（人）  

割合  

（％）  

人数  

（人）  

割合  

（％）  

人数  

（人）  

割合  

（％）  

人数  

（人）  

割合  

（％）  

新潟市 198 54.6 178 50.1 174 48.3 174 49.8 176 48.9 

新潟県内 
（ 新 潟 市

以外） 
162 44.6 172 48.5 179 49.7 165 47.3 167 46.4 

新潟県外 3 0.8 5 1.4 7 2.0 10 2.9 17 4.7 

合計 363 100 355 100 360 100 349 100 360 100 

 
 地域社会のニーズ 

・地域貢献や学術研究などに関する行政や企業との包括連携を積極的に行って

いる。平成 27 年には、新潟市を拠点に置いた専門性の異なる中小規模大学が相

互に連携し、更に新潟市と包括連携協定を締結することによって、人材育成や地

域福祉などの分野で地域活性化に貢献するとともに、新潟地域の魅力を活かし

た国際交流活動に寄与することを目的として「新潟都市圏大学連合」を結成し、

新潟市と包括連携協定を締結した。 
・本学教員の専門知識を地域に広く役立ててもらうため、一般市民の生涯教育の

場として公開講座やインクルージョン講座を主催、5 大学連携「SKY プロジェ

クト」共同講座を開催している。 
 

 地域社会の産業の状況 
    新潟市が発表している「新潟市の産業 2019」によると、平成 28 年度の市内

総生産額（名目）は約 3 兆 1,246 億円。産業別にみると第 3 次産業が約 2 兆 
4,672 億円と約  8 割を占めており、第  2 次産業が約  6,071 億円、第 1 次産

業が約 375 億円となっている。 
新潟市内の平成 30 年における水稲作付面積は 24,600ha で全国 1 位。食糧

自給率 63 パーセントを誇り、地産地消を高い割合で実現している。小学校での

オール新潟市産給食・食農教育授業への取組みは、農林水産省の「食育先進地モ

デル実証事業」に採択されている。 
新潟古町芸妓の養成・派遣を手掛ける企業の誕生や、数多くの漫画家を輩出し

ている「マンガ王国」として、マンガ・アニメを活用したまちづくりにも取り組

んでいる。まちにとっての歴史や文化は経済活動に影響を与える存在にもなっ

ており、まちの特徴を活かし産業の可能性を見出す動きも活発である。 
 



新潟青陵大学短期大学部 

8 

 
 短期大学所在の市区町村の全体図 

 
 

 

（5）課題等に対する向上・充実の状況 
  以下の①～④は事項ごとに記述してください。 
 
① 前回の評価結果における三つの意見の「向上・充実のための課題」で指摘された事

項への対応について記述してください。（基準別評価票における指摘への対応は任

意） 
(a) 改善を要する事項（向上・充実のための課題） 
基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果 ［テーマC 自己点検・評価］ 
自己点検・評価は行われているが、その公表の頻度が少なく、多くは学内での開示

にとどまり公表されていない。部局ごとに行われている自己点検との連続性を考慮

し、全学的な自己点検・評価結果の公表がより頻繁にウェブサイト等で広く行われ

ることが望まれる。 

新潟青陵大学  

短期大学部  



新潟青陵大学短期大学部 

9 

(b) 対策 
平成 27 年度以降、毎年度の自己点検・評価報告書を作成し、ホームページ上で

公表してきている。 
また、自己点検・評価項目とも関連させて、中期計画（2018～2022 年度）を作成し

た。その進捗状況を定期的に確認し、自己点検・評価報告書にも反映させている。 
(c) 成果 
中期計画の進捗状況の確認及び学内外への公表に向けた報告書作成により、自己点

検・評価活動の実質化を図ることができた。 
 

(a) 改善を要する事項（向上・充実のための課題） 
基準Ⅱ 教育課程と学生支援 ［テーマA 教育課程］ 
シラバスの「学生の学習（行動）目標」の記述が不統一であり、また、記載する内

容・方法や到達目標について統一されていない場合や、やや具体性を欠いている場

合がみられるため、その工夫・改善が望まれる。 
(b) 対策 
１．シラバス作成ガイドラインの作成 

シラバスの改善については、毎年度検討してきたが、平成31（2019）年1月に

「新潟青陵大学短期大学部シラバス作成ガイドライン（以下ガイドライン）」を

策定し、全教員参加のFD研修会で周知した。また、非常勤講師に対しても、ガイ

ドラインに従ってのシラバス入力を依頼した。 
また、シラバスの「学生の学習（行動）目標」については、ガイドラインに評

価・測定が可能な動詞の例を示し、記述の統一性を図るとともに、ディプロマ・

ポリシーとの関連から、「知識･理解」「技能・表現」「態度･姿勢」「汎用的能

力」の欄を設け、それぞれの授業の目標に沿った内容を記載することとしてい

る。 
２．第３者によるシラバスチェック 
 次年度のシラバス作成依頼時には、ガイドラインとともに記載例を示してい

る。提出された各授業科目のシラバスが、ガイドラインに沿って記載されている

かを、第３者によるチェックを実施し、不備などがある場合は修正を依頼してい

る。 
(c) 成果 
 ガイドラインに具体的な記載方法を示したことと第３者によるシラバスチェッ

クにより、全授業科目での記載の不統一は改善された。 
また、「知識･理解」「技能・表現」「態度･姿勢」「汎用的能力」の欄を設け、そ

れぞれの授業の目標に沿った内容を記載するとともに、評価とも関連させたことに

より、単位の実質化にもつながった。 
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(a) 改善を要する事項（向上・充実のための課題） 
基準Ⅲ 教育資源と財的資源 ［テーマB 物的資源］ 
図書の廃棄については、毎年、内容の古い本や複本等から点検処理しているが、廃

棄規程が整備されていない。今後、蔵書の適切な管理のために廃棄規程の整備が望

まれる。 
(b) 対策 
平成28年度に「図書館資料収集管理規程」を一部改正及び「資料の除籍及び廃棄

に関する要領」を規定した。これにより除籍基準や手続きの詳細について明確に

し、資料の廃棄を行うこととした。 
(c) 成果 
「資料の除籍及び廃棄に関する要領」により、除籍する資料の基準を明確にするこ

とで、資料の所蔵方針に沿った除籍をすることができるようになった。また、除籍

の手続きを簡略化することによって、定期的に除籍を進めることができるようにな

り、書架の配架スペースを確保することにもつながった。 
 
② 上記以外で、改善を図った事項について記述してください。 

該当事項がない場合、(a)欄に「なし」と記述してください。 
(a) 改善を要する事項 
 「なし」 
 
(b) 対策 
 
 
(c) 成果 
 
 

 
③ 前回の評価結果における三つの意見の「早急に改善を要すると判断される事項」で

指摘された事項の改善後の状況等について記述してください。 
該当事項がない場合、(a)欄に「なし」と記述してください。 

(a) 指摘事項及び指摘された時点での対応（「早急に改善を要すると判断される事

項」） 
 「なし」 
 
(b) 改善後の状況等 
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④ 評価を受ける前年度に、文部科学省の「設置計画履行状況等調査」及び「大学等設

置に係る寄附行為（変更）認可後の財務状況及び施設等整備状況調査」において指

摘事項が付された学校法人及び短期大学は、指摘事項及びその履行状況を記述して

ください。 
該当事項がない場合、(a)欄に「なし」と記述してください。 

(a) 指摘事項 
 「なし」 
 
(b) 履行状況 
 
 

 
 
（6）短期大学の情報の公表について 

 令和 2（2020）年 5 月 1 日現在 
 
① 教育情報の公表について 

No. 事  項 公 表 方 法 等 

1 
大学の教育研究上の目的に関

すること 

新潟青陵大学短期大学部ホームページ【公開

情報】 
１．教育情報(学校教育法施行規則第 172 条の

2 関係)に関わる情報の公開 
(１)大学の教育研究上の目的に関すること 
http://www.n-seiryo.ac.jp/about/open_info/ 

2 卒業認定・学位授与の方針 

新潟青陵大学短期大学部ホームページ【公開

情報】 
１．教育情報(学校教育法施行規則第 172 条の

2 関係)に関わる情報の公開 
(6) 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了

の認定に当たっての基準に関すること 
http://www.n-seiryo.ac.jp/about/open_info/ 

3 教育課程編成・実施の方針 
〃 

4 入学者受入れの方針 
〃 

5 
教育研究上の基本組織に関す

ること 

新潟青陵大学短期大学部ホームページ【公開

情報】 
１．教育情報(学校教育法施行規則第 172 条の

2 関係)に関わる情報の公開 
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(3)教員組織、教員の数並びに各教員が有する

学位及び業績に関すること 
http://www.n-seiryo.ac.jp/about/open_info/ 

6 
教員組織、教員の数並びに各教

員が有する学位及び業績に関

すること 

〃 

7 

入学者の数、収容定員及び在学

する学生の数、卒業又は修了し

た者の数並びに進学者数及び

就職者数その他進学及び就職

等の状況に関すること 

新潟青陵大学短期大学部ホームページ【公開

情報】 
３．修学上の情報等 
(2)入学者に関する受入方針、入学者数、収容

定員、在学者数、卒業（修了）者数、進学者数、

就職者数 
http://www.n-
seiryo.ac.jp/about/open_info/career_number/ 

8 
授業科目、授業の方法及び内容

並びに年間の授業の計画に関

すること 

新潟青陵大学短期大学部ホームページ【公開

情報】 
３．修学上の情報等 
(3)授業科目、授業の方法及び内容並びに年間

の授業計画 
http://www.n-
seiryo.ac.jp/about/open_info/syllabus/ 

9 
学修の成果に係る評価及び卒

業又は修了の認定に当たって

の基準に関すること 

新潟青陵大学短期大学部ホームページ【公開

情報】 
３．修学上の情報等 
(4)学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の

認定に当たっての基準 
http://www.n-
seiryo.ac.jp/about/open_info/hyoka/ 

10 
校地、校舎等の施設及び設備そ

の他の学生の教育研究環境に

関すること 

新潟青陵大学短期大学部ホームページ【公開

情報】 
１．教育情報(学校教育法施行規則第 172 条の

2 関係)に関わる情報の公開 
(7) 校地、校舎等の施設及び設備その他の学生

の教育研究環境に関すること 
http://www.n-seiryo.ac.jp/about/open_info/ 

11 
授業料、入学料その他の大学が

徴収する費用に関すること 

新潟青陵大学短期大学部ホームページ【公開

情報】 
１．教育情報(学校教育法施行規則第 172 条の

2 関係)に関わる情報の公開 
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(8) 授業料、入学料その他の大学が徴収する費

用に関すること 
http://www.n-
seiryo.ac.jp/exam/nsujc_money/ 

12 
大学が行う学生の修学、進路選

択及び心身の健康等に係る支

援に関すること 

新潟青陵大学短期大学部ホームページ【公開

情報】 
１．教育情報(学校教育法施行規則第 172 条の

2 関係)に関わる情報の公開 
(9) 大学が行う学生の修学、進路選択及び心身

の健康等に係る支援に関すること 
http://www.n-seiryo.ac.jp/about/open_info/ 

 
② 学校法人の情報の公表・公開について 

事  項 公 表・公 開 方 法 等 

寄附行為、監査報告書、財産目録、貸

借対照表、収支計算書、事業報告書、

役員名簿、役員に対する報酬等の支

給の基準 

新潟青陵大学短期大学部ホームページ【公開

情報】 
 
寄附行為＞ 
２．教育研究上の基礎的な情報 
(6)寄附行為、役員名簿 
http://www.n-seiryo.ac.jp/about/open_info/ 
 
監査報告書、財産目録、貸借対照表、収支計

算書＞ 
４．財務情報 
http://www.n-seiryo.ac.jp/about/open_info/ 
 
事業報告書＞ 
７.その他の情報 
授業報告および事業計画書 
http://www.n-
seiryo.ac.jp/about/open_info/plan/ 
 
役員名簿、役員に対する報酬等の支給の基準

＞ 
２．教育研究上の基礎的な情報 
(6)寄附行為、役員名簿 
http://www.n-seiryo.ac.jp/about/board/ 
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（7）公的資金の適正管理の状況（令和元（2019）年度） 
 公的資金の適正管理の方針及び実施状況を記述してください（公的研究費補助

金取扱いに関する規程、不正防止などの管理体制など）。 
 

「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）（平成 19
年 2 月 15 日文部科学大臣決定、平成 26 年 2 月 18 日改正）」に基づき、平成 27
（2015）年 4 月に公的研究費の管理・運営に関する基本方針を定め、不正防止に努

めている。 
 基本方針においては、最高管理責任者の学長を頂点とする責任体系を明らかにす

るともに、公的研究費の取扱いに関するルールや、公的研究費の管理・運営に携わる

教職員の権限と責務を明確化することなどが定められた。この基本方針の下に以下

の関連規程を整備し、組織的・計画的に不正防止に取り組んでいる。 
1. 公的研究費取扱規程 
2. 公的研究費使用ルール 

 3. 不正防止計画推進部門規程 
4. 公的研究費不正防止計画 
5. 研究活動上の不正行為及び研究費の不正使用の防止等に関する規程 
6. 研究費不正使用による取引停止取扱規程 
7. 研究費内部監査部門規程 
8. 研究費内部監査マニュアル 
9. 研究者の行動規範 
10. 公的研究費の使用に関する行動規範 

  公的研究費の運用にあたっては、費目に応じた証拠資料の収集と実態の確認に加

え、必要に応じて使用理由の聴き取りを行ったうえで支出を認めている。具体的に

は、物品費であれば金額に関わらず全品を対象に納品検収を実施する。また旅費で

あれば出張を終えた後に学会参加証等の証拠資料の提出を求める。人件費・謝金で

あれば業務の実態を確認できる資料や成果物の提出を求めるほか、適宜、支給対象

者に事実関係を確認する。このような事務担当者による確認をこまめに行うことで、

不正の発生要因を取り除いている。 
  教員への啓発として、文部科学省が公表している不正事例を基にしたコンプライ

アンス教育を毎年度実施している。日本学術振興会の「研究倫理 e ラーニングコー

ス」の定期的な受講も全教員に課しており、研究費の不正使用にとどまらない研究

活動全般に関する倫理観の定着を図っている。このほかに公的研究費を獲得した教

員に対し、管理体制とルールの説明を行ったうえで、不正を行わないことを確約す

る誓約書の提出を求めている。学生に対しても入学時にリーフレットを配布し、研

究費の不正使用や捏造・改ざん・盗用などの研究活動における不正行為に巻き込ま

れないよう、注意喚起を行っている。 
  本学は平成 27（2015）年度を最後に科研費等の公的研究費の獲得実績は無いもの

の、以上の通り管理・運用の体制を整えている。公的研究費の交付を受けている期間

は年 1 度の内部監査を行うこととし、その体制と手順も定めている。 
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 以上の規程・ルール等は本学ホームページにおいて対外的にも公表している。 
http://www.n-seiryo.ac.jp/about/public_research/ 
 
 
２．自己点検・評価の組織と活動 

 自己点検・評価委員会（担当者、構成員） 
     委員長    学長                関   昭一 
     委員     副学長（人間総合学科教授）     五十嵐 由利子 

委員（ALO） 入学試験委員長（人間総合学科教授） 野中  辰也 
     委員     人間総合学科長（教授）       須永  一道 
     委員     幼児教育学科長（教授）       青野  光子 
     委員     教務委員長（幼児教育学科教授）   宮崎  隆穂 
     委員     学生委員長（人間総合学科教授）   丸山  尚夫 
     委員     事務部長              沼   幸夫 
     委員     学務課長              高野  聡 
     担当事務   企画課主任             宮口  優介 

 
 自己点検・評価の組織図（規程は提出資料） 

 
 組織が機能していることの記述（根拠を基に） 

本学自己点検・評価委員会は、学則第２条に則り、本学の目的及び社会的

使命を達成するため、本学における教育活動等の状況について自ら点検及び

毎年「自己点検・評価報告書」を作成・公表している。 
その活動は、自己点検・評価委員会が基本方針、実施内容、報告書の作

成・公表、中期計画の作成及び進捗状況の確認などを組織的に点検・評価を

行っている。 
 自己点検・評価委員会は、学長、副学長、学科長、主要委員会の長、事務

部長などで組織している。「自己点検・評価委員会」おいて点検・評価した

課題については、各学科、委員会等に諮問され自己点検・評価委員会にフィ
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ードバックしている。 
 自己点検・評価報告書の作成にあたっては、月１回の頻度で開催される

「自己点検・評価委員会」において、記載事項の検討、根拠資料の選別等を

行った。自己点検・評価報告書」は学校法人理事会、評議員会に付議・承認

されたものである。このように本学の自己点検・評価は短期大学部の教育活

動の水準向上に資するため組織的な活動を展開している。 
 
 

 自己点検・評価報告書完成までの活動記録（自己点検・評価を行った令和元

（2019）年度を中心に） 
 

時期  活動内容  
平成31年4月4日  2019年度第１回自己点検・評価委員会  

 ・平成30年度自己点検・評価報告書について  
 ・2019年度自己点検・評価委員会スケジュール協議  

令和元年5月9日  2019年度第2回自己点検・評価委員会  
 ・中期計画進捗状況について確認  

令和元年6月6日  2019年度第3回自己点検・評価委員会  
 ・平成30年度自己点検・評価報告書について  

令和元年7月1日  2019年度第4回自己点検・評価委員会  
 ・平成30年度自己点検・評価報告書について  
 ・認証評価スケジュールについて  

令和元年7月9日  第5回短期大学部教授会へ付議  
 ・平成30年度自己点検・評価報告書（承認後ホームペー

ジで公開）  
令和元年8月8日  2019年度第5回自己点検・評価委員会  

 ・2019年度自己点検・評価報告書作成について  
令和元年8月26日  令和2年度認証評価 ALO対象説明会出席（3名出席）  

令和元年9月2日  2019年度第6回自己点検・評価委員会  
 ・2019年度自己点検・評価報告書作成について  
   作業部会、編集方法、根拠資料の保存  
 ・令和2年度認証評価 ALO対象説明会報告  

令和元年9月12日  第6回短期大学部教授会へ付議  
・「自己点検・評価報告書（令和2年度認証評価）作成

について」認証評価受審に向けたスケジュールを報告  

令和元年10月3日  2019年度第7回自己点検・評価委員会  
 ・2019年度自己点検・評価報告書（内容審議・進捗確

認）  
令和元年11月7日  2019年度第8回自己点検・評価委員会  

 ・私立大学・短期大学版ガバナンス・コードについ   

て  
 ・2019年度自己点検・評価報告書（内容審議・進捗確

認）  
 ・中期計画進捗状況の確認について  

令和元年12月5日  2019年度第9回自己点検・評価委員会  
 ・2019年度自己点検・評価報告書（内容審議・進捗確

認）  
・内部質保証ルーブリック確認  

 ・自己点検・評価に関する規程について  
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令和2年1月9日  2019年度第10回自己点検・評価委員会  
 ・中部学院大学短期大学部との相互交流連絡会議につい

て  
 ・自己点検・評価に関する規程について  
 ・教育成果の到達度調査について  
 ・中期計画進捗状況の整理と今後の対応  
 ・2019年度自己点検・評価報告書（内容審議・進捗確

認）  
令和2年2月6日  2019年度第11回自己点検・評価委員会  

 ・私立大学・短期大学版  ガバナンス・コードについて  
 ・2019年度自己点検・評価報告書（内容審議・進捗確

認）  
令和2年2月27日  2019年度第12回自己点検・評価委員会  

 ・2020年度事業計画について  
 ・中期計画進捗状況について  
 ・2019年度自己点検・評価報告書（内容審議・進捗確

認）  
・内部質保証ルーブリック確認  

令和2年3月5日  2019年度第13回自己点検・評価委員会  
 ・中期計画の進捗状況への対応及び変更に係る検討  
 ・2019年度自己点検・評価報告書（内容審議・進捗確

認）  
 ・自己点検・評価委員会の実施状況と計画  
 ・2019年度事業報告書について  

令和2年3月12日  第14回短期大学部教授会へ付議  
「2019年度新潟青陵大学短期大学部自己点検・評価報告書

について」  
令和2年3月26日  学校法人新潟青陵学園評議委員会へ付議  

「2019年度新潟青陵大学短期大学部自己点検・評価報告書

について」  
令和2年3月27日  学校法人新潟青陵学園理事会へ付議  

「2019年度新潟青陵大学短期大学部自己点検・評価報告書

について」  
【令和2年度】  
令和2年4月2日  

2020年度第1回自己点検・評価委員会  
 ・2019年度自己点検・評価報告書（内容審議・進捗確

認）  
 ・2019年度事業報告書について  

令和2年5月7日  2020年度第2回自己点検・評価委員会  
 ・2019年度自己点検・評価報告書（内容審議・進捗確

認）  
 ・2019年度事業報告書について  
 ・中期計画の進捗状況の確認  

令和2年5月28日  学校法人新潟青陵学園理事会へ付議  
「新潟青陵大学短期大学部自己点検・評価報告書の一般財

団法人短期大学基準協会への提出（認証評価申請）に関す

る件  
令和2年5月29日  学校法人新潟青陵学園評議員会へ付議  

「新潟青陵大学短期大学部自己点検・評価報告書の一般財

団法人短期大学基準協会への提出（認証評価申請）に関す

る件  
令和2年7月9日  第４回運営会議へ付議 審議、承認  

第４回短期大学部教授会 最終報告  
令和2年7月28日  短期大学基準協会に提出  
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【基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果】 

 
［テーマ 基準Ⅰ-A 建学の精神］ 

 

＜根拠資料＞ 

提出資料 
1. 新潟青陵大学短期大学部学則 
2. 学園ホームページ：大学総合案内「建学の精神」 

http://www.n-seiryo.ac.jp/about/ 
3. 2019 年度学生便覧 
4. YEAR BOOK 2018-2019 
5. 本学への理解を深めていただくために 2019 年度版 
6. 2020 年度新潟青陵短期大学部教育課程編成方針 

 
備付資料  

2. 新潟 SKY プロジェクトと新潟県中小企業家同友会との連携協力に関する協定書 
3. 阿賀町と新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部との包括連携に関する協定書 
4. 新潟青陵大学および新潟青陵大学短期大学部と新潟県立新潟中央高等学校との高

大連携に関する協定書 
5. 新潟青陵大学および新潟青陵大学短期大学部と新潟市立高志中等教育学校との高

大連携に関する協定書 
6. 2019 年度オリエンテーション・健康診断日程表 
7. 2019 年度外部有識者との本学教育に関する意見交換会依頼文書・議事録 
8. 公開講座特別受講生制度募集案内（2019 年度前期） 
9. 公開講座特別受講生制度募集案内（2019 年度後期） 
10. SKY プロジェクト 「公開講座のご案内」（2019 年度前期） 
11. SKY プロジェクト 「公開講座のご案内」（2019 年度後期） 
12. ５大学連携ニイガタＳＫＹスクールチラシ 
13. 2019 年度クルーズ船寄港に伴う通訳ボランティア活動について 

 
備付資料‐規程集 

134. 新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部ボランティアセンター学生ボランテ

ィアコーディネーター設置規程 
176. 新潟青陵大学短期大学部学生表彰規程 

 

［区分 基準Ⅰ-A-1 建学の精神を確立している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 建学の精神は短期大学の教育理念・理想を明確に示している。 
（2） 建学の精神は教育基本法及び私立学校法に基づいた公共性を有している。 
（3） 建学の精神を学内外に表明している。 

様式 5－基準Ⅰ 
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（4） 建学の精神を学内において共有している。 
（5） 建学の精神を定期的に確認している。 

 

＜区分 基準Ⅰ-A-1 の現状＞ 
新潟青陵大学短期大学部（以下本学）は、帝国婦人協会新潟支会により明治 33（1900）

年に設立された裁縫伝習所（新潟女子工藝学校）を基礎とする学校法人新潟青陵学園

により、昭和 40（1965）年に開設された。本学の建学の精神は、帝国婦人協会創設者

である下田歌子女史の「実学教育」の教育理念を教育の基盤とし、地域の人材育成のニ

ーズに応えるべく、「日進の学理を応用し、努めて現今の社会に適応すべき実学を教授

する」である。具体的には、「良識ある社会人としての教養と、専門的、職業的な知識

と技術を修めさせ、豊かな人間性と創造的な研究心を養い、地域、世界の平和と文化の

向上に貢献することのできる人材を育成する」ことである。この建学の精神に基づく

教育目的は、教育基本法及び私立学校法の精神にも基づき、本学学則第１条（提出-1）
に明示している。 

この建学の精神と理念は、学園ホームページ（提出-2）、学生便覧等（提出-3 p.5, p.82、
提出-4 p.10）に掲載し、学生への周知及び高等学校訪問時に説明をするなど、広く学

内外に発信している。 
学生へは、新入生オリエンテーション（備付-6）において、本学の建学の精神、教育

理念、教育方針、教育目標の説明を行い周知に努めるとともに、学生が履修計画を立て

るときに、取得希望の資格に必要な科目の確認（提出-3 p.18, p.28, p.34-50）、また学

生自身の卒業までの各自の学習成果の目標に沿った科目の履修ができるよう支援して

いる。また、本学はビジネスをベースとした人間総合コース、介護福祉コース及び幼児

教育学科で構成されていることから、それぞれのステークホルダーである、新潟県中

小企業団体中央会代表、新潟県中小企業家同友会代表、介護福祉施設長、幼稚園長等と

の意見交換会（備付-7）の機会を平成 28（2016）年度から設けているが、事前に大学

案内等を送付し、当日は、最初に本学の建学の精神について説明し理解を得るよう努

めている。学内教職員は、学生便覧等で建学の精神について熟知している。また、入学

式後に実施している保護者への説明会では、建学の精神を含めたスライドと冊子「本

学への理解を深めていただくために」（提出-5）をもとに説明をしているが、そこには、

教員全員が参加していることから、教員は建学の精神についても確認し、共有する機

会となっている。 
建学の精神は、教育活動の核心部分であることから、次年度の教育課程編成前に、各学

科で確認し、教授会で最終確認（提出-6）を行っている。 
 

［区分 基準Ⅰ-A-2 高等教育機関として地域・社会に貢献している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 地域・社会に向けた公開講座、生涯学習事業、正課授業の開放（リカレント

教育を含む）等を実施している。 
（2） 地域・社会の地方公共団体、企業（等）、教育機関及び文化団体等と協定を

締結するなど連携している。 
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（3） 教職員及び学生がボランティア活動等を通じて地域・社会に貢献している。 
 

＜区分 基準Ⅰ-A-2 の現状＞ 
高等教育機関として地域貢献を推進するため、学内に新潟青陵大学との合同の社会

連携センター（平成 31（2019）年４月に地域貢献センターから名称変更）を設置し、

継続して地域のニーズに合った講座等の企画・運営に力を入れてきている。令和元

（2019）年度も教員個人企画による公開講座のほか、当該センターによる企画講座と

して「ふわりとつつむ新潟青陵インクルージョン講座」（備付-8、備付-9）を実施し、

延べ 33 人の市民参加があった。なお、本学教員が担当した公開講座の過去３年間の講

座名、講座内容は下記の表の通りである。 
 

表Ⅰ-A-2-①社会連携センター 公開講座等一覧表（2017-2019：短期大学部教員担当講座） 

年度  講座名  講座内容  

2017 年度   
＜前期＞  
公開講座  

中国経済・外交から世界経済の潮流を読み取る  
 【第 1 回】中英経済関係の最新動向と英国のＥＵ離脱  
 【第 2 回】7 億人という中国ＩＴ市場の現状と可能性  
 【第 3 回】エネルギーから見る中露経済関係  
 【第 4 回】中国の対外直接投資（ＦＤＩ）に関する  
       推進策及び動向  

楽学中国語  
 【第 1 回】会話Ⅰ  
 【第 2 回】会話Ⅱ  
 【第 3 回】読解Ⅰ  
 【第 4 回】読解Ⅱ  

公益社団法人  日本フードスペシャリスト協会後援  
夏休み特別企画「手作りアイスクリームに挑戦しよう! 

＜後期＞  
公開講座  

暮らしを楽しむ大人の折り紙  

知っておくと便利！改正個人情報保護法の仕組み  

ベートーヴェンのピアノソナタを聴こう！第 5 弾  

 SKY スクール講座  ウクレレを弾いてみよう～弾き語り体験～  

ステンシル技法で簡単プリント～トートバックにプリン

ト編～  
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2018 年度  インクルージョン

講座  
【春季】  
   障害を持つ人の理解と支援  
   ヒューマンライブリー立ち上げ講座  

＜後期＞  
公開講座  

手軽に実践！「手作りおぼろ豆腐・木綿豆腐」  

iDeCo（個人型確定拠出年金）って何？  

SKY スクール講座  キーホルダー＆メッセージカード作りを楽しもう！（全

2 回）  

2019 年度  インクルージョン

講座  
【秋季】ART&DIALOG 
   -はなしながら、ふれてみる、障害とアート- 

SKY プロジェクト  
公開講座  

「消費税を知ろう」  

「中国経済・外交シリーズⅠ」  

「共読を楽しもう」  

「生誕 250 周年ベートーヴェンを聴く」  

SKY スクール講座  うんこって大切なもの・うんこ博士になろう！  

キーホルダー＆メッセージカード作りを楽しもう！  

 
また、地域社会に開かれた大学として、継続的・体系的な生涯学習の提供を目的に、

社会人が関心のある授業を受講できる特別受講制度（備付-8、備付-9）を設けており、

令和元年度は、短期大学部で（前期）９科目、延べ 15 人の受講（後期）８科目延べ 11
人の受講があった。さらに、５大学連携「SKY プロジェクト」（備付-10、備付-11）は、

新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部、新潟国際情報大学、新潟薬科大学、新潟工業

短期大学からなる連携事業であり、令和元（2019）年度の共同講座では、短期大学部

で４講座、延べ 26 人の受講があった。SKY スクール（備付-12）では、小学生を対象

とした講座で、短期大学部より２講座が開講され、13 人の受講があった。また、併設

の新潟青陵大学とともに、毎年教員免許状更新講習を実施している。 
なお、新潟 SKY プロジェクトでは地域活性化を目指し、新潟県中小企業家同友会と

令和元（2019）年５月に包括連携協定（備付-2）を結んだ。 
平成 27（2015）年３月に包括連携協定（備付-3）を結んだ新潟県東蒲原郡阿賀町と

の協議の中で、阿賀町を代表する行事の一つである「狐の嫁入り行列」に 令和元（2019）
年５月、学生（大学：４人、短期大学部：３人）が参加するとともに過去３年間におい

て、短大生７人が参加した。また、阿賀町立三川中学校との合唱を通じた交流も５年間
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継続しており、令和元（2019）年 10 月の「第 28 回合唱組曲阿賀野川を歌いつぐ会」

に幼児教育学科学生を中心に 22 人が参加し、過去３年間で 65 人が参加した。  
 また、県内の高等学校へ入試広報課職員が定期的に訪問し、本学に入学した卒業生

の動向などを含め丁寧に説明を行っている。高校からの要望もあり、令和元（2019）
年 12 月に新潟県立新潟中央高等学校との、令和２（2020）年１月に新潟市立高志中等

教育学校との高大連携協定（備付-4、備付-5）を結び、大学教育に対する理解の深化、

高校生の知的探究心を高める支援などを推進することとしている。 
 ボランティア活動については、ボランティアセンターが学生のボランティア活動の

支援を全学的に推進し、ボランティアに参加する学生も増えている。特にボランティ

アセンターでは短大・大学のスタッフとしてボランティアコーディネーター（備付-規
程集 134）を任命し、学生へのボランティアコーディネーション、ボランティア活動の

啓発・推進のためのイベントの企画・運営、ボランティア活動に参加する学生への助言

と支援、学内ボランティア団体への支援、ボランティアセンター事業の補助等を通じ

て自ら主体的に動く学生を育成している。平成 30（2018）年度は、国立青少年教育振

興機構子どもゆめ基金事業において、助成金の申請、企画、運営、予算管理、報告活動

全てにおいて学生が主体的に活動し事業を展開した。令和元（2019）年度は短大生･大

学生 31 人（短大生７名）をボランティアコーディネーターとして任命・委嘱し、多く

の地域活動に参加した。なお、令和元（2019）年度はコーディネーターを含めて延べ

1720 人が多くの地域活動、ボランティア活動に参加した。 
 これらのボランティア活動に対し、北越銀行賞の受賞、学生サポートセンター学生

ボランティア団体助成事業の採択、国際ソロプチミスト日本財団新潟西より感謝状、

国立青少年教育振興機構理事長表彰など学外からの評価も受けた。なお、本学では学

生の優れた活動に対し、学生表彰制度（備付-規程集 176）を設けているが、ボランテ

ィアコーディネーターの学生も対象となるなど成果をあげている。 
 ボランティア活動の活性化については本学全体で推進しており、学内のボランティ

アセンター主導のものはもちろん、教職員や学生が外部と直接接触して参加している

活動もある。たとえば、人間総合学科では英語科目を履修している学生数人が、教員

の仲介のもと学外の教育機関や個人の要請に応え、英会話学校の夏祭りやハロウィー

ンといった行事へのボランティア活動に毎年複数回参加している。加えて、令和元

（2019）年度からは人間総合学科の学生 14 人・教員２人が新潟市観光・国際交流部

および市内他大学・専門学校と協働し、新潟市のインバウンド対策のひとつであるク

ルーズ船寄港に伴う通訳ボランティア活動へ新規に参加した。（備付-13）また、近年

のスポーツ文化に対する興味・関心の増加に伴い、新潟市内を中心として各種スポー

ツイベントで補助にあたるスポーツボランティアを体験する教職員・学生も一定数お

り、短大全体としてボランティアへの参加意識は高いものとなっている。  

 

＜テーマ 基準Ⅰ-A 建学の精神の課題＞ 
建学の精神の周知 
 本学の建学の精神について、学生ヘはオリエンテーションなどの機会を利用し周知

に努めているが、限られた時間内では、説明時間が短くなっているのが現状である。建
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学の精神だけを取り上げるのでなく、学生たちの履修計画、希望する資格と関連させ

ての説明を今後検討し、理解しやすい方法で更なる周知に努める。 
 
地域・社会への貢献 
 地域における高等教育機関として、公開講座の実施やボランティア活動など、地域

に根差した活動を積極的に行っているが、これからも様々な手法による情報発信に力

を入れ、これらの活動の周知をさらに図っていく。 
 自治体等との包括連携協定を締結し、阿賀町とは毎年連携した事業を進めてきてい

る。一方、阿賀町以外の提携先との具体的な連携はまだ少ないことから、さらなる連携

を進める。 
 高等学校との連携は令和元（2019）年度に２校と連携協定を締結したことから、令

和２（2020）年度以降、具体的な連携事業を進める。 
 
＜テーマ 基準Ⅰ-A 建学の精神の特記事項＞ 
阿賀町との包括連携協定に基づく活動 
 地域・社会への貢献として、包括連携協定を結んでいる阿賀町にある阿賀町立三川

中学校で毎年開催されている「合唱組曲阿賀野川を歌いつぐ会」に、本学学生が参加

し、交流を行ってきている。この組曲は、昭和 42（1967）年に多くの死者を出した羽

越水害からの復興を願って作られた合唱組曲であるが、生徒数の減少という状況から

地域の合唱団、卒業生なども参加して継続されてきている。特に近年、三川中学校では

女子生徒が少ないという状況が続いており、本学は女子学生が多いこともあり、学生

の参加により力強い合唱となり、三川中学校からだけでなく、地域、教育委員会からも

感謝されている。平成 29（2017）年に本学の新校舎が完成した折には、青陵ホールで

のコンサートに三川中学校の生徒の皆さんからも参加いただき、交流を深めた。 
 
ボランティア活動による地域貢献 
 ボランティアセンターの広範囲にわたる活動の中心的役割を担っているのがボラン

ティアコーディネーターとして任命された学生たちであり、この制度は本学独自のも

のである。 
 また、令和元（2019）年度からは、新潟市等と連携した通訳ボランティアなど、地

域のニーズに あった活動へと広がってきている。 
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［テーマ 基準Ⅰ-B 教育の効果］ 
 

＜根拠資料＞ 

提出資料 
1. 新潟青陵大学短期大学部学則 
3. 2019 年度学生便覧 
4. YEAR BOOK 2018-2019 
7. 学園ホームページ：教育目標ポリシー 

  http://www.n-seiryo.ac.jp/faculty/nsujc/human/policy/ 
http://www.n-seiryo.ac.jp/faculty/nsujc/child_ed/policy/ 

8. Campus Guide（2020） 
11.  新潟青陵大学短期大学部学生募集要項・入学願書（2020） 

 
備付資料 

7. 2019 年度外部有識者との本学教育に関する意見交換会依頼文書・議事録 
14. 2019 年度第６回人間総合学科会議議事録 
15. 学科会議シラバス検討会資料 
16. 実習連絡会議議事録 
17. 学園ホームページ：就職・キャリア 

  http://www.n-seiryo.ac.jp/career/rec_nsujc/ 
18. 専門人材養成講座ハンドブック 2019 
19. 「にいがたマインド学生マイスター」関連資料 
20. COC+学生交流発表会：チラシ 
21. 全国保育士養成協議会関東ブロック協議会学生研究発表会発表要旨集（第 30 回） 
22. 全国保育士養成協議会関東ブロック協議会学生研究発表会発表要旨集（第 31 回） 
23. 全国保育士養成協議会関東ブロック協議会学生研究発表会発表要旨集（第 32 回） 
24. 2019 年度人間総合学科人間総合コース２年教科発表第 15 回ファッションショ

ー プログラム 
25. 2019 年度介護過程展開事例報告会資料 
26. 授業評価関連文書（中間・期末授業アンケート） 
27. 授業公開・見学実施報告 
28. シラバス作成ガイドライン 
29. 2020 年度シラバス記載内容点検の実施について 

 

［区分 基準Ⅰ-B-1 教育目的・目標を確立している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 学科・専攻課程の教育目的・目標を建学の精神に基づき確立している。 
（2） 学科・専攻課程の教育目的・目標を学内外に表明している。 
（3） 学科・専攻課程の教育目的・目標に基づく人材養成が地域・社会の要請に応

えているか定期的に点検している。（学習成果の点検については、基準Ⅱ-
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A-6） 
 
＜区分 基準Ⅰ-B-1 の現状＞ 

人間総合学科、幼児教育学科とも、建学の精神である「実学教育」の教育理念に基づ

き、各学科の教育目的・目標を確立している。 
 人間総合学科では、「学則」の総則、第３条第２項（提出-1）において、「人生に目的

（志）を持ち、それを実現するに十分な表現能力や豊かな感性とライフスタイルに対

応して地域社会に貢献できる知識や技術（多様な資格と検定）を身につけた人材を養

成することにある」と教育目的を定めている。また、学科の教育目標も、「これまでに

短期大学が果たしてきた教養教育の伝統を生かしつつ、職業教育、専門教育にも重点

を置き、これからの時代にふさわしい知的応用力のある職業人養成を行う。またキャ

リア教育を充実させ、地域に貢献できるケアのこころと就業力を兼ね備えた人材の育

成を目指している。」と学生便覧に記載（提出-3 p.5，p.7，p.82）している。  
 幼児教育学科においても、「学則」の総則、第３条第３項（提出-1）において、「幼児

教育分野における実践的教育を通して、万物に対する深い愛と広い視野、豊かな感性

をもって保育を創造することができる専門家を養成することにある」と教育目的を定

めている。また、学科の教育目標として、「子どもの気持ちに寄り添いながら、その健

やかな成長と発達を支援し、子どもの最善の利益を尊重する保育者として、地域の人々

や関連する機関と連携して様々な問題を解決することができる専門的職業人を育成す

ること」を学生便覧（提出-3 p.5, p.9, p.82）に掲載している。さらに、学年進級４月

のオリエンテーションにおいて、学生に周知・確認させている。 
 これらの教育目的・目標を達成するために、両学科は三つのポリシーを定め、学生便

覧（提出-3 p.7-10）、学園ホームページ（提出-7）等に掲載し、学内外に広く表明して

いる。また、新入生についてはオリエンテーションの際に、あらためて周知する機会を

設けている。 
 また、人間総合学科では、学科の教育目的・目標に基づく人材養成が変化する地

域・社会の要請に応じているかについて、学科会議（備付-14）において次年度の教

育課程全体の編成についての協議に反映させている。幼児教育学科においても、教育

目的・目標に基づく人材養成が地域・社会の要請に応じているかについての協議とと

もに、学科会議のシラバス検討会（備付-15）の毎月開催を目標に、幼稚園教育要

領・保育所保育指針に基づく教育目標、内容の確認、アクティブ・ラーニングの取り

組み等、教授内容・教授方法が、学生の主体的・能動的な学びになっているかを定期

的に点検し、関連する授業担当者との共通認識を図り、教育課程編成に役立ててい

る。さらに、実習園との「実習連絡会議」を毎年１回開催（備付-16）し、令和元

（2019）年度は、46 園の参加があり、毎年 40～45 園前後の園の参加を得て、学生の

主体的な実習となるよう実習園との協働性において連携を図っている。また、毎年開

催している「学外有識者との意見交換会」（備付-7）の令和元（2019）年８月の開催

では、各学科の３つのポリシーに基づく教育課程編成に関する意見交換、並びに、

様々な職場で求められている人材の資質等につき意見交換を行い、次年度の教育課程

編成に役立 
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てた。 

［区分 基準Ⅰ-B-2 学習成果（Student Learning Outcomes）を定めている。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 短期大学としての学習成果を建学の精神に基づき定めている。 
（2） 学科・専攻課程の学習成果を学科・専攻課程の教育目的・目標に基づき定めて

いる。 
（3） 学習成果を学内外に表明している。 
（4） 学習成果を学校教育法の短期大学の規定に照らして、定期的に点検している。 

 

＜区分 基準Ⅰ-B-2 の現状＞ 
短期大学としての学習成果は、本学の建学の精神である「実学教育」に基づき、ディ

プロマ・ポリシーとして定め、両学科における資格取得に反映させている。 
 すなわち、人間総合学科では、学科の教育目標としての「様々なライフスタイルに対

応し、かつ多様な分野で活躍できる人材の養成」に基づきディプロマ・ポリシーを定

め、人間総合コースにおける各種資格取得並びに介護福祉コースにおける介護福祉士

資格取得（提出-3 p.34-42）を可能としている。幼児教育学科においても、学科の教育

目標である「子どもの気持ちに寄り添いながら、その健やかな成長と発達を支援し、子

どもの最善の利益を尊重する保育者として、地域の人々や関連する機関と連携して

様々な問題を解決することができる専門的職業人を育成すること」に基づきディプロ

マ・ポリシーを定め、幼稚園教諭二種免許状と保育士資格取得（提出-3 p.28-33）を可

能としている。 
 これらの学習成果については、各種資格取得と就職内定状況（提出-4 p.30-31, p.36-
37）に反映すると捉え、随時これらの状況を把握し、学科会議、教授会で報告すると

ともに、年度末の結果を整理し、学園ホームページ（備付-17）、Campus Guide（提出

-8 p.123-126）に記載し、学内外に報告書として表明している。 
 また、学習成果の学内外への表明について、毎年実施している主なものは以下の通

りであり、学生たちは学外地域において発表することにより、日頃の良き学びの機会

となっている。 
 （１）新潟大学を事業推進代表者とする、文部科学省平成 27 年度地（知）の拠点大

学による地方創生推進事業（COC+）『「ひと・まち・しごと」創生を循環させ

る NIIGATA 人材の育成と定着』の参加大学として、専門人材認定制度事業を

推進している。その事業の中で、「にいがたマインド学生マイスター」認定教

育プログラム（備付-18 p4-5、備付-19）に取り組み、平成 28（2016）年度生

から認定を始め、令和元（2019）年度までに学生マイスターとして 28 人を認

定した。その活動の一端を【COC+「地域活動・学生発表交流会」】（備付-20）
で発表を行った。なお、「にいがたマインド学生マイスター」認定と学生発表

交流会は COC+事業終了後の令和２（2020）年度以降も継続することになって

いる。 
（２）幼児教育学科では「卒業研究発表会」を毎年実施しており、毎年２月に開催さ

れる全国保育士養成協議会関東ブロック学生発表会（備付-21、備付-22、備付
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-23）においても発表する機会を設けている。平成 29（2017）年２チーム、平

成 30（2018）年２チーム）、令和元（2019）年度は１チームが発表を行った。 
 （３）人間総合学科人間総合コース２年次学生の「アパレルデザイン実習」の成果発

表としてのファッションショー（備付-24）を、市内のホテルにおいて在校生、

卒業生、教職員、保護者、地域の人たちの参加のもと、令和元（2019）年 12
月に実施した。 

 （４）人間総合学科介護福祉コース２年次学生の介護過程展開事例報告会（備付-25）
（介護福祉コース）を公開で学内において令和２（2020）年２月に実施した。 

 （５）「音楽」（幼児教育学科：一般教養科目、人間総合学科：ベーシック科目）の受

講者による「100 人コーラス」を、令和元（2019）年度は７月に新潟日報・メ

ディアシップのエントランスホールにおいて実施し、本学関係者だけでなく、

多くの市民からも聴いていただいた。 
 （６）体育・身体表現では、幼児教育学科の１年生が「第 38 回体操発表会（鳥屋野

総合体育館）」に出場した。 
 

以上のなかで、（１）の COC+事業において、学外での地域活動に係る授業やインタ

ーンシップに参加した学生を対象に、地域理解度に関するアンケートの実施があり、

本学の該当する授業もアンケートに参加した。「にいがたマインド学生マイスター」認

定プロフラムの中で最も重要としている課題解決型「地域ミッションインターンシッ

プ」を受講した学生の自己評価のなかから、「地域の産業・企業」についての理解度を

以下の図に示した。参加前は、地域の産業・企業をよく知らない学生がほとんどであっ

たが、参加後は課題や解決策を見いだすことができるようになり、解決策をも見いだ

すことができるとした学生がそれぞれ半数近くと、地域理解度の大きな変容が見られ

た。 
 

 
図Ⅰ-B-2-① COC+活動に参加した「地域ミッションインターンシップ」受講者の

地域理解度に関する自己評価 （新潟大学 COC+推進センター資料より作成） 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

参加【後】

参加【前】

地域の産業・企業などについて知り、その課題と解決策を見いだすことができる

地域の産業・企業などについて知り、その課題を見いだすことができる

地域の産業・企業などについて知っている

地域の産業・企業などについて知らない
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 学習成果の定期的な点検については、「学校教育法、短期大学規程」に照らし、次年

度教育課程編成に当たって、学習成果について教育の質向上・充実、及び進路・支援す

る資格との関連性なども踏まえ点検している。また、学生による「授業アンケート」

（備付-26）を全科目で実施し、全教職員を対象とした「授業公開」及び「授業見学」

（備付-27）を行い、PDCA サイクルに則り、次年度の授業計画に反映させ、定期的に

授業改善を行っている。 

 

［区分 基準Ⅰ-B-3 卒業認定・学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針、入学者

受入れの方針（三つの方針）を一体的に策定し、公表している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 三つの方針を関連付けて一体的に定めている。 
（2） 三つの方針を組織的議論を重ねて策定している。 
（3） 三つの方針を踏まえた教育活動を行っている。 
（4） 三つの方針を学内外に表明している。 

 
＜区分 基準Ⅰ-B-3 の現状＞ 

各学科の教育目的･方針・目標に則り、人間総合学科・人間総合コース、同学科・介

護福祉コース、幼児教育学科において、三つの方針を関連付け、平成 29（2017）年に

一体的に定め、学生便覧（提出-3 p.8-10）に記載している。具体的には、卒業認定・学

位授与の方針（ディプロマ･ポリシー）については、各学科・コースの目的および人材

養成に求められている学士力との関連から検討し、その達成のための教育課程編成・

実施の方針（カリキュラム・ポリシー）を策定した。そして、本学が目標としている人

材養成と高等学校における「学力の３要素」も念頭に置き、入学者受け入れ方針（アド

ミッション・ポリシー）を、各学科で協議し、教授会で決定した。その後、毎年、各学

科会議で見直しの検討を行い、教授会で確認を行っている。平成 30（2018）年度は、

幼児教育学科において、カリキュラム・ポリシーを、内容記述が一部重複していたた

め、９項目から８項目へと集約した。  
 カリキュラム･ポリシーに則り授業科目を開設しており、各授業科目のシラバスには、

ディプロマ・ポリシーとの関連からの４つの学士力「知識・理解、技能・表現、態度・

姿勢、汎用的能力」ごとに学生の学習目標を定めている。その学習目標を踏まえ、成績

評価の基準を定めることとし、シラバス作成ガイドライン（備付-28）に明示している。

次年度のシラバスが入力されたのち、全科目について、成績評価と学修成果との関連

も含めて、教務委員会を中心に第三者によるシラバスチェックを行っている。（備付-
29） 

以上のように作成された教育課程、シラバスに沿って授業を進め、各学科・コースに

おいて各種資格取得を可能とし、その取得状況を毎年「YEAR BOOK」（提出-4 p.30-
31）に掲載し、公表している。令和元（2019）年度卒業生の実績は、幼児教育学科で

は、ほとんどの学生が幼稚園教諭二種免許状と保育士資格を取得し、人間総合学科で

はビジネス実務士取得者 166 人を初め、26 種の諸資格を取得した。また、介護福祉コ
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ースでは、介護福祉士国家試験の合格率が徐々に上がり、令和元（2019）年度は 95.6％
となり、全国の養成校合格率平均の 80.0％を大きく上回った。以上の毎年の資格取得

状況を各学科で確認し、次年度の教育活動の参考としている。 
これらの三つの方針は、学園ホームページ（提出-7）、学生募集要項（提出-11）のほか、

入学式後の保護者説明会、学外有識者との意見交換会等において学内外に表明してい

る。 

 

＜テーマ 基準Ⅰ-B 教育の効果の課題＞ 
地域・社会の要請に応える人材養成の定期的な点検 
 学科の教育目的・目標に基づき教育課程を編成し、各授業科目のシラバスに反映さ

せている。幼児教育学科では、課程認定との関連もあることから毎月１回を目標にシ

ラバス検討会を行い、点検を実施しているが、人間総合学科では、次年度の教育課程編

成の前に、学外有識者懇談会等での意見も参考にし、点検を行っているのが現状であ

る。特に人間総合学科人間総合コースにおいては、多くの資格試験の受験を可能とし、

支援を行っていることから、資格取得のための教育課程を含めた支援体制と、それぞ

れの資格試験が地域・社会のニーズにあっているかの点検頻度を年複数回とし、より

地域・社会の要請に応えていきたい。 
 
＜テーマ 基準Ⅰ-B 教育の効果の特記事項＞ 
地域に貢献できる人材養成 
 NIIGATA COC+事業の参加大学として、「にいがたマインド学生マイスター」認定教

育プログラムに取組み、地域に貢献できる人材養成に力を入れてきた。認定プログラ

ムの中で最も重要としている課題解決型「地域ミッションインターンシップ」を受講

した学生が、参加後に地域の産業・企業についての理解を深め、課題や解決策を見いだ

すことができるようになったと自己評価をしていた。このことを、本学が地域に貢献

できる人材養成を大きな目標としていることからも大きな成果と捉え、COC+事業は令

和元（2019）年度で終了するが、次年度以降も、認定者が増えるよう引き続き支援を

行っていく。 
 

学習成果を学外で発表 
 人間総合学科２年次学生によるファッションショーを学外で毎年実施している。本

学入学時までに洋服を製作した経験がほとんどない学生たちが、ウェディングドレス

のほか、何枚かのドレスを製作し、各自が製作したドレスを着てのファッションショ

ーは、学生たちの努力の成果を確認でき、学生たちにとっても本学での学びの一つの

成果として心に残るものとなっている。  
 また、「音楽」の受講者による「100 人コーラス」の学外での発表、及び、体育・身

体表現科目で「体操発表会」に出場するなど、学外の地域において発表することによ

り、日頃の学習成果を確認する良き学びの機会となっている。 
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［テーマ 基準Ⅰ-C 内部質保証］ 

 

＜根拠資料＞ 

提出資料 
9. 新潟青陵大学短期大学部自己点検・評価に関する規程 

 
備付資料 

7. 2019 年度外部有識者との本学教育に関する意見交換会依頼文書・議事録 
26. 授業評価関連文書（中間・期末授業アンケート） 
27. 授業公開・見学実施報告 
28. シラバス作成ガイドライン 
30. 新潟青陵大学短期大学部中期計画（2018 年度～2022 年度） 
31. 新潟青陵大学短期大学部平成 28 年度自己点検・評価報告書 
32. 新潟青陵大学短期大学部平成 29 年度自己点検・評価報告書 
33. 新潟青陵大学短期大学部平成 30 年度自己点検・評価報告書 
34. 新潟青陵高等学校との意見交換会依頼文書 
35. 中部学院大学短期大学部との相互評価報告書 
36. 新潟青陵大学短期大学部アセスメント・ポリシー 
37. ティーチング・ポートフォリオ作成要領 
38. 新潟青陵大学短期大学部・教員評価の基本方針 
39. 短期大学生調査（短期大学基準協会） 
40. 学習成果に係る自己評価に関する卒業時アンケート調査実施について 
41. 学習成果指標ルーブリック 
42. 学習成果自己評価にかかる学修指導・キャリア相談実施について(依頼) 
43. 保育者効力感についてのアンケート 
44. 授業評価 PDCA サイクルシート 
45. FD 研修会（学生参画 FD）実施要領 

 

［区分 基準Ⅰ-C-1 自己点検・評価活動等の実施体制を確立し、内部質保証に取り組

んでいる。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 自己点検・評価のための規程及び組織を整備している。 
（2） 日常的に自己点検・評価を行っている。 
（3） 定期的に自己点検・評価報告書等を公表している。 
（4） 自己点検・評価活動に全教職員が関与している。 
（5） 自己点検・評価活動に高等学校等の関係者の意見聴取を取り入れている。 
（6） 自己点検・評価の結果を改革・改善に活用している。 
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＜区分 基準Ⅰ-C-1 の現状＞ 
自己点検・評価活動については、「新潟青陵大学短期大学部自己点検・評価に関する

規程」（提出-9）に則り組織を整備し、活動の充実に努めている。 
自己点検・評価委員会では、中期計画（2018 年度～2022 年度）（備付-30）の進捗状

況を定期的に確認し、遅れている計画や新たな課題を協議している。また、毎年４月末

までに点検項目についての前年度の自己点検を行い、それをもとに前年度の自己点検・

評価報告書を作成することとし、平成 27（2015）年度自己点検・評価報告書（備付-31、
備付-32、備付-33）から毎年、教授会に報告するとともに、ホームページで公表してい

る。 
 以上のように、中期計画の進捗状況の確認および前年度自己点検・評価報告書作成

は、自己点検・評価委員会が実施しているが、自己点検を行う事項ごとに関係する委員

会（教務委員会、学生委員会など）における協議内容や進捗状況の確認に際し、各委員

会の教職員の協力を得ている。 
教育の質保証を図る査定にも係る新潟青陵大学短期大学部アセスメント・ポリシー

（備付-36）を平成 30（2018）年に制定し、機関レベル（短期大学部）、教育課程レベ

ル（学科、コース）、科目レベルの３段階で学修成果等を検証することとしている。実

習助手を除く全専任教員は、平成 30（2018）年から実施したティーチング・ポートフ

ォリオ（備付-37）の作成により、科目レベルを中心とした自己点検･評価活動を行い、

それを新潟青陵大学短期大学部・教員評価の基本方針（備付-38）の「教育活動」の自

己評価に反映することとしている。 
なお、ティーチング・ポートフォリオの構成は以下の通りで、いつでも更新できる

こととしている。 
表紙（氏名、作成日、更新日）、１）教育の責任、２）教育の理念、３）教育の

目的・方法、４）教育の成果と改善、５）今後の目標、６）添付資料 
また、FD 委員会では、教育の質保証を図るため、短期大学生調査（短期大学基準協

会）（備付-39）及び学習成果の達成度自己評価（本学策定）（備付-40）調査を行い、そ

の結果を集計・分析している。集計・分析には、学務を中心とした職員の参画を得て実

施しおり、結果の学生へのフィードバックと学生指導は各アドバイザー教員が行い、

その結果を学生カルテに記載することとしている。 
本学では、学長が理事長であることから、理事長のリーダーシップのもと、このよう

に各委員会を中心に教職員全員で教育の質保証を図る査定の仕組みが機能していると

捉えている。 
 自己点検・評価活動の一環として、同じ学園の新潟青陵高等学校の各学年担当の教

員との意見交換会（備付-34）と、両学科の卒業後の進路と関係する外部有識者を招い

ての意見交換会（備付-7）を実施している。新潟青陵高等学校とは平成 30（2018）年

度より実施し、本学に進学した卒業生の動向や本学の教育内容などについて意見を聴

取した。また、外部有識者との意見交換会は、平成 28（2016）年から実施し、授業改

善等に反映させている。 
 以上の自己点検・評価活動のほか、平成 28（2016）年度に連携協定を締結した中部

学院大学短期大学部とは、定期的に情報交換・協議を進めてきている。この過程で、本
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学では幼児教育学科で「基礎ゼミ」の新規開講、及び両学科における基礎ゼミにおける

基礎的学習内容の統一など、初年次教育の改善を行うことができた。平成 30（2018）
年度には、両大学の自己点検・評価報告書についての意見交換をもとに相互評価報告

書（備付-35）としてまとめ、一般財団法人短期大学基準協会に提出した。 

 

［区分 基準Ⅰ-C-2 教育の質を保証している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 学習成果を焦点とする査定（アセスメント）の手法を有している。 
（2） 査定の手法を定期的に点検している。 
（3） 教育の向上・充実のための PDCA サイクルを活用している。 
（4） 学校教育法、短期大学設置基準等の関係法令の変更などを確認し、法令を遵

守している。 
 

＜区分 基準Ⅰ-C-2 の現状＞ 
学習成果を焦点とする査定の手法として、ディプロマ、カリキュラム、アドミッショ

ンの３つのポリシーに基づき、機関レベル（短期大学部）、教育課程レベル（学科、コ

ース）、科目レベルの３段階で学修成果等を検証するため、平成 30（2018）年度にア

セスメント･ポリシー（備付-36）を策定した。この中の科目レベルでの検証の一つであ

る成績評価については、学習成果をディプロマ・ポリシーとの関連から評価できるよ

う成績評価基準を示したシラバス（備付-28）によって実施している。 
 学習成果の可視化を査定する手法のひとつとして、学生がディプロマ・ポリシーと

の関連から学習成果達成度を自己評価する学習成果指標ルーブリック（備付-41）を学

科別に作成し、平成 30（2018）年度から実施している。下図は人間総合学科の例であ

る。それぞれの学生の学習成果自己評価と学科平均の結果を示したグラフを、アドバ

イザー教員から学生個々に渡し、以降の学びの改善に役立つよう指導を行っている。

（備付-42） 
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図Ⅰ-C-2-① 学習成果指標ルーブリック 
 
 また、学習成果を焦点とする査定の手法の一つとして、一般財団法人短期大学基準

協会が実施している短期大学生調査（備付-39）に平成 28（2016）年より参加し活用し

ている。調査内容は学修行動から大学生活満足度まで多岐にわたるが、全国平均との

比較を行うことにより、内部質保証を検証するひとつの手段となっている。平成 30
（2018）年度の調査では、本学での「学び」に対する総合評価として７割強の学生が

「十分・少し学べている」という肯定的な評価をしており、全国平均値（５割強）との

差が顕著である。また、同調査については、同時に毎年学生の全員がほぼ参加し、ID
によって照合できることから、学年が上がるにつれての経年変化を比較することが可

能となっている。さらに、幼児教育学科においては、標準化された学修成果の測定のひ

とつとして「保育者効力感」（備付-43）を学期ごとに実施しており、実習や授業の経験

を経た学生の変化を理解する一助としている。 
 こうした査定の方法に関しては、運営会議、自己点検・評価委員会、FD 委員会にお

いて審議し定期的に検討を行っている。 
 上述の学習成果指標ルーブリックの結果は個々の学生への指導に、短期大学生調査

結果は FD 委員会で分析し、各学科、教授会で報告し、授業改善、学生指導に役立てて

おり、また、幼児教育学科で実施している保育者効力感調査結果も幼児教育学科で共

有し、学生指導に当たるなど、教育の向上・充実のための PDCA サイクルを活用して

いる。 
 なお、FD 委員会を中心とした教育の向上・充実を図るために、「授業アンケート」

（備付-26）「授業公開・見学」（備付-27）といった活動も取り入れている。授業アンケ

ートについては、全科目を対象とした学期末のアンケートのほか、常勤教員が学期ご

とに選んだ任意の科目について学期途中で実施する中間アンケートを実施している。

この中間アンケートは、FD 委員会が教員の授業進行に係る項目を厳選の上で作成し、
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担当教員が 15 週間の授業の中間時期で学生に実施しているものである。アンケートで

指摘された要改善点等に適宜対応することを目的としており、指摘された事項につい

て学生へのフィードバックを早めに与えることが可能となり、教員・学生ともにより

よい授業を作り上げる一助となっている。「授業公開・見学」については、常勤全教職

員を対象として、各教員が選んだ任意の１～２科目を公開し、それを教員に加えて職

員が見学可能としており、全教員が必ず１つの授業を見学し、自身の授業に参考にす

るのはもちろん、授業を公開した教員へのフィードバックを記録することを実践して

いる。こうした「授業アンケート」「授業公開・見学」の結果は各授業担当者に伝達さ

れ、教員毎に PDCA サイクルやティーチング・ポートフォリオへ反映させることとし

ている。 
 さらに、科目レベルでの PDCA サイクルの活用については、平成 24（2012）年より

PDCA サイクルシート（備付-44）を作成し、学期ごとの授業評価結果に基づいてそれ

ぞれの授業担当者が授業運営における課題を挙げ、具体的な改善策を明示し記入する

こととしている。 
 これらの教育活動の一層の充実に向けて、学生 FD を平成 30（2018）年度から実施

している。令和元（2019）年度は、「基礎ゼミ」の改善を目的に学生参画 FD（備付-45）
行い、その結果を整理し、FD 研修会を実施し、令和 2（2020）年度「基礎ゼミ」の内

容改善を図った。 
 カリキュラムや学科の体制等に関しては学校教育法、短期大学設置基準等の関係法

令の変更などを確認し、法令を遵守している。平成 30（2018）年度は、幼児教育学科

においては教員免許授与機関として再課程認定の審査を受け、認定を受けた。また新

しい保育士養成校の施設基準の変更に対応してカリキュラムなどを変更し、新潟県よ

り保育士養成課程の認定を受けた。 
 

＜テーマ 基準Ⅰ-C 内部質保証の課題＞ 
自己点検・評価活動に関わる組織の連携強化 
 自己点検・評価活動に全教員が関与しているが、職員については一部に留まってい

る。内部質保証の観点から、関与が望まれる職員についての検討が必要である。また、

高等学校など学外者に対しては、自己点検･評価報告書を学園評議員会などで報告し、

意見を求めてきているが、令和元（2019）年度から始めた報告書作成過程での意見聴

取の機会を早めに設けることで、課題を明確にすることができると考える。 
 

＜テーマ 基準Ⅰ-C 内部質保証の特記事項＞ 
教育改革推進に向けた中部学院大学短期大学部との包括的連携協定と相互評価 
 平成 25（2013）年度機関別評価結果を受け、教育改革を進めていた平成 28（2016）
年１月に、岐阜県にある中部学院大学短期大学部より相互評価の相手校として打診が

あった。本学としても学科編成や大学の規模等が類似していること、そして何よりも

相互評価に向けた意見交換で教育改革がより具体的に推進されると判断し、意見交換

を重ね、平成 28（2016）年９月に大学間連携の包括的協定を締結した。協定初年度は、

相互訪問やテレビ会議を活用して初年次教育や入学前教育等について情報交換し、前
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述の通り平成 29（2017）年度に相互評価を実施した。 
これらの活動を通して平成 29（2017）年度から、幼児教育学科では「基礎ゼミ」を

新規開講するとともに、前期において短大全体として、これまで実施してきた図書館

ガイダンスのほか、短大での学習に慣れるためのスタディスキル（ノートの取り方、レ

ポート作成法、ディスカッション能力）とスチューデントスキル（短大生としてのマナ

ー）の習得・定着について、教員による指導内容の統一性を高めるよう、共通のプリン

トを活用し、成果を上げている。この基礎ゼミの成果と課題について２年次学生各ゼ

ミ代表による「学生参画 FD 研修会」を令和元（2019）年７月に実施した。そこでの

課題を整理し、「学生 FD からの意見をどのようにフィードバックするか」をテーマに、

教員による FD 研修会を令和元（2019）年９月に実施し、初年次教育の更なる充実に

取り組んでいる。 
相互評価活動後も、学長レベルではコース設置や教学体制全般の意見交換がなされ、

担当する教員間では共同研究やボランティアセンター運用に関する情報交換を行うな

ど、教育の質的転換に向けた幅広い情報交換を継続的に行っている。また、職員レベル

では合同 SD を令和元（2019）年９月にテレビ会議で実施し、両大学の活性化につな

がるものと考えている。 
 以上の取り組みは、内部質保証に関連する特筆すべき内容と考える。 
 

＜基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果の改善状況・改善計画＞ 
(a) 前回の認証（第三者）評価を受けた際に自己点検・評価報告書に記述した行動計画

の実施状況 

前回の行動計画に以下の５点を掲げた。 
 
①建学の精神、教育理念等については、学内外においてさらに理解を深めてもらえ

るよう、周知の機会を増やしていくと同時にその方法を検討する。 
②学習成果については、特に人間総合学科においては、フレキシブルな教育システ

ムを取っていることから一律の規定が難しい専門分野ごとの卒業時の学生の到達

点をどのように取り扱うか検討する。 
③勤務時間の制約から困難である非常勤教員担当科目における学習目標の妥当性等

における検討を、非常勤教員担当科目と同一科目を担当する専任教員と当該非常

勤教員とで意見交流する場を設けることで改善を図る。 
④自己点検・評価については、授業･学生支援等個別の点検･評価は毎年または毎学

期 PDCA サイクルにのって実施されているものの、機関全体の体系的なアセスメ

ントは、定期的に実施してこなかったため、定期的な実施を図る。 
⑤自己点検・評価結果の社会への公表にも取り組む。 
 
①については、建学の精神、教育理念をもとに策定した３つの方針ともに、ホームペ

ージ、学生便覧、高校訪問など様々に機会をとらえ学内外への周知を図っている。 
②については、学修成果の可視化も含めた検討を進めており、人間総合学科だけでな

く、幼児教育学科も含め、短大全体として学習成果の到達度をディプロマ・ポリシーと
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関連させたルーブリック調査を開始したところである。 
③については、一部で実施されているが、まだすべてで実施されていないことから、

引き続き非常勤講師との交流の場を設けるよう努める。 
④と⑤の自己点検・評価については、平成 27（2015）年度の自己点検・評価から機

関全体としてとりまとめ、毎年報告書を作成しホームページで公表している。また、平

成 29（2017）年度には、中部学院大学短期大学部との相互評価を行い、本学の教育改

善等で成果をあげている。 
 

(b) 今回の自己点検・評価の課題についての改善計画 

今回の自己点検・評価の課題は、建学の精神を様々な手法で公表し、学生、教職員、

受験生、ステークホルダー等への周知に努めているものの、どの程度理解されている

か、また、意識的に日常の教育と関連させているかの具体的な把握までに至っていな

いことである。 
そのため、学生、教職員への周知については、年間スケジュールの中や、どのような

機会で建学精神の確認をするかの検討を始める。学生については、令和２（2020）年

度入学生を対象とした計画を作成し、人材養成の中で学生自身が認識できるよう努め

る。 
また、建学の精神のもと、変化の激しい近年の地域のニーズを捉えた教育の実践とな

るようステークホルダー等との連携をさらに深め、改善に努めたい。 
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【基準Ⅱ 教育課程と学生支援】 

 

［テーマ 基準Ⅱ-A 教育課程］ 

 

＜根拠資料＞ 

提出資料 
1. 新潟青陵大学短期大学部学則 

3. 2019 年度学生便覧 

4. YEAR BOOK 2018-2019 

6. 2020 年度新潟青陵大学短期大学部教育課程編成方針 

7. 学園ホームページ：教育目標・ポリシー 

8. Campus Guide（2020）  

10. 人間総合学科履修の手引き 2019 年度版 

11. 新潟青陵大学短期大学部学生募集要項・入学願書（2020) 

12. 2019 年度シラバス（電子データ）  

 

備付資料  

14. 人間総合学科 2019 年度第 6 回学科会議議事録 

17. 学園ホームページ：就職・キャリア 
http://www.n-seiryo.ac.jp/career/rec_nsujc/ 

28. シラバス作成ガイドライン 

39. 短期大学生調査（短期大学基準協会） 

41. 学習成果指標ルーブリック 

44. 授業評価 PDCA サイクルシート 

47. 学修成果自己評価アンケート結果報告 

48. リビングスタイリスト関連表彰記録 

49. 実用技能英語検定奨励賞賞状 

50. 幼児教育学科会議議事録：2019 年度 4 月学科会議 

51. 教務委員会議事録：平成 30 年度第 9 回教務委員会 

52. 教授会議事録：平成 30 年度第 14 回議事録 

53. N-COMPASS 学生カルテ 

54.「基礎ゼミ」資料 

 55.「筆活」講座プログラム 

 56. 公務員対策基礎力養成講座プログラム 

57. 平成 30 年度進路支援に関するアンケート調査結果 

58. 入試委員会議事録 （令和元年度第 2 回入試委員会） 

様式 6－基準Ⅱ 
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59. 入試広報課問い合わせ対応記録 

60. 2020 年度入試 学生募集説明会 実施要項 

61. オリエンテーション要項 

 62. 教授会議事録：平成 30 年度第 13 回議事録 

 63. 卒業生調査（設問・結果） 

 64. 新潟青陵大学短期大学部卒業生の就労実態等に関するアンケート調査結果 

  

備付資料-規程集 
  197. 新潟青陵大学短期大学部教員選考に関する規程 
 

［区分 基準Ⅱ-A-1 短期大学士の卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）

を明確に示している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 学科・専攻課程の卒業認定・学位授与の方針は、それぞれの学習成果に対応

している。 
 ① 学科・専攻課程の卒業認定・学位授与の方針は、卒業の要件、成績評価

の基準、資格取得の要件を明確に示している。 
（2） 学科・専攻課程の卒業認定・学位授与の方針を定めている。 
（3） 学科・専攻課程の卒業認定・学位授与の方針は、社会的・国際的に通用性が

ある。 
（4） 学科・専攻課程の卒業認定・学位授与の方針を定期的に点検している。 

 

＜区分 基準Ⅱ-A-1 の現状＞ 

学科の卒業認定・学位授与の方針については、各学科･コースごとに定めている。こ

の各学科・コースの卒業認定・学位授与の方針は学習成果に対応しており、卒業の要

件、成績評価の基準、資格取得の要件を明確に示している。各学科の卒業要件は学則

（提出-1）第 12 条に、成績評価基準は学則第 13 条に、各学科・コースの資格取得に

ついては学則第 17 条に規定している。 

 

＜ディプロマ・ポリシー＞ 

人間総合学科人間総合コース 

①地域に根差した社会人として活躍するためのマナー及び一般教養、社会常識を身

につけている。 

②職業人として社会で求められる資質と倫理観を有する「就業力」を備えている。 

③選択した履修コースの専門分野における知識、技能、素養を備えている。 

④取得希望の資格に係る基礎的な知識と技能を身につけている。 
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⑤多様な分野での活躍が可能な向上心、知的応用力、協調性がある。 

⑥生活者、消費者の視点から物事を論理的に考え、適切な判断ができる。 

人間総合学科介護福祉コース 

①合的な学力と豊かな人間性を養い、介護福祉士としての知識と技能を兼ねそなえ

たスペシャリストとして働ける力を身につけている。 

②福祉現場で必要とされる円滑なコミュニケーション能力と倫理的態度を身につ

け、現場では多職種協働によるチームアプローチが必要であることが理解できる。 

③卒業まで学習に励むことによって、問題解決能力を養い、どのような事態に遭遇

しても的確な対応ができる能力を身につけている。 

④社会人として、また介護福祉士として、自分自身が果たすべき役割や使命を考え

実行できる能力を身につけている。 

幼児教育学科 

①保育者としての知識と技能、問題解決能力を身につけている。 

②保育現場で必要とされている多様な表現方法を習得している。 

③社会から要請される保育について、主体的かつ創造的に実践することができる。 

④保育現場に臨む際の人権尊重の精神と礼節を身につけている。 

 

 卒業認定・学位授与の方針と関連させ、本学での学生の学修目標を「知識・理解、技

能・表現、態度・姿勢、汎用的能力」とし、各授業科目のシラバス（提出-12）に具体

的に記載することとしている（備付-28）。 
 なお、各学科・コースの卒業認定・学位授与の方針及び学則は、学生便覧（提出-3 p.8-

10）・ホームページ（提出-7）等で公表している。 

卒業認定・学位授与の方針については、短期大学設置基準はもとより、各学科・コー

スの教育目標を視野に定めており、人間総合学科・人間総合コースでは、地域社会のニ

ーズを把握しながら取得できる資格を検討し、介護福祉コースでは、介護福祉士国家

試験への対応を行うなど、社会的に適用性がある方針となっている。幼児教育学科に

おいても、幼稚園教諭免許では教職課程認定の基準やコアカリキュラム、保育士資格

では厚生労働省などの養成施設指定規則等に従い、卒業と同時に両免許・資格が取得

可能なように作成・検討（備付-50）しており、実際にこれらの免許・資格を活かした

進路に多くの学生が進んでいる（備付-17）。 
 卒業認定・学位授与の方針の定期的点検については、教育課程編成方針（提出-6）に

のっとり、12 月までに各学科で検討し、その結果をもとに、次年度教育課程編成を行

うこととしている。 
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［区分 基準Ⅱ-A-2 教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）を明確に

示している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 学科・専攻課程の教育課程は、卒業認定・学位授与の方針に対応している。 
（2） 学科・専攻課程の教育課程を、短期大学設置基準にのっとり体系的に編成し

ている。 
 ① 学科・専攻課程の学習成果に対応した、授業科目を編成している。 
 ② 単位の実質化を図り、年間又は学期において履修できる単位数の上限を

定める努力をしている。 
 ③ 成績評価は学習成果の獲得を短期大学設置基準等にのっとり判定してい

る。 
 ④ シラバスに必要な項目（学習成果、授業内容、準備学習の内容、授業時

間数、成績評価の方法・基準、教科書・参考書等）を明示している。 
 ⑤ 通信による教育を行う学科・専攻課程の場合には印刷教材等による授業

（添削等による指導を含む）、放送授業（添削等による指導を含む）、

面接授業又はメディアを利用して行う授業の実施を適切に行っている。 
（3） 学科・専攻課程の教員を、経歴・業績を基に、短期大学設置基準の教員の資

格にのっとり適切に配置している。 
（4） 学科・専攻課程の教育課程の見直しを定期的に行っている。 

 

＜区分 基準Ⅱ-A-2 の現状＞ 

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）については、卒業認定・学位

授与の方針に対応させて定めており、同時に短期大学設置基準に合致するよう体系的

に編成している。具体的には、学則第９条、学則施行細則、学生便覧（提出-1、提出-

3 p.8-10, p.83, p.87-91）などにその内容を明示している。 

 

＜カリキュラム・ポリシー＞ 

人間総合学科人間総合コース 

①初年次教育において、専門分野を学ぶための基礎的な学習方法を身につける。 

②地域や企業理解を深め、社会人となるための教養やマナーを身につける。 

③あらゆるビジネスのベースとなる知識と技能を修得し、基本的な仕事力を養成す

る。 

④ビジネスシーンに必要なマナー、文書作成能力、コミュニケーション力を身につ

ける。 

⑤専門科目を履修コースごとに体系的に履修できるよう構成し、基礎的科目から専

門的な科目、実践的な科目へと展開するとともに、能動的学修の充実を図る。 
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⑥ビジネス系の資格を広く取得できるよう、並びに各履修コースの特色ある資格取

得を可能とする。 

⑦社会生活を豊かなものとするための文化、芸術など幅広い教養を身につける。 

⑧進学（四年制大学への３年次編入）希望者には、体系的かつ実践的な履修を展開す

る。 

人間総合学科介護福祉コース 

①初年次教育において、専門分野を学ぶための基礎的な学習方法を身につける。 

②介護福祉士養成課程における、「人間と社会」、「介護」、「こころとからだのし

くみ」、「医療的ケア」等の分野ごとの介護の専門的知識・技術を学ぶ。 

③介護の各専門分野において、基礎的な内容から、より専門的な科目、実践的な科目

へと展開するとともに、能動的学修の充実を図り、地域における生活支援の実践

力を身につける。 

④介護の基礎となる教養を身につけ、専門職としての倫理的態度を涵養する。 

⑤その人のおかれている環境の中で理解できる能力を身につけ、相手の立場に立っ

て関わることのできる心豊かな人間を育成する。 

⑥福祉マインドと問題解決能力をもったチームマネジメント能力を身につけ、介護

職のリーダーを目指す人材を育成する。 

幼児教育学科 

①初年次教育において、専門分野を学ぶための基礎的な学習方法を身につける。 

②教育学、社会福祉学、心理学、保育における５領域に関する講義、演習群を通し

て、保育者の基礎的な知識・技能を養う。 

③保育に関わる理論とともに、実技・実習を重視し、保育者としての実践力を養う。 

④保育の各専門分野において、基礎的な内容から、より専門的な科目、実践的な科目

へと展開するとともに、能動的学修の充実を図る。 

⑤実習指導の活動を核に、実習に関するサポートをきめ細かく行い、理論と実践の

有機的な統合ができるよう配慮する。 

⑥領域「表現」において、３分野（音楽・造形・身体）それぞれの表現指導法を設置

し、充実を図る。 

⑦共感する心とそれを表現する力を養い、保育者としての豊かな感性と創造性を育

む。 

⑧様々な保育の現場に対応するために、人権尊重の保育と基本的な礼節を重視し、

演習や実習指導に取り組む。 
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 各学科・コースの教育課程は、それぞれの学習成果に対応した授業科目群で編成し、

卒業までに各種資格取得を可能にし、かつ無理のないように履修できるよう単位の実

質化を図るとともに、CAP 制を導入し、各学期で取得できる単位数の上限を定めてい

る。具体的には学則第 17 条、履修規程、学生便覧中の教育課程表（提出-1、提出-3  p.11-

16, p.84, p.93-95）、履修の手引き、資格取得カリキュラム案内（提出-10）などに掲

載している。 

 成績評価については、学修成果の獲得を短期大学設置基準等に適合し、公平公正な

ものになるよう努めている。そのために各授業担当者は担当科目ごとにディプロマ・

ポリシーと結びつけた成績評価内容を設定し、シラバスを通してその内容を学生に明

示している。また、各授業担当者及びアドバイザー教員は、在学生、教職員専用のポー

タルサイト「N-COMPASS」（以下、N-COMPASS）を用いて、学生の学習への取組

み状況の指標となる単位取得状況や出欠の状況などを記録し、把握（備付-53）してい

る。そのうえで最終的な成績･卒業判定は教務委員会で検討し（備付-51）、教授会で報

告し、承認する（備付-52）こととなっている。さらに、平成 29（2017）年度より、シ

ラバス記載については単位の実質化に合わせて順次整備してきており、各授業科目の

シラバスには学習成果、授業内容、準備学習の内容と時間数、成績評価の方法･基準、

教科書・参考書などの情報を記載すること（備付-28）とし、学生にも適切な評価基準

が適用されていることを周知する一助となっている。 

 なお、本学では通信教育は実施していない。 

 本学での教育課程を担当する教員の資格保証については、文部科学省の短期大学設

置基準の教員資格のもとに教員選考基準を設けており（備付-規程集 197）、教員の採

用・昇任を厳正に行い、各学科の教員配置を適切に行っている。なお、実務経験のある

教員については、その旨をシラバスに記載することとしている。 
 教育課程の見直しについても定期的に両学科会議で検討し（備付-14、備付-50）、変

更がある場合には、最終的に教授会で承認することとなっている。特に幼児教育学科

については、幼稚園教育要領及び保育所保育士指針の改定に伴う教育課程の大幅な見

直しの検討を平成 29（2017）年度から行い、平成 31（2019）年２月に教職再課程認

定の認定通知を受理した。 

 

［区分 基準Ⅱ-A-3 教育課程は、短期大学設置基準にのっとり、幅広く深い教養を培

うよう編成している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 教養教育の内容と実施体制が確立している。 
（2） 教養教育と専門教育との関連が明確である。 
（3） 教養教育の効果を測定・評価し、改善に取り組んでいる。 
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＜区分 基準Ⅱ-A-3 の現状＞ 

教育課程は、短期大学設置基準にのっとり、幅広く深い教養を培うよう編成してお

り、人間総合学科においては「ベーシックフィールド」、幼児教育学科においては「一

般教育科目」として、専門科目以外に自分の興味関心にしたがって教養科目の内容を

選択できることや、学位授与の条件に含める（提出-3 p.83）など実施体制も確立して

いる。 

 また、平成 29（2017）年度から２年生全員を対象に「和室でのマナー講座」を特別

研究、保育実践演習のゼミごとに行っている（提出-12）。この年に新１号館が完成し、

そこに茶室を兼ねた和室を設けたこと、そして和室のない住宅が増加し、座っての挨

拶の仕方などを経験する機会が少ない学生の卒業後のことを考え、本学の目指す社会

人力のひとつと捉え実施している。 
 教養教育では、高大接続の理念を踏まえ、大学での学びへの導入教育となる「基礎ゼ

ミ」を必修科目（提出-3 p.11-16、備付-54）としたうえで、各学科の教育目標を達成す

るべく、教養教育と専門科目を次のように関連させている。人間総合学科・人間総合コ

ースでは、ビジネスをベースの各履修分野の専門科目を位置付けていることから、ベ

ーシックフィールドの一つにキャリアユニットをおき、「キャリアデザイン入門(１単

位)」「キャリアサポート(１単位)」および情報処理ユニット内の「情報処理演習Ⅰ（１

単位）」を必修科目とし、その他人文科学、社会科学、自然科学の科目から学生の興

味・関心に沿った選択科目を履修することにより、ベーシックフィールド全体から 15

単位を卒業要件としている。 

人間総合学科・介護福祉コースでは、「人間の尊厳と自立（２単位）」「人間関係と

コミュニケーション（２単位）」を必修科目としたうえで、コースの目的に合わせて選

択科目を指定し、合計 15 単位を卒業要件としている。 

幼児教育学科では、専門科目の基礎となる一般教育科目として、人文科学、社会科

学、自然科学の各分野から１科目２単位以上を選択し、人文科学、社会科学、自然科

学、総合、外国語科目、保健体育科目の中から合計７科目以上を履修し、合計 14 単位

を卒業要件としている。このように、教養教育について偏りなく幅広い分野での履修

を推奨し、各専門教育へ繋がるように教育課程を編成し、指導にあたっている。さら

に、こうした教育課程については、各授業科目の講義番号には以下の表のように、専門

分野・水準が分かるように標記し、学生便覧中のカリキュラムマップ等で示し（提出-

3 p.20-25, p.27, p.30-33）、周知を図っている。 
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図Ⅱ-A-3-① 授業科目のナンバリング 

 

 教員が担当している授業に関しては、学生からの授業評価結果を受けた改善計画を

策定することとし、継続的に PDCA サイクルをまわして、教養教育においてもその効

果の測定・評価・改善に取り組んでいる（備付-44）。 

 

［区分 基準Ⅱ-A-4 教育課程は、短期大学設置基準にのっとり、職業又は実際生活に

必要な能力を育成するよう編成し、職業教育を実施している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 学科・専攻課程の専門教育と教養教育を主体とする職業への接続を図る職業

教育の実施体制が明確である。 
（2） 職業教育の効果を測定・評価し、改善に取り組んでいる。 

 

＜区分 基準Ⅱ-A-4 の現状＞ 

学科の専門教育と教養教育を主体とする職業への接続を図る職業教育の実施体制に

ついては、幼稚園教諭、保育士を養成する幼児教育学科と介護福祉士を養成する人間

総合学科・介護福祉コースはもとより、人間総合学科・人間総合コースにおいても、教

養科目群にあたる｢ベーシックフィールド｣内に「キャリアデザイン入門」から「キャリ

アサポート」といった職業教育に係る科目から、「インターンシップ」をはじめとする

体験科目を纏めた「キャリアユニット」を配して、専門教育との円滑な接続を図る教育

課程の編成を行っている。また、「地域生活とマナー」において、地域で社会生活を営

む上で必要となる多様な分野におけるマナーの基本についての教育も行っている。こ
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のことは学生便覧中の両学科の教育課程表並びにカリキュラムマップ（提出-3 p.11-33）

において明示している。 

また、公務員志望者のために課外で対策講座を準備し、対応している。人間総合学科

では、従前実施してきた対策講座を拡充させ、令和元（2019）年度にはキャリア支援

の専門職員を講師として「筆活（筆記試験対策活動）」と銘打った公務員対策講座を毎

週１～２回のペースで実施し（備付-55）、学科１年生のみならず新潟青陵大学３年生

の指導にもあたっている。例年卒業後公務員となる卒業生は若干名に過ぎないが、今

後この取り組みが奏功することが期待される。一方、幼児教育学科では、公立の幼稚

園・保育園を希望する学生が４割前後いることから、公務員対策講座を複数開設し（備

付-56）、選択できるように配慮している。 
職業教育の効果の測定については、資格取得状況と卒業後の進路から評価し、改善に

取り組んでいる。また、両学科共に年度末に実施する「進路支援に関するアンケート調

査」（備付-57）において、各種職業に係る科目についての学生の評価を得ることができ

ている。有意義だった授業科目と、さらに充実してほしい授業科目も聞いているが、人

間総合学科では「情報処理（PC 関連）」、幼児教育学科では「保育に係る専門科目と実

習」が、どちらの割合も髙かった。これらの結果を受けて、各学科で、各関連科目の内

容を検討し、改善に取組んでいる。 

 

［区分 基準Ⅱ-A-5 入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）を明確に示し

ている。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 入学者受入れの方針は学習成果に対応している。 
（2） 学生募集要項に入学者受入れの方針を明確に示している。 
（3） 入学者受入れの方針は、入学前の学習成果の把握・評価を明確に示してい

る。 
（4） 入学者選抜の方法（推薦、一般、AO 選抜等）は、入学者受入れの方針に対

応している。 
（5） 高大接続の観点により、多様な選抜についてそれぞれの選考基準を設定し

て、公正かつ適正に実施している。 
（6） 授業料、その他入学に必要な経費を明示している。 
（7） アドミッション・オフィス等を整備している。 
（8） 受験の問い合わせなどに対して適切に対応している。 
（9） 入学者受入れの方針を高等学校関係者の意見も聴取して定期的に点検してい

る。 
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＜区分 基準Ⅱ-A-5 の現状＞ 

本学の入学者受入れ方針（アドミッション・ポリシー）については、両学科とも教育

方針・教育目標・学習成果を反映したものを設定し、さらに入学前の学習成果の把握・

評価を明示したうえで、短期大学部ホームページほかで公表している（提出-7、提出-

8 p.83, 105, 113）。 

 

＜アドミッション・ポリシー＞ 

人間総合学科人間総合コース 

①明確な目的意識をもち、本コースにおける学修のための基礎学力を有する人 

②ビジネス、会計実務、ファッション、インテリア、フード、観光、ブライダル、英

語などのいずれかの分野に興味関心をもち、積極的に学ぼうとする人 

③協調性を重んじ、人と人とのコミュニケーションを大切にする人 

④地域社会に貢献できる知識・技能を身につけたいという意思をもつ人 

人間総合学科介護福祉コース 

①社会福祉や介護福祉の課題に関心をもち、専門的な知識や技術の習得に努力を惜

しまない人 

②高齢者や障がいをもつ人の気持ちを理解し、生命の尊さや人間の尊厳を大切にす

る人 

③豊かな感性をもち、積極的に高齢者や障がいをもつ人との交流を大切にし、そこ

で責任ある行動がとれる人 

④介護福祉分野において幅広い職業人としての研鑽を積み、福祉マインドと問題解

決能力をもって地域社会への貢献を目指す人 

⑤本コースにおける学修のための基礎的知識をもっている人 

幼児教育学科 

①保育をめざす高い志と、本学での就学に必要な基礎学力及び、基礎技能をもつ人 

②積極的に学ぶ意欲と臨機応変に課題を処理する柔軟性をもつ人 

③明朗活発で協調性があり、対人関係を円滑に築くことができる人 

 

 入学者選抜の方法（推薦、一般、AO 選抜等）は、入学者受入れの方針に対応させた

うえで、学生募集要項に明示している（提出-11 p.2）。加えて、高大接続の観点によ

り、AO 入試、推薦入試、一期試験、二期試験と３種類４回にわたる多様な選抜を行い、

それぞれの選考基準を設定して、公正かつ適正に実施（提出-11 p.4-7）している。具

体的には、AO 選抜では複数回の面談・面接を通して本学での学習意欲・就学意識の高

い入学者を選抜している。同様に推薦入試では、県内外の高等学校から本学の受け入

れ方針に沿った受験生を推薦してもらうために指定校推薦制度を導入し、推薦入試一
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般枠ほかと併せて、高校時代に学業・諸活動に十分な成果を収めた入学者を選抜して

いる。さらに、一般入試では国語・英語の科目試験を課すことにより、十分な学力を持

った入学生を確保できるように入試の区分を分けている。さらに令和元（2019）年度

には令和３（2021）年度入試改革への対応を開始した（備付-58）。具体的には、各入

試区分での適切な入試方法の案出と説明責任を果たすための各評価基準の数値化・明

確化に着手している。 

 授業料、その他入学に必要な経費や奨学金の利用といった情報については、学生募

集要項に明示している（提出-11 p.20）ほか、オープンキャンパスや入試説明会等で教

職員が参加者からの質問に応対している。 
 アドミッション･オフィスが担う入学者受入れに係る業務については、入試広報課を

設け対応している。入試広報課では、受験の問い合わせなどに随時対応するほか、（備

付-59）学内外の各種入試説明会・オープンキャンパスに携わり、加えて、高校訪問の

ほか、高等学校教員を対象とした説明会、外部有識者との意見交換会等において関係

者からの意見聴取を実施している。特に毎年６月下旬には新潟青陵大学と合同で県内

高等学校の進路指導担当教員を本学に招いての学生募集説明会を主催し（備付-60）、
説明会でのアンケートや個別相談を通して、高等学校教員から個別に意見を収集、質

疑に対応している。さらに、令和元（2019）年度には市内の県立高校・市立高校１校

ずつと連携協定を締結することができた。定期的な意見交換等の活動は令和２（2020）
年度に本格実施することとしている。 

 

［区分 基準Ⅱ-A-6 短期大学及び学科・専攻課程の学習成果は明確である。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 学習成果に具体性がある。 
（2） 学習成果は一定期間内で獲得可能である。 
（3） 学習成果は測定可能である。 

 

＜区分 基準Ⅱ-A-6 の現状＞ 

各学科の学習成果については、学生便覧、履修の手引きに具体的な履修手続き・卒業

時の条件などとともに記載してあり、さらにカリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポ

リシーによって明確にしている（提出-3 p.7-10）。また、シラバス（備付-28）におい

て各授業科目の学習（行動）目標を記載し、その内容との関連で成績評価の方法を「試

験、小テスト、レポート、学習態度、その他」により示し、量的・質的に測定可能であ

る。 
 教育課程の中では、半期間に履修可能な単位数の上限（提出-3 p.93-95）を示してい

るが、各種資格や免許取得が卒業と同時に獲得できるよう配慮のうえ編成している。 
 シラバス記載の成績評価の方法により評価された学習成果の評価点数を、５段階の

GP とし、それをもとに各期の GPA を算出している（提出-3 p. 93-95）。これらの学
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修成果を学生自身および教員も N-COMPASS で確認できることから、学生に対し、学

期開始時のオリエンテーションやゼミ指導の機会に、履修についての点検指導を行っ

ている（備付-61）。また各自の学習成果は各種資格、免許取得状況に反映され、進路

にも繋がっている（備付-17）。 

 具体的に平成 30 年（2018）度卒業生を例にとると、人間総合学科人間総合コースで

は、学科の認定資格であるビジネス実務士（140 人）、２級衣料管理士（８人）、観光

ビジネス実務士（21 人）、フードスペシャリスト資格（７人）、また、検定試験受験

により取得可能なカラーコーディネーター、医療事務、国内旅行業務取扱管理者等々

の資格を取得し、多種多様な就職を果たした（就職率 99.5％）。また、同学科介護福

祉コースでは、「日本介護福祉養成施設協会 学力評価試験」に 25 人の卒業生が合格

し、卒業生全員が福祉（介護）職に就職できた。さらに幼児教育学科では、幼稚園教諭

二種免許状を 129 人、保育士資格を 130 人が取得し、幼稚園へ３人、保育園・保育所

へ 83 人、認定こども園へ 33 人、施設（保育士）へ５人、一般企業へ２人が就職し、

前年度までと同様、就職率 100％を達成した。学習成果の具体例としては、資格取得に

対する外部団体からの評価からも伺える。具体例としては、人間総合学科で取得支援

をしている「リビングスタイリスト資格」について、令和元（2019）年秋期のリビン

グスタイリスト２級の受験の好成績から、短大が「学校団体特別賞」を、学生２人（１

年生・２年生各１人）が「学生奨励賞」をそれぞれ受賞した（備付-48）。平成 29（2017）

年度と平成 30（2018）年度には「色彩検定協会奨励賞」を２年連続で受賞した。また、

平成 29（2017）年度には色彩検定１級に学生１人が本学で初めて合格し、学内で学生

表彰された。同様に実用英語技能検定の資格取得支援の結果、平成 27（2015）年度か

ら毎年公益財団法人日本英語検定協会より「奨励賞」を受賞している（備付-49）。 

 

［区分 基準Ⅱ-A-7 学習成果の獲得状況を量的・質的データを用いて測定する仕組

みをもっている。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） GPA 分布、単位取得率、学位取得率、資格試験や国家試験の合格率、学生

の業績の集積（ポートフォリオ）、ルーブリック分布などを活用している。 
（2） 学生調査や学生による自己評価、同窓生・雇用者への調査、インターンシッ

プや留学などへの参加率、大学編入学率、在籍率、卒業率、就職率などを活

用している。 
（3） 学習成果を量的・質的データに基づき評価し、公表している。 
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＜区分 基準Ⅱ-A-7 の現状＞ 

学習成果の獲得状況を量的・質的データを用いて測定する仕組みに関しては、学生

カルテに集約された個々の学生のポートフォリオを整備しており、それらのデータを

集約して、GPA 分布、単位取得率、学位取得率、資格試験や国家試験の合格率などを

算出して管理している（備付-53）。 
 学習成果に係るデータのうち、GPA に関しては学期ごとにこれを測定・把握し、数

値の多寡により次学期の履修可能単位数の調整に生かしている。特に GPA 値が芳しく

ない学生については、アドバイザー教員による履修指導を受け、適切な履修計画の修

正ができるような仕組みをつくっている。そのほか、GPA 値は併設している新潟青陵

大学への編入学推薦の目安や奨学金受給の判断材料の一つとしても活用している。 

 学生による「学修成果自己評価アンケート」を平成 30（2018）年度から年度末に全

学生対象に実施し、学科、学年ごとの結果について、FD 委員会で検討し、教授会に報

告している（備付-47）。令和元（2019）年度の結果は、前年度より学生の自己評価が

高くなり教育改善の成果が見られたが、「社会に出ていく自信・能力」の評価が両学科

とも他の項目に比べて低かったことについては、今後の教育改善・学生指導の課題と

して取り組むことになっている。 

また、令和元（2019）年度には、学習成果指標ルーブリック（備付-41）を学科ごと

に実施し、その結果をカリキュラム編成に活かす取り組みを開始した。  

学生調査や学生による自己評価、同窓生・雇用者への調査、インターンシップや海外

留学などへの参加率、在籍率、卒業率、就職率などの各種データについては、各種委員

会、教授会に報告され、検討・承認が行われている（備付-62）。特に一般財団法人短

期大学基準協会と協働して実施している「短期大学生調査」（備付-39）の結果につい

ては、「授業内容、教育への満足度、能力・知識の変化、学生の課外学習時間等」と本

学で蓄積している GPA 値や取得単位数といったデータとの関係を学内 IR 委員会で分

析している。その結果は学科会議ほかで共有し、学生指導に活用している。また、卒業

後５年までの同窓生を対象とした独自のアンケート調査を新潟青陵大学と共同で毎年

実施しており（備付-63）、卒業生の動向や在学時に役立った、あるいは充実が望まれ

る学修内容について尋ね、寄せられた回答をカリキュラムの改訂や資格取得支援に活

用している。 
 なお、これらの各種資格、免許取得率や就職率などの情報については本学のパンフ

レットやホームページ上で公表している（提出-4 p.30-31, p.36-37、備付-17）。 
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［区分 基準Ⅱ-A-8 学生の卒業後評価への取り組みを行っている。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 卒業生の進路先からの評価を聴取している。 
（2） 聴取した結果を学習成果の点検に活用している。 

 
＜区分 基準Ⅱ-A-8 の現状＞ 

本学の卒業生が、実社会でどのように力を発揮し、評価されているかを探る「卒業生

の就労実態に関するアンケート調査」（備付-64）を新潟青陵大学と同時に定期的に実

施することで、卒業生の進路先からの評価を聴取し、その結果の分析を行っているが、

前回（平成 23（2011）年）の実施からかなりの年数が経過したことから、令和元年（2019）

９月に当該調査を実施した。アンケート調査の内容については、採用・勤務状況から雇

用される能力（エンプロイアビリティ）、採用する立場から、短大の教育に期待するこ

となどまで多岐に亘るものである。アンケート結果からは本学の卒業生は多岐にわた

る就労先で概ね好意的な評価を受けており、特に就労態度・協調性・人間的な魅力・責

任感・仕事における処理能力といった面で「優れている」「やや優れている」という高

評価が７割を超えている。さらに四年制大学卒業生と遜色のない働きをしているとい

う評価を過半数の企業から受けている。また専門学校卒業生との総合的にみた仕事に

対する能力についての評価も「優れている」「やや優れている」という高評価を約７割

の企業から受けている上、各企業の期待度に比しての総合的満足度においても８割超

の高評価を得ている。 
 聴取した結果を学習成果の点検に利用しているか、については毎年の教育課程編成

にあたって、特にキャリア教育関連科目においての目標・構成について参照している。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅱ-A 教育課程の課題＞ 

入試広報課を設けアドミッション･オフィス業務に当たっているが、具体的な業務内

容については検討中である。また、入学者受入れの方針については、高校訪問ほかで関

係者からの意見聴取を実施しているが、組織的な実施と点検作業の具体的な検討が課

題である。限られた人的資源を適正配置して教職員そろって入試業務を進めていける

よう議論を続けていきたい。 

 

学習成果の獲得状況の活用 
 学習成果の獲得状況について各種測定を順調に実施しているが、現時点ではその結

果を教育課程・教育内容の改善等に十分に活かしきれていない点が課題である。測定

結果をそのまま蓄積するだけでなく、それを具体的にどう活かせばよいかを各学科会

議、教務委員会、FD 委員会などを通じて更に検討していくことが必要である。 
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＜テーマ 基準Ⅱ-A 教育課程の特記事項＞ 

新校舎完成に伴うマナー教育の充実  
 新１号館の完成に伴い設置された和室を活用して両学科の全学生を対象として「和

室でのマナー講座」を提供している。これは、２年生対象の 90 分１コマだけの講座で

あるが、和室があっても日常的に使っていない学生が多く、「初めての経験で、社会人

になる前に知ることができてよかった」といった感想が多かった。これまでの就職先

には旅館や冠婚葬祭の企業などもあり、また、保育園では、お雛様行事などにおいて、

お抹茶の経験をするところもあることから、今後も社会人基礎力のひとつとして実施

する。 
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［テーマ 基準Ⅱ-B 学生支援］ 

 

＜根拠資料＞ 

提出資料 
3. 2019 年度学生便覧 
10. 人間総合学科履修の手引き 2019 年度版 

 
備付資料 

26. 授業評価関連文書（中間・期末授業アンケート） 
28. シラバス作成ガイドライン 
39. 短期大学生調査（短期大学基準協会） 
40. 学習成果に係る自己評価に関する卒業時アンケート調査実施について 
44. 授業評価 PDCA サイクルシート 
53. N-COMPASS 学生カルテ 
65. 平成 30 年度学生満足度に関するアンケート調査結果報告 
66. 「平成 30 年度学生満足度に関するアンケート調査」に関する回答 
68. 入学前教育資料 
69. 2019 年度前期・後期オリエンテーション資料 
77. 2019 短期留学学生オリ資料 
78. 教授会資料（2019 年７月教授会：留学派遣について） 
81. 履修規程第 11 条に基づく、「履修指導・退学勧告」の実施依頼文書 
82. シラバス検討会（学科会議議事録）：2019 年１月学科会議資料 
83 教養演習プレイスメントテストによるクラス分け資料 
84. 指定学生寮パンフレット 
85. 学園ホームページ：【短大】奨学金・授業料減免制度  

http://www.n-seiryo.ac.jp/exam/nsujc_support/ 
86. キャンパスライフサポート室の紹介 
87. 新潟青陵大学･新潟青陵大学短期大学部における障がいのある学生支援に関す

る方針 
88. 入学前相談申込書、就学に関する情報提供書 
89. 2019 年度 新潟青陵大学短期大学部組織表 
90. キャリア委員会議事録 
91. 2019 就活支援マニュアル 
92. 後期「就活支援セミナー」一覧表 
93. 進路希望調査書 
94. 「面談記録」記載について：面談記録の入力方法 
95. 2019 年度短大保護者懇談会実施要項 
96. 教授会資料（2020 年１月教授会：進路決状況）議事録 
97. 人間総合学科教育課程表 
98. 人間総合学科教育課程表（編入学ユニット部分） 
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99. 教授会資料（2020 年１月教授会：進学状況）議事録 
 
備付資料-規程集 

171. 新潟青陵大学短期大学部長期履修生学生規程 
176. 新潟青陵大学短期大学部学生表彰規程 
238. 新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部健康管理センター規則 
239. 新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部キャンパスライフサポート室に関す

る取扱要領 
240. 新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部学生相談に関する取扱要領 
251. 新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部キャリアセンター規程 

 

［区分 基準Ⅱ-B-1 学習成果の獲得に向けて教育資源を有効に活用している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 教員は、学習成果の獲得に向けて責任を果たしている。 

 ① 教員は、シラバスに示した成績評価基準により学習成果の獲得状況を評

価している。 
 ② 教員は、学習成果の獲得状況を適切に把握している。 
 ③ 教員は、学生による授業評価を定期的に受けて、授業改善に活用してい

る。 
 ④ 教員は、授業内容について授業担当者間での意思の疎通、協力・調整を

図っている。 
 ⑤ 教員は、教育目的・目標の達成状況を把握・評価している。 
 ⑥ 教員は、学生に対して履修及び卒業に至る指導を行っている。 

（2） 事務職員は、学習成果の獲得に向けて責任を果たしている。 
 ① 事務職員は、所属部署の職務を通じて学習成果を認識して、学習成果の

獲得に貢献している。 
 ② 事務職員は、所属部署の職務を通じて教育目的・目標の達成状況を把握

している。 
 ③ 事務職員は、所属部署の職務を通じて学生に対して履修及び卒業に至る

支援を行っている。 
 ④ 事務職員は、学生の成績記録を規程に基づき適切に保管している。 

（3） 教職員は、学習成果の獲得に向けて施設設備及び技術的資源を有効に活用し

ている。 
 ① 図書館又は学習資源センター等の専門的職員は、学生の学習向上のため

に支援を行っている。 
 ② 教職員は、学生の図書館又は学習資源センター等の利便性を向上させて

いる。 
 ③ 教職員は、学内のコンピュータを授業や大学運営に活用している。 
 ④ 教職員は、学生による学内 LAN 及びコンピュータの利用を促進し、適切

に活用し、管理している。 
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 ⑤ 教職員は、教育課程及び学生支援を充実させるために、コンピュータ利

用技術の向上を図っている。 
 

＜区分 基準Ⅱ-B-1 の現状＞ 

教員は、シラバスに明記したディプロマ・ポリシーとの関連を踏まえた評価基準に

基づいて、学生の学習成果の評価を行っている。具体的には、「知識・理解」「技能・表

現」「態度・姿勢」「「汎用的能力」といった学習目標を、試験、小テスト、レポート、

学習態度ほかといった方法によって測定・評価している（備付-28）。学生の学習成果の

獲得状況については、授業担当教員が N-COMPASS 上に記録し、授業担当教員はもち

ろん各学生のアドバイザー教員も状況把握ができるようになっている。特に、N-
COMPASS・学生支援「学生カルテ」には、以下に示した学生情報、教務情報、健康管

理情報が入力され、アドバイザー教員は、担当学生の学習成果の状況に応じて適宜指

導（備付-81）を行っている。 

 

 図 Ⅱ-B-1-① N-COMPASS 学生カルテ 
 
 非常勤教員を含めた全教員が、毎学期末に、担当する全科目について学生による授

業評価を受けている（備付-26）。その結果は各教員にフィードバックされ、常勤教員に

ついては、PDCA サイクルシートと組み合わせて授業改善に活用している（備付-44）。
さらに評価結果が著しく芳しくない教員については、改善策を学長に提出することが

課せられている。また、評価結果は N-COMPASS 上で学内公開されており、学生が履

修計画を立てる一助となっている。なお、平成 29（2017）年度より学期末の授業評価

に加えて、専任教員の担当する一部の授業において中間評価を行っており（備付-26）、
学期途中からでも授業方法・指導内容に適宜修正が加えられるほか、受講生からの質

問・要望等に遅滞なくフィードバックを与えられる仕組みを整えている。 
 教員は、上記の授業評価に加えて、幼児教育学科では毎月シラバス検討会（備付-82）
を行い、授業内容について授業担当者間の意思の疎通、協力・調整を図っている。人間

総合学科では定期的ではないが主に履修分野ごとに随時、授業内容の検討を行ってい
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る。なお、両学科とも非常勤講師による授業については関連科目との調整を必要に応

じて実施している。教授会においては、資格取得状況、就職・進学状況等報告し、教員

は学科に所属する学生全体の教育目的・目標の達成状況を把握・評価している。  
 学生に対する履修、および卒業に至る指導に関して、教員は、10 数人を１単位とす

るアドバイザーグループを担当し、きめ細かい指導助言体制（提出-3 p.101）をとって

いる。さらに、それぞれの問題について教務委員会・学生委員会に加え学生相談室と適

宜連携してバックアップ体制をとっている。また、人間総合学科では、人間総合学科履

修の手引き（提出-10）をもとに各種資格取得に係る学生指導を行っている。 
事務職員は、学習成果の獲得状況を把握し、学生の学習成果を認識しており、教員と

連携して学生支援を行っている。 
事務職員は成績評価、卒業判定や資格取得、就職･進学状況に係る資料作成作業を通

じて学習成果の獲得に貢献している。 
毎年実施している学生満足度調査（備付-65）において、これらの事務職員の学生支

援についてのサービスは高い評価を得ている。 
事務職員はこれらの職務に当たり、学則、教育課程、各資格に関する規程等を熟知し、

組織規程の事務分掌により、履修指導や成績記録の適切な保管を行っている。 
教職員は、授業等で図書館利用方法や文献検索方法を学生に教授し、また、図書館で

実際に検索の演習も行っている。また、図書館職員は、教員の求めに応じて随時授業に

出向いて指導を行っている。 
図書館は、学生が良く利用する資料を分野別に配架したり、シラバス掲載の参考書を

シラバスシステムと連携して検索できるようにするなど、学生が学習に必要な資料に

アクセスし易い環境を整えている。また、電子ジャーナルや電子ブックを導入して、学

生がいつでも資料にアクセスできるようにしている。平成 30（2018）年度には新校舎

に移転し、学生の多様な学修スタイルに対応できるよう図書館内のラーニング・コモ

ンズやプレゼンサークル等の学習施設を整え、学習空間の利用向上のための整備等を

行った。 
また、教職員が業務運用する教学支援基幹システムおよび N-COMPASS を平成 30

（2018）年度に更新し、学生・教職員ユーザーの教学学生支援にかかる利便性向上を

図った。N-COMPASS は履修登録、成績確認、シラバス検索、e ラーニングシステム、

WEB 申請システム等のインターフェースとして重要な役割を担っている。 
また、全学生にパソコンを無償貸与し、キャンパス内各棟の全域において無線 LAN 環

境を提供するとともに、学生は授業等で日常的にコンピュータを活用することが可能

となっている。パソコンを用いて情報機器活用リテラシーを高める授業を開講すると

ともに、他の授業での活用も推進し、コンピュータ利用技術の向上を図っている。ま

た、パソコンの操作等のサポートをコンピュータ・ヘルプデスクの職員が常時対応で

きるよう配慮している。こうした取組みにより、一般財団法人短期大学基準協会の短

期大学生調査（備付-39）や本学策定の学習成果の達成度の自己評価調査（備付-40）で

は、情報処理教育に対する満足度が著しく高いという結果を得ている。例として、短期

大学生調査結果の中で、「コンピュータを使用した授業がありましたか」という問いに

対して１年生の７割、２年生の５割が肯定的な回答を寄せていた。 
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［区分 基準Ⅱ-B-2 学習成果の獲得に向けて学習支援を組織的に行っている。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 入学手続者に対し入学までに授業や学生生活についての情報を提供してい

る。 
（2） 入学者に対し学習、学生生活のためのオリエンテーション等を行っている。 
（3） 学習成果の獲得に向けて、学習の動機付けに焦点を合わせた学習の方法や科

目の選択のためのガイダンス等を行っている。 
（4） 学習成果の獲得に向けて、学生便覧等、学習支援のための印刷物（ウェブサ

イトを含む）を発行している。 
（5） 学習成果の獲得に向けて、基礎学力が不足する学生に対し補習授業等を行っ

ている。 
（6） 学習成果の獲得に向けて、学習上の悩みなどの相談にのり、適切な指導助言

を行う体制を整備している。 
（7） 学習成果の獲得に向けて、通信による教育を行う学科・専攻課程の場合に

は、添削等による指導の学習支援の体制を整備している。 
（8） 学習成果の獲得に向けて、進度の速い学生や優秀な学生に対する学習上の配

慮や学習支援を行っている。 
（9） 必要に応じて学習成果の獲得に向けて、留学生の受入れ及び留学生の派遣

（長期・短期）を行っている。 
（10） 学習成果の獲得状況の量的・質的データに基づき学習支援方策を点検してい

る。 
 

＜区分 基準Ⅱ-B-2 の現状＞ 

入学手続者全員に、入学までに授業や学生生活についての情報についての文書を配

布するほか、受験区分ごとに入学前教育の一環として学習課題の提示、情報の提供な

どを行っている（備付-68）。入学後は１週間程度時間をとり、学習・学生生活のための

オリエンテーションを行っている（備付-69）。このオリエンテーションで学生便覧・履

修の手引きなどの配布・閲覧・説明を行い、学習成果の獲得に向けて学習の動機づけに

焦点を合わせた学習の方法（一部は「基礎ゼミ」内で行う）や科目選択のためのガイダ

ンス等を行っている（備付-69）。 
 基礎学力が不足する学生に対しては、「教養演習Ⅰ・Ⅱ（人間総合学科）」、「教養Ⅰ・

Ⅱ（幼児教育学科）」の授業においてプレイスメントテストを実施し習熟度別クラス編

成（備付-83）を行うほか、アドバイザー制度（提出-3 p.101）や学内独自の相談体制

（提出-3 p.66）（学内教員が担当する学生相談体制に加えて、直接学内の教育評価に携

わらない専門家によって運営されるキャンパスライフサポートなど）など学習上の悩

みなどの相談にのり、適切な指導助言を行う体制を整備している。一方で、進度の速い

学生や優秀な学生に対する学習上の配慮や学習支援については、GPA 制度と CAP 制

が全面実施されたことにより、優れた学業成績を修めた学生は同一学期内でほかの学

生よりも多くの単位取得が可能（提出-3 p.93-95）となるように配慮している。なお、

本学には通信による教育を行う学科はない。 
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 本学では人間総合学科・人間総合コースで留学生の受け入れ用のカリキュラムを用

意してはいるが、直近 10 年ほどは実際の留学生の入学者はいない。一方、本学から海

外への留学生派遣については、人間総合学科の前身の国際文化学科時代である 2000 年

代初頭に短期留学派遣制度を整備し、以降ほぼ毎年複数人の学生を姉妹校である米国

ワシントン州のグリーン・リバー・カレッジに派遣している。留学派遣生は本学から奨

学金として留学費用の一部補助を受け、姉妹校の留学生向けの英語集中プログラムに

在籍し、留学先での履修科目を本学の開講科目に読み替えて卒業単位とすることがで

きるようになっている。こうした仕組みにより、１年次での６ケ月留学を主とし、２年

次での３ケ月留学も可能としている。留学派遣生には留学前後から卒業後までを通し

て本学の「顔」として活躍してもらうために綿密な事前・事後指導を行い、学生のロー

ル・モデルとして十分な結果を残している。留学派遣生は、英語運用能力の向上を果た

すことはもちろん、研修内容を日本語および英語のウェブページのレポートとして公

開するほか、オープンキャンパス等の広報活動でも活躍し、卒業後も様々な職種で活

躍している。なお、半年に及ぶ留学派遣が経済的・心理的に難しいという学生のために

は、留学派遣先の近隣地域への３週間の語学研修（ホームステイ）が授業科目として人

間総合学科に用意してあり、毎年５～10 人程度が参加している。同研修に参加した学

生も留学派遣生同様、学生のロール・モデルとして活躍している。 
 こうした履修状況・学習成果の情報については学生カルテ上に情報を集約し（備付-
53）、GPA 制度、CAP 制度が全面実施されたことにより、学習成果の達成度合に応じ

て（たとえば、GPA が 2.0 未満などの基準以下の学生に対してはアドバイザー教員か

らの個別履修指導を行うなど）履修プランを提案することが可能になるなど、質的・量

的データに基づき学習支援方策を点検している。 
 以上の取り組みが、学習成果の獲得に向けて学習支援についての本学の組織的活動

である。  

 

［区分 基準Ⅱ -B-3 学習成果の獲得に向けて学生の生活支援を組織的に行ってい

る。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 学生の生活支援のための教職員の組織（学生指導、厚生補導等）を整備して

いる。 
（2） クラブ活動、学園行事、学友会など、学生が主体的に参画する活動が行われ

るよう支援体制を整えている。 
（3） 学生食堂、売店の設置等、学生のキャンパス・アメニティに配慮している。 
（4） 宿舎が必要な学生に支援（学生寮、宿舎のあっせん等）を行っている。 
（5） 通学のための便宜（通学バスの運行、駐輪場・駐車場の設置等）を図ってい

る。 
（6） 奨学金等、学生への経済的支援のための制度を設けている。 
（7） 学生の健康管理、メンタルヘルスケアやカウンセリングの体制を整えてい

る。 
（8） 学生生活に関して学生の意見や要望の聴取に努めている。 
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（9） 留学生が在籍する場合、留学生の学習（日本語教育等）及び生活を支援する

体制を整えている。 
（10） 社会人学生が在籍する場合、社会人学生の学習を支援する体制を整えている。 
（11） 障がい者の受入れのための施設を整備するなど、障がい者への支援体制を整

えている。 
（12） 長期履修生を受入れる体制を整えている。 
（13） 学生の社会的活動（地域活動、地域貢献、ボランティア活動等）に対して積極

的に評価している。 
 

＜区分 基準Ⅱ-B-3 の現状＞ 

学生生活、福利厚生、課外活動など学生支援全般を学生委員会が所掌し、支援体制を

整えている。委員会委員は教員と職員で構成し活動を行っている。一人ひとりの学生

にはアドバイザー規程（提出-3 p.101）に則り、教員が担当する学生との人間的なふれ

あいを深めながら個々の学生の把握につとめ、助言指導を行っている。事務的支援に

ついては学務課が窓口体制を整えている。 
 学生の自主的な活動は、学友会会則（提出-3 p.122）に則り学友会の組織的な活動が

行われるよう支援体制を整えている。学友会は学生会員と専任教職員の特別会員をも

って構成し、特別会員の学生委員会委員が顧問として活動への助言を行っている。ク

ラブ・サークル活動においては新潟青陵大学と合同でクラブ会（提出-3 p.124-125）が

組織運営され活発に活動が行われている。各クラブ・サークルには専任教職員が顧問

となり助言を行っている。 
 新潟青陵大学・青陵大学短期大学部生活協同組合は全国大学生活協同組合連合会の

加盟団体であり、出資者の学生と教職員が共同で学生生活質向上のために店舗運営が

なされている。店舗では書籍や飲食料品販売の他に資格試験申込など多岐にわたるサ

ービスが提供されている。また、学生食堂は 406.61 ㎡ 266 席を設置し、令和元（2019）
年度に一人用席 25 席を増設して多様な学生ニーズに対応した。教室外のフリースペー

スは、学生ホールのほか平成 29（2017）年３月に竣工した新１号館各階に自由に学習

などができるスペース 142 席を設置し、使い易いキャンパス・アメニティスペースの

向上を図っている。一般財団法人短期大学基準協会による短期大学生調査結果（備付-
39）の「空き時間に利用できるスペース」に対し、「満足・やや満足」が 75％と、全国

平均の 43％よりかなり高かった。 
 本学在学生の９割以上が新潟県内出身者のため自宅通学者が多いが、宿舎を必要と

する学生に対しては、大学周辺の優良物件を取扱う不動産業者リストを提供するとと

もに、指定学生寮（備付-84）を用意し、ホームページ、大学パンフレット等で周知し

ている。過去３年間の指定学生寮入寮者は、平成 29（2017）年度２人、平成 30（2018）
年度８人、令和元（2019）年度 16 人であった。 
 本学は、最寄り駅 JR 白山駅から徒歩 15 分程度の立地にあり、JR 新潟駅からの路

線バスの停留所が大学前にある。新潟駅とのバスについては、学生の登下校時には約

10 分間隔で運行が行われているほか、平成 29（2017）年度から、朝の登校時に合わせ

て白山駅前から本学までのバスが３本運行されるようになり、利便性が向上した。ま
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た、キャンパス内に十分な駐輪場（約 300 台）を設置しているが、学生通学用の自家

用車駐車場はキャンパス敷地の事情から用意していない。ただし、怪我をするなど特

別な事情がある学生については駐車許可を出すことで配慮を行っている。 
 学生の経済的支援については、日本学生支援機構、新潟県奨学金、新潟市奨学金等の

奨学金の斡旋を行っているほか、本学独自制度として学業優秀奨学金（入学試験成績

優秀者対象）、親子奨学金、兄弟姉妹奨学金、授業料減免制度（備付-85）運用し、令和

元（2019）年度は学業優秀奨学金４名、親子奨学金 13 名、兄弟姉妹奨学金 31 名、授

業料減免制度 84 名で、総予算 2,859 万円の経済的支援を行った。なお、令和２（2020）
年度に開始される「高等教育の修学支援新制度」の機関要件を満たしている確認がな

された。 
  
表Ⅱ-B-3-①新潟青陵大学短期大学部奨学金実績 

年度 2015 2016 2017 2018 2019 

奨学金制

度 
学科 

人

数 
金額 

（千円） 
人

数 
金額 

（千円） 
人

数 
金額 

（千円） 
人

数 
金額 

（千円） 
人

数 
金額 

（千円） 

学業優秀

奨学金 

人間総合 3 600 2 360 3 600 3 360 2 360 

幼児教育 3 600 3 600 3 600 2 360 2 360 

親子奨学

金 

人間総合 7 840 12 1,440 9 1,080 5 600 9 1,080 

幼児教育 5 600 6 720 5 600 8 960 4 480 

兄弟姉妹

奨学金 

人間総合 20 5,760 19 5,000 18 4,500 25 7,200 24 6,400 

幼児教育 2 480 5 1,200 3 920 6 1,640 7 1,640 

  合 計 40 8,880 47 9,320 41 8,300 49 11,120 48 10,320 

 
 

年度 2015 2016 2017 2018 2019 

授業料減

免制度 
学科 

人

数 
金額 

（千円） 
人

数 
金額 

（千円） 
人

数 
金額 

（千円） 
人

数 
金額 

（千円） 
人

数 
金額 

（千円） 

経済的困

窮者対象 

人間総合 56 16,240 63 17,980 53 15,370 48 13,775 43 12,470 

幼児教育 24 6,960 28 7,975 29 8,410 24 6,815 17 4,930 
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遠方居住

者対象 

人間総合 - - - - - - 9 2,610 11 3,190 

幼児教育 - - - - - - 3 870 11 3,045 

一般入試

受験者対

象 

人間総合 5 2,900 5 2,900 - - - - - - 

幼児教育 1 580 1 580 - - - - - - 

特 待 生

（学業優

秀） 

人間総合 - - 3 840 7 2,030 4 2,320 1 580 

幼児教育 - - 1 580 1 580 0 0 0 0 

特 待 生

（クラブ

活動） 

人間総合 - - - - - - - - 1 290 

幼児教育 - - - - - - - - 0 0 

  合 計 86 26,680 
10

1 
30,855 90 26,390 88 26,390 84 24,505 

 
 また、健康管理センター内に保健室（備付-規程集 238）、学生相談室（備付-規程集

240）、キャンパスライフサポート室(備付-86)（備付-規程集 239）を設置し、健康管理

委員会、各アドバイザーと連携しながら学生の健康管理、メンタルヘルスケアやカウ

ンセリングのための体制を整備している。なお、学生相談室では、学内担当教員が単に

アドバイスをするよりも、本人の困っていることや希望をじっくりと聞き、問題を整

理することによって、本人が自分なりの解決方法を得やすいように支援している。キ

ャンパスライフサポート室は学生にとってより気軽に訪れることができる相談窓口と

して設置し、学生それぞれのニーズを評定に応じた「アセスメントと対応」を行って判

断し、①学生相談室での継続的な面接、②健康管理室や関係部署への紹介、③アドバイ

ザーや関係教職員との連携・協働による支援等の対応をしている。 
 学生生活に関して学生の意見や要望を聴取するために実施したアンケート（学生満

足度調査）（備付 -65）に基づく改善策を学生満足度調査回答（備付 -66）として N-
COMPASS にて公表し、学生の授業時間外の居住空間の拡充などのキャンパス・アメ

ニティ改善を行っている。令和元（2019）年後期から、前年度の学生満足度調査で講

義室等の開館時間の延長を望む声が多かったことを受け、「新１号館在館可能時間の延

長（図書館と同じ 21 時までの延長）」と「新１号館自習室の新設」を行った。 
留学生への対応については人間総合学科で留学生特別選抜の制度として整えており、

対応科目も用意してはいるが、過去 10 年程度は受け入れ実績がない。一方で、本学で

は短期留学制度により毎年数名がアメリカ合衆国ワシントン州の姉妹校に語学留学し

ており、その指導にあたっている教員もいることから、いつでも留学生受け入れ可能

な体制ではある。また、社会人学生も在籍していないが、これまでの学生支援体制をも
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とに必要な支援を行える体制となっている。 
 キャンパス内のバリアフリー化は、平成 29（2017）年に取り壊した旧校舎（１・２

号館）では課題であったが、新１号館の完成によりキャンパス内はバリアフリーとな

った。また、障がいをもっている学生への対応として「新潟青陵大学･新潟青陵大学短

期大学部における障がいのある学生支援に関する方針（備付-87）」に基づき、特別な配

慮を求める学生に対するカウンセリングと必要な配慮を行っている。なお、障がいの

ある学生など特別な配慮を必要としている学生に対し、大学側で事前に準備ができる

よう、入学前にアンケートを行うよう制度化している（備付-88）。  
 長期履修生規程（備付-規程集 171）に基づき、長期履修生を受け入れる体制を整え

ている。 
学生の課外活動や社会的活動等で優秀な成績を挙げた学生を対象とした学生表彰制

度（備付-規程集 176）を定め、年１回表彰を行っている。過去３年間の表彰実績は下

表のとおりである。 
 

表Ⅱ-B-3-➁ 学生表彰人数実績 

年度 H29(2017) H30(2018) R1(2019) 

団体（短大生含む） 1 2 1 

短大生個人 1 1 1 

 

 

［区分 基準Ⅱ-B-4 進路支援を行っている。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 就職支援のための教職員の組織を整備し、活動している。 
（2） 就職支援のための施設を整備し、学生の就職支援を行っている。 
（3） 就職のための資格取得、就職試験対策等の支援を行っている。 
（4） 学科・専攻課程ごとに卒業時の就職状況を分析・検討し、その結果を学生の

就職支援に活用している。 
（5） 進学、留学に対する支援を行っている。 

 

＜区分 基準Ⅱ-B-4 の現状＞ 

大学・短大一体とする「キャリア委員会」（備付-89）（備付-規程集 251）を設置し、

一定数の当該委員会構成委員を学内で委嘱し、月１回を基本として定期的に就職・進

路についての情報共有並びに意見交換を行っている（備付-90）。 
 就職支援のための施設としてキャリアサポートステーション（就職支援室）をキャ

リア支援課内に設置し、常勤のキャリアカウンセラーを複数人配置し、学生との相談

窓口としての機能（備付-91）を果たしている。 
 キャリアセンター主導の下、多くの各種資格・就職支援対策講座を開講（備付-92）
し、２年次学生対象としては、キャリアセンター職員との面談を義務付ける（備付-93）
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とともに、各アドバイザーとの面接（備付-94）も行っている。このように、学生とア

ドバイザー、そしてキャリアセンターの三者が連携しての就職活動（備付-95）を始め

とした職業又は社会生活に必要な能力の育成に携わることができるようになっている。 
 進路決定状況について、毎月の教授会において定期報告（備付-96）を行い、全教職

員で状況を共有している。その報告をもとに、１年次の「基礎ゼミ」、２年次の「特別

研究」（人間総合学科）、「保育実践演習」（幼児教育学科）などを通じて、各ゼミ担当教

員から学生に情報提供したり相談に対応したりすることで、就職支援に活用している。 
 進学（四年制大学編入学）、留学に対する支援については、教育課程に専門科目の設

置ならびに専任の教員による指導（備付-97）を徹底している。進学については、特に

人間総合学科では入学当初より希望者向けのガイダンスに係る基礎科目や編入専門科

目（備付-98）を設定し、編入学試験の内容によっては、個別での指導も行っている。

こうした指導により、令和元（2019）年度卒業生では、国立大学１人を含む 15 人の卒

業生が大学に進学（備付-99）した。また、高大連携や編入学等への支援増強のため令

和元（2019）年度から高大連携推進委員会を設置した。一方、留学については、過去

15 年以上にわたり、本学の姉妹校である米国ワシントン州のグリーン・リバー・カレ

ッジの英語集中課程に学生を派遣している。留学希望者については、留学先の職員に

来学してもらってのオリエンテーション（備付-77）をはじめ、効果の高い留学体験の

ための事前・事後指導を実施している。こうした指導のもと、令和元（2019）年度に

は人間総合学科１年生３人が６ヶ月間にわたって留学（備付-78）した。なお、卒業後

（直後ないし数年後）に海外留学を希望する学生についても、希望に応じて適宜指導

を行っている。令和元（2019）年度には、卒業後 10 年を経て海外の大学院に進学を希

望する卒業生に対して、推薦状を書く等の指導にあたった。  
 
表Ⅱ-B-4-① 四年制大学編入学学生数実績 

卒業年度 H27(2015) H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) 

人 間 総 合 学

科 
13 11 13 9  11 

幼 児 教 育 学

科 
1 6 2 4  4 

合計 14 17 15 13  15 

  
表Ⅱ-B-4-➁ 留学派遣学生数実績 

年度 H27(2015) H28(2016) H29(2017) H30(2018) R1(2019) 

人数 4 2 1 3 3 
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＜テーマ 基準Ⅱ-B 学生支援の課題＞ 
授業担当者間の意思疎通 

 授業内容について、授業担当者間の意思の疎通、協力・調整を図っているが、常勤教

員間の意思疎通に比較して非常勤講師との意思疎通が若干弱いきらいがある。非常勤

講師との連携をさらに進め、両者で共通認識を持ち、学生支援体制をさらに高めてい

くことが課題となる。 
 

ICT 教育の充実 

 学習成果の獲得に向けての教育資源の有効活用の点で、ノートパソコンの貸与から

始まる本学の ICT 教育については学生から高い満足度が示されている。一方で、短期

大学生調査によると PC を活用した授業体験が１年次から２年次にかけてかなり減少

しているという結果が得られている。これは、１年次には情報処理演習科目が卒業必

修科目として設定されているのに対して、学期を追うごとに関連科目や PC を活用す

る必要のある授業が減少することによると考えられる。ICT 教育の更なる充実のため

には、２年間を通して PC を活用する必要のある授業内容（授業での PC を活用しての

レポート作成を増やすなど）を考えることが課題となる。 
 

＜テーマ 基準Ⅱ-B 学生支援の特記事項＞ 

新校舎完成に伴う学生支援体制の向上 

 平成 29（2017）年３月の新１号館の完成に伴い、講義室はもちろん学生の自由利用

スペースほかの大幅な設備充実を実現した。旧校舎で学生に指摘されていた空調設備

の不調や自由利用スペースの不足を大幅に改善した。図書館も新１号館に移転し、図

書の貸出が前年度と比較して人間総合学科は 40％、幼児教育学科は 70％増え、入館者

数ついては両学科とも約 3.5 倍増加した。また、令和元（2019）年度の短大生調査で

は、図書館に対する満足度について 80％の学生が「満足」「やや満足」と回答し、全国

平均の 53％を大きく上回った。 
  

学生による授業評価機会の拡充 

 授業評価アンケートを学期末だけでなく、中間にも実施し、該当授業の残り半分で

の授業改善に資するよう改善したことにより、学習成果の獲得向上に貢献することが

できた。特に中間評価では速やかな改善が期待できる項目（教員の声量、発話速度、授

業進度など）についての評価を行ったうえで、15 週の授業の中盤で学生に遅滞なくフ

ィードバックを与えることが可能になり、教員・学生双方に有益な取組となっている。 
 

本学独自の奨学金、授業料減免制度 

 学生の経済的支援として、本学独自制度として学業優秀奨学金（入学試験成績優秀

者対象）、親子奨学金、兄弟姉妹奨学金、授業料減免制度を運用している。授業料減免

制度の対象については適宜見直しを行い、平成 28（2016）年度からは特待生を、平成

30（2018）年度からは遠方居住者を対象にしている。なお、年度当初での申請受付で

あるが、学生の経済的環境の変化には随時対応することとしており、学生が突発的な
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経済的事由により学業を断念しないよう配慮している。 
 

学生の多様性への対応の充実 

 障がいのある学生など特別な配慮を必要とする学生数が増加傾向にあり、入学後の

対応に遅れを生じないように、当該学生に対し入学前に学校側で準備ができるよう、

事前のアンケートを行うよう制度化した。 
 

＜基準Ⅱ 教育課程と学生支援の改善状況・改善計画＞ 
 

(a) 前回の認証（第三者）評価を受けた際に自己点検・評価報告書に記述した行動計

画の実施状況 

前回の行動計画に以下の３点を掲げた。 
 

①授業公開・見学は全学的な取り組みとして定着してきているが、さらに全教員の

共通理解を図り、授業改善の取り組みを強化する必要がある。 
②学生支援については、学生満足度調査、キャリアセンターアンケート、図書館アン

ケート調査を行っているが、各部局の連携の下に調査内容の点検と見直しが必要

である。 
③学生ポートフォリオについては取り組み期間が短く、その検証と改善を行い、さ

らに学生支援のための有効な方法を構築する。 
 
①の授業公開・見学については、引き続き全学的な取り組みを続けている。前回以降

の変更・強化点としては、短期大学部教員は状況を共有する短期大学部の授業につい

ての見学を原則とする点と、近年注目されているアクティブ・ラーニングについての

授業公開・見学を奨励するといった点が挙げられる。 
②の学生支援については、関係部局・委員会においてそれぞれの調査・アンケート内

容の検討を行い、内容の重複等を省いたうえで実施している。調査結果は学科会議や

教授会で報告し、結果についての意見の収集も行っており、前回の評価段階からの改

善を図っている。 
③の学生ポートフォリオについては、学科を中心として実施と見直しを継続してき

た。しかしながら、学生の履修指導・就職活動に直結する内容を盛り込み切れておら

ず、学生・教員ともにポートフォリオを十分に活用することが難しい状況であった。平

成 30（2018）年度に教学支援基幹システムおよび N-COMPASS を更新した際、学生

カルテの内容の充実を行い、活用を始めている。キャリア指導の一環として実施して

いるアドバイザー教員による学生面接や FD 委員会を中心に実施している学生の学習

成果に係る自己評価アンケート結果に係る面談記録も学生カルテに記載するなど、学

生支援に活かす仕組みを構築しつつある。 
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(b) 今回の自己点検・評価の課題についての改善計画 

今回の自己点検・評価の課題は、まずアドミッション・オフィスの機能充実が挙げら

れる。本学は規模が極小さな短期大学であるため、大規模大学並みにアドミッション・

オフィスを整備することは難しいが、限られたマンパワーを現在ある入試広報課内に

適正配置し、アドミッション･オフィス業務をこなせるよう努めたい。同様に入学者受

入れの方針についての外部関係者からの意見聴取を回数・内容ともに従前に増して充

実させ、入学者数の増加に努める。 
 授業内容の面では、まず、常勤教員間はもちろんのこと、非常勤教員を含めた授業担

当者について、本学での教育内容・目標について共通認識を持てるように、意見交換が

できる機会を増やしていくように努める。さらに本学の特色の一つである ICT 教育の

さらなる充実のために、２年間を通じて PC を活用する授業内容の検討について FD 研

修会等を活用して実施していく。 
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【基準Ⅲ 教育資源と財的資源】 

 
［テーマ 基準Ⅲ-A 人的資源］ 
 

＜根拠資料＞ 

提出資料 
3. 2019 年度学生便覧 

 
備付資料 

37. ティーチング・ポートフォリオ作成要領 
38. 新潟青陵大学短期大学部・教員評価の基本方針 
103. 新潟青陵大学短期大学部研究報告（第 50 号） 
106. 専任教員年齢構成表 
111. 平成 29（2017）年度～令和元（2019 年度）SD 活動一覧 
112. 短期大学設置基準に定める必要人数 
113. 社会福祉士介護福祉士学校指定規則に則った教員数 
114. 幼稚園教諭および保育士の教員組織基準 
115. 学園ホームページ：大学総合案内 学生数＆教員数 

http://www.n-seiryo.ac.jp/about/number/#co_002_03 
116. 学園ホームページ：教員紹介 

http://www.n-seiryo.ac.jp/faculty/teachers/ 
117. 新潟大学研究企画推進部（URA）研究トータルパッケージ（RETOP） 
118. 科学研究費補助金・申請者数及び採択数 
119. 新潟青陵大学短期大学部学長教育改革助成金・個人研究加速化助成金資料 
120. 研究倫理とコンプライアンス教育について：2019 年 10 月教授会次第 
121.「研究倫理 e ラーニング」：実施依頼のメール 
122. 火災、その他災害発生時の教職員行動マニュアル等 

 
備付資料-規程集 

7. 学校法人新潟青陵学園組織規程 
181. 新潟青陵大学短期大学組織規程 
188. 新潟青陵大学短期大学部における人を対象とする研究倫理委員会規程 
190. 新潟青陵大学短期大学部における人を対象とする研究倫理指針 
194. 新潟青陵大学短期大学部就業規則 
195. 新潟青陵大学育児休業及び介護休業等に関する規程 
197. 新潟青陵大学短期大学部教員選考に関する規程、教員選考基準 
198. 新潟青陵大学短期大学部特任教授、客員教授及び特任部（課）長に関する規 

程 
200. 新潟青陵大学短期大学部非常勤講師規程 
201. 勤務についての指針 

様式 7－基準Ⅲ 
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202. 新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部無期転換職員就業規則 
203. 新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部教職員倫理規程 
204. 新潟青陵大学・短期大学非常勤職員就業規則 
207. 新潟青陵大学短期大学部給与規程 
211. 新潟青陵大学大学院・新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部定年及び退職

金に関する規程 
212. 新潟青陵大学大学院・新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部教職員の再雇

用に関する規程 
215. 新潟青陵大学短期大学部個人研究費規程 
216. 新潟青陵大学短期大学部個人研究費規程施行細則 
225. 新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部個人研究室規程 
242. 情報セキュリティ基本規程 
243. 情報格付け規程 
259. 新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部 SD 研究会規約 

 

［区分 基準Ⅲ-A-1 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて教員組織

を整備している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 短期大学及び学科・専攻課程の教員組織を編制している。 
（2） 短期大学及び学科・専攻課程の専任教員は短期大学設置基準に定める教員数

を充足している。 
（3） 専任教員の職位は真正な学位、教育実績、研究業績、制作物発表、その他の

経歴等、短期大学設置基準の規定を充足しており、それを公表している。 
（4） 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて専任教員と非常勤教

員（兼任・兼担）を配置している。 
（5） 非常勤教員の採用は、学位、研究業績、その他の経歴等、短期大学設置基準

の規定を遵守している。 
（6） 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて補助教員等を配置し

ている。 
（7） 教員の採用、昇任はその就業規則、選考規程等に基づいて行っている。 

 

＜区分 基準Ⅲ-A-1 の現状＞ 

令和２（2020）年５月１日現在、本学に所属する専任教員数は 31 人（学長を除く）

で、短期大学設置基準に定める必要人数（備付-112）を満たすとともに、各学科、各コ

ースの教育目標を達成し、各種資格の取得を可能とする教育課程編成・実施の方針に

基づいて適切に教員組織を編成している。 
人間総合学科・人間総合コースでは、ビジネスをベースとした各種資格取得を可能と

する教育課程の編成・実施の方針に基づいた教員配置を、また、介護福祉コースにおい

ては、社会福祉士介護福祉士学校指定規則に則った教員数（備付-113）を満たす配置と

なっている。幼児教育学科では、幼稚園教諭二種免許状及び保育士資格が取得できる
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よう、それぞれの基準を満たす教員組織（備付-114）を整備している。 
専任教員の職位は、短大設置基準を基に「新潟青陵大学短期大学部教員選考に関する

規程」（備付-規程集 197）を設け定めている。本学の教員としての資質を、人格、識見、

教授能力、教育・研究・管理運営上の業績、学会ならびに社会における活動および健康

等を総合的に勘案して確認し、各職位については、「教員選考基準」（備付-規程集 197）
の条件（学位、研究業績、特殊な技能等）により採用及び昇任人事を行っている。専任

教員の職位別人数、年齢構成（備付-115）は、ホームページで公表している。 
人間総合学科・人間総合コースでは、教育課程編成・実施の方針に基づき、５つの各

分野に以下の表のように専任教員 16 人を配置している。 
  

表Ⅲ-A-1-①人間総合学科・人間総合コース・分野別専任教員の職位 （単位：人） 

分野 教授  准教授 助教 合計 

ビジネス・会計実務 １ １ (１)＊ ３ 

観光・ブライダル 1 1 1 ３ 

ファッション・インテリア ２ ２   ４ 

フードビジネス １ ２  ３ 

英語コミュニケーション・編入学 １ ２   ３ 

(1)採用予定 
 

また、人間総合学科・介護福祉コースの専任教員は４人（教授２人、准教授１人、助

教１人）で、うち１人は、医療的介護を担当できる教員を配置している。 
幼児教育学科の専任教員は 12 人（教授３人、准教授６人、助教３人）で、幼稚園教

諭二種免許状および保育士資格が取得できるよう、教科に関する科目、教職に関する

科目等が担当できる教員を配置している。 
また、両学科とも、専門分野に精通している非常勤講師を「新潟青陵大学短期大学部

非常勤講師規程」（備付-規程集 200）に則り配置している。非常勤講師の採用は、短期

大学設置基準の規定を遵守し、その授業科目担当に係る研究業績・経験等をもとに決

定している。 
人間総合学科・人間総合コースの「ファッション・インテリア分野」と「フードビジ

ネス分野」では、実験・実習の授業科目があり、それらの科目は、各分野で取得可能と

している資格に係る重要な科目となっていることから、安全性と授業の成果等の観点

から実習助手を２名配置している。また、「英語コミュニケーション・編入学分野」に

特任教員１人を配置し、当該分野所属の学生はもちろん、全学の編入学希望の学生も

対象とした支援を行っている。介護福祉コースでは、学外の施設での介護実習を支援

するため、実習助手１人を配置し、実習先との調整や学生のサポートを行っている。 



新潟青陵大学短期大学部 

72 

幼児教育学科では、教育課程の中で幼稚園教育実習と保育実習が大きな位置づけと

なっているが、学生たちは期待だけでなく不安な気持ちも抱きながら実習に向かうこ

とから、事前・事後も含めた実習指導体制を強化すべく、実習担当の専任教員１人のほ

か、特任助教２人と実習助手１人を配置している。 
専任教員の定年退職や転出に伴う教員採用に当たっては、教育課程編成・実施の方針

を確認し、就業規則（備付-規程集 194）、教員選考基準（備付-規程集 197）に基づ

き公募を行い、業績等の審査と面接による選考を行っている。また、専任教員の昇

任に際しては、平成 28（2016）年度に定めた「新潟青陵大学短期大学部・教員評価

の基本方針」（備付-38）にある評価項目（教育、研究、社会貢献、大学の管理・運営）

に係る諸活動の評価結果を参考に、「教員選考基準」（備付-規程集 197）の昇任の条

件を満たした者から学科長が学長に推薦し、教員選考委員会での議を経、学長によ

って理事長に発令の申請が行われる。また、結果は教授会に報告することとなって

いる。 

 

［区分 基準Ⅲ-A-2 専任教員は、学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づ

いて教育研究活動を行っている。］ 

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］ 
（1） 専任教員の研究活動（論文発表、学会活動、国際会議出席等、その他）は学

科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて成果をあげている。 
（2） 専任教員個々人の研究活動の状況を公開している。 
（3） 専任教員は、科学研究費補助金、外部研究費等を獲得している。 
（4） 専任教員の研究活動に関する規程を整備している。 
（5） 専任教員の研究倫理を遵守するための取り組みを定期的に行っている。 
（6） 専任教員の研究成果を発表する機会（研究紀要の発行等）を確保している。 
（7） 専任教員が研究を行う研究室を整備している。 
（8） 専任教員の研究、研修等を行う時間を確保している。 
（9） 専任教員の留学、海外派遣、国際会議出席等に関する規程を整備している。 
（10） FD 活動に関する規程を整備し、適切に実施している。 

 ① 教員は、FD 活動を通して授業・教育方法の改善を行っている。 
（11） 専任教員は、学生の学習成果の獲得が向上するよう学内の関係部署と連携し

ている。 
 

＜区分 基準Ⅲ-A-2 の現状＞ 

専任教員は、学科の教育課程編成・実施の方針に基づき研究活動を行っている。個々

の専門領域の研究及び授業改善をテーマとした研究、技術系分野（芸術系、音楽系、体

育系）における製作・展示会への出品や演技・コンサートなどの発表会などに取り組ん

でおり、その成果を毎年発行している「新潟青陵大学短期大学部研究報告」（備付-103）
に掲載している。 
 また、専任教員の研究活動の成果は、ホームページの「教員紹介」（備付-116）で公

開しているが、各教員が所属する所属学会での論文発表等で公表するほか、毎年発行
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している「新潟青陵大学短期大学部研究報告」（備付-103）の最後に、当該年度の「研

究・業績一覧」を掲載し、専任教員全員の研究活動が把握できるようにしている。 
 
 表Ⅲ-A-2-① 令和元（2019）年度 研究・業績一覧 

研究  社会貢献  

短大

研究

報告  

著書  論文

（短大

研究報

告以

外）  

学会

発表  
製

作・

発表  

その

他  
公開講

座、講演

会・講習

会・セミ

ナー・研

修会の講

師等  

国・他県・

県内自治体

の委員や役

員  

その他  

19 5 5 10 16 0 106 27 22 

 
 研究活動を推進するため、科学研究費補助金や他の団体からの研究助成について周

知に努めている。科学研究費補助金については、学内での説明会のほか、平成 30（2018）
年度から新潟大学研究企画推進部（URA）研究トータルパッケージ（RETOP）（備付-
117）に参加し、情報の共有・周知に努めているが、申請者数及び採択数（備付-118）
が少ないのが現状である。このような状況を勘案し、学長裁量経費「新潟青陵大学短期

大学部学長教育改革助成金」を昭和 30（2018）年度に、そして令和元（2019）年度か

ら、「新潟青陵大学短期大学部学長教育改革助成金・個人研究加速化助成金」（備付-119）
として研究の推進をしている。令和元（2019）年度の個人研究加速化助成金への申請

は１件だけであったが、今後の科学研究費応募につなげたいと考えている。 
 本学では授業を進めるにあたっての必要な消耗品等は、事前に校費としての申請を

行い、各学科で協議、最終的に学長による決済で施行されている。したがって専任教員

の個人研究費（一般研究費＋研究旅費）は、「新潟青陵大学短期大学部個人研究費規程」

（備付-規程集 215）および「新潟青陵大学短期大学部個人研究費規程施行細則」（備付

-規程集 216）により、各自の日常的な研究活動の推進に当てられ、研究活動の推進を

図っている。 
また、研究倫理を遵守するため「研究倫理とコンプライアンスに関する説明」（備付

-120）を毎年 10 月教授会の中で実施し、専任教員全員が聴取し、対応している。令和

元（2019）年 12 月には「研究倫理 e ラーニング」（備付-121）の受講を進め、ほぼ全

員が受講した。また、人を対象とする研究を進める際には、「新潟青陵大学短期大学部

における人を対象とする研究倫理審査委員会規程」（備付-規程集 188）のもと、「新潟

青陵大学短期大学部における人を対象とする研究倫理指針」（備付-規程集 190）に則り、

提出された研究計画書等の審査を行っている。 
 専任教員がそれぞれの研究成果を学会発表、学会誌での論文発表等を行うほか、本

学の研究紀要である毎年発行の「新潟青陵大学短期大学部研究報告」（備付-103）にも

発表する機会を確保している。過去３年間の発表題数は、平成 29（2017）年度：19 件、
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平成 30（2018）年度：15 件、令和元（2019）年度：19 件であった。 
 専任教員のための研究室は、「新潟青陵大学・新潟青陵短期大学部 個人研究室規程」

（備付-規程集 225）により、准教授以上は個人研究室を、助手・助教は共同研究室を

使用し、教育研究の拠点としている。また、「勤務についての指針」（備付-規程集 201）
により、週５日の勤務日のうち１日を自宅（学外）研修に充てることができることと

し、研究の推進のための研修時間を確保している。 
専任教員の留学、海外派遣、国際会議出席等に関する規程は未整備であるが、国際会

議に出席しやすいよう、令和元（2019）年度から研究旅費の弾力的な使用ができるよ

う個人研究費規程（備付-規程集 215）の改定を行った。 
 FD 委員会では、毎月定例の会議と FD 研修会を実施している。授業公開・見学につ

いては大学との合同で実施しているほか、FD 研修会を下表のようなテーマで実施して

きている。特に、大学教育の質的転換に向けた動向、アクティブ・ラーニングに有益な

ツールの研修、 学修成果の可視化等をとりあげ、教員の授業、教育方法の改善を行っ

ている。 
  さらに、専任教員は、平成 30（2018）年度からティーチング・ポートフォリオ（備

付-37）を作成し、教育の成果を検証し、授業改善に取り組んでいる。 
アドバイザー制度（提出-3 p.101）を設け、学生の履修状況を把握しながら学生生

活全般について相談・助言を行っている。学習成果の獲得については、特に学務課との

連携のほか、学科会議でも情報共有し、学習成果の獲得が向上するよう連携を密にし

ている。 
 
表Ⅲ-A-2-➁  FD 研修会テーマ一覧 

年度 開催日 テーマ 

平成 29（2017）
年度 

第 1 回 7 月 20 日 学生が能動的に学ぶためには～アクテ

ィブ講義室の利用を通して～ 

第 2 回 11 月 15 日 第 1 回 FD 研修会結果を受けて 

第 3 回 12 月 12 日 学校等で不適応になっている青年期学

生たちへの支援（大学と共催） 

第 4 回 1 月 25 日 学士力に沿ったシラバスの作成 

平成 30（2018）
年度 

第 1 回 9 月 6 日 アセスメント・ポリシーと科目レベルで

の検証について 

第 2 回 10 月 11 日 授業改善を考える～学生 FD を通して 

第 3 回 12 月 13 日 ティーチング・ポートフォリオの作成に

向けて 
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 第 4 回 1 月 24 日 第 1 部：シラバス作成ガイドラインに

沿ったシラバス作成 
第 2 部：「能動的学習の教員研修リーダ

ー養成講座」報告 

第 5 回 3 月 7 日 電子教科書説明会 
（大学、情報推進課委員会と共催） 

令和元（2019）年
度 
  
  
  

第 1 回 5 月 30 日 学習成果可視化への取組について（研修

会報告） 
（大学と共催） 

第 2 回 9 月 26 日 ・アセスメント・ポリシーを踏まえた成

績評価について 
・学生 FD からの意見をどのようにフィ

ードバックするか 

 第 3 回  12 月 11 日  学修成果の可視化 
（大学 FD 委員会と共催） 

 第 4 回  1 月 23 日  ・「能動的学修の教員リーダー養成講

座」の報告 
・シラバス作成ガイドラインに沿った

シラバス作成 

  
 

［区分 基準Ⅲ -A-3 学生の学習成果の獲得が向上するよう事務組織を整備してい

る。］ 

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］ 
（1） 事務組織の責任体制が明確である。 
（2） 事務職員は、事務をつかさどる専門的な職能を有している。 
（3） 事務職員の能力や適性を十分に発揮できる環境を整えている。 
（4） 事務関係諸規程を整備している。 
（5） 事務部署に事務室、情報機器、備品等を整備している。 
（6） 防災対策、情報セキュリティ対策を講じている。 
（7） SD 活動に関する規程を整備し、適切に実施している。 

 ① 事務職員（専門的職員等を含む）は、SD 活動を通じて職務を充実させ、

教育研究活動等の支援を図っている。 
（8） 日常的に業務の見直しや事務処理の点検・評価を行い、改善している。 
（9） 事務職員は、学生の学習成果の獲得が向上するよう教員や関係部署と連携し

ている。 
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＜区分 基準Ⅲ-A-3 の現状＞ 

学校法人新潟青陵学園組織規程（備付-規程集 7）、新潟青陵大学短期大学組織規程

（備付-規程集 181）により、法人本部ならびに短期大学部事務部内の部門担当責任者

を明確にしており、担当業務についても、各部門の役割・責務を上記規程において明確

にしている。 
 会計経理事務職員や司書・キャリアカウンセラー資格取得者等、専門的な職能を有

する人材を各部署に配置している。各職員は担当業務遂行のための知識の習得に努め、

業務を支障なく遂行しており、事務をつかさどる専門的な職能を有しているものと評

価している。また、学外での研修に参加し、研鑽に努めている。 
職員の配置については、個々の能力や適性を考慮した上で、担当部署に配属してい

る。また、適宜、人事異動を行い、能力や適性を十分発揮できるよう努めている。 
 職員の業務上の根拠となる事務関係諸規程には、学校法人新潟青陵学園組織規程（備

付-規程集 7）、新潟青陵大学短期大学組織規程（備付-規程集 181）があり、規程は業務

遂行の上で不足なく整備している。 
事務室、情報機器などハード面における環境の整備を計画的に実施しており、令和元

（2019）年度には、全教職員の研究室用パーソナルコンピュータの更新と共有プリン

ターの更新を行うなど、環境の整備を進めている。 
情報セキュリティについては、専門部署である「コンピューターシステムセンター

（CSC)」においてコンピュータの脆弱性やその対処方法、システムの更新などに関す

る情報提供を行っているほか、ネットワークについては、ファイアーウォールを導入

しており、外部からの不正アクセスに備えている。学内ネットワークにアクセスする

コンピュータについては、本学が指定するウイルスソフトのインストールを義務付け

るなど対策を講じている。OS やソフトウェアについては、サポート期限が有効なバー

ジョンを使用し、必要に応じてバージョンアップを行っている。また、情報セキュリテ

ィ基本規程（備付-規程集 242）、情報格付け規程（備付-規程集 243）を整備し、教職員

の情報管理を徹底している。 
防災対策に関しては、「火災、その他災害発生時の教職員行動マニュアル等」（備付-

122）を整備し、法令に基づく消防用設備等の点検整備、全教職員及び学生が参加する

避難訓練、教職員対象の救急法講習等が適切に実施している。 
SD 活動では、職員が自主的に研究会を組織し、研修・情報共有に取り組むことに加

え、東京造形大学や新潟市内の連携大学と継続的な交流・合同研修等に積極的に取り

組んでいる。（備付-111）（備付-規程集 259）令和元（2019）年には、新たに、連携協

定を締結している中部学院大学短期大学部事務職員との SD を実施した。職員の自主

的な SD 活動企画の支援のための企画募集・予算付与等も行っている。また、個人の活

動も毎年点検・評価するとともに、教育支援のための各種施策、個人の能力開発・資質

向上のための研修等、事務職員の職業的能力の専門性向上に努めている。また、SD の

義務化に伴い、全教職員を対象とした研修会を平成 31（2019）年３月に実施している

（備付-111）。 
日常的な業務の見直しや事務処理の点検・評価については、隔週で開催している主幹

以上ミーティングで意見交換を行い、業務の改善・効率化に努めている。 
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学習成果の獲得を向上させるため、学内の各委員会に事務職員が委員として参加し職

員の立場からの意見を述べ、教育活動に反映させることができる組織体制を構築して

いる。学生支援に必要な情報を共有できるポータルサイト（N-COMPASS）を運用する

ことで、教職員は学生カルテや各学生の出欠状況・成績・希望資格等を随時確認し、ア

ドバイザー教員と連携し、学生支援に活用している。 

 

［区分 基準Ⅲ-A-4 労働基準法等の労働関係法令を遵守し、人事・労務管理を適切に

行っている。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 教職員の就業に関する諸規程を整備している。 
（2） 教職員の就業に関する諸規程を教職員に周知している。 
（3） 教職員の就業を諸規程に基づいて適正に管理している。 

 

＜区分 基準Ⅲ-A-4 の現状＞ 

教職員の就業に関する諸規程については、労働基準法 89 条に基づき、新潟青陵大

学短期大学部就業規則（備付-規程集 194）をはじめ、下記の規程等を整備している。 
・新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部教職員倫理規程（備付-規程集 203） 
・新潟青陵大学・短期大学非常勤職員就業規則（備付-規程集 204） 
・新潟青陵大学短期大学部育児休業及び介護休業等に関する規程（備付-規程集 195） 
・新潟青陵大学短期大学部教員選考に関する規程（備付-規程集 197） 
・新潟青陵大学短期大学部特任教授、客員教授及び特任部（課）長に関する規程（備

付-規程集 198） 
・新潟青陵大学短期大学部非常勤講師規程（備付-規程集 200） 
・勤務についての指針（備付-規程集 201） 
・新潟青陵大学短期大学部給与規程（備付-規程集 207） 
・新潟青陵大学大学院・新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部定年及び退職金に関

する規程（備付-規程集 211） 
・新潟青陵大学大学院・新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部教職員の再雇用に関

する規程（備付-規程集 212） 
・新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部無期転換職員就業規則（備付-規程集 202） 
前述の諸規程については、規則集として全教職員が学内 LAN で閲覧することができ

る。また、各棟の事務室には規則集を常時備え付けており、いつでも閲覧可能である。

なお、規程の改廃については、そのつど教授会で報告するとともに、必要に応じて学内

メール等で教職員への周知を図っている。新規入職者への就業に関する諸規程の周知

は、入職時オリエンテーション及び規則集の事前配布等により行っている。 
教職員の就業については、新潟青陵大学短期大学部就業規則（備付-規程集 194）を

はじめ関連規程に基づき、教職員の出勤、勤務時間、休暇、休退職等の服務に関する事

項について出退勤システムによる出退勤時間管理・学内ワークフローシステムによる

休暇願等のオンライン申請体制等を整えて適正に管理している。なお、専任教員（助手

を除く）は、平成 19（2009）年度より専門業務型裁量労働制により勤務している。 
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＜テーマ 基準Ⅲ-A 人的資源の課題＞ 

専任教員は、教育改善、学生指導に熱心に取り組んでいるが、研究活動における外部

資金への申請が少ない状況が続いている。研究活動推進のため令和元（2019）年度か

ら「新潟青陵大学短期大学部学長教育改革助成金・個人研究加速化助成金」制度を導入

したところ、これまで外部資金への申請がなかった教員からの申請がされるようにな

ったが、今後、研究活動の更なる推進が必要である。 
教職員を対象にした大学運営・学校経営等についての SD を通じ教職員の経営への

理解と参画意識を高める必要がある。 
 職員については、教員との協働のための専門人材養成のため、制度の実質化を図っ

ていく必要がある。 
 

＜テーマ 基準Ⅲ-A 人的資源の特記事項＞ 
特になし。 
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［テーマ 基準Ⅲ-B 物的資源］ 

 

＜根拠資料＞ 

備付資料 
122. 火災、その他災害発生時の教職員行動マニュアル等 
123. 校地面積・校舎面積 
124. SEIRYO LIBRARY GUIDE BOOK 
125. 日本私立大学学校振興・厚生事業団「月報私学」2018 年 4 月（Vol.244）号 
126. 災害発生時対策マニュアル要綱 
127. 省エネ・地球環境保全に関する提言 

 
備付資料-規程集 

7. 学校法人新潟青陵学園組織規程 
28. 新潟青陵学園経理規程 
29. 新潟青陵学園固定資産管理規程 
235. 新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部図書館における資料の除籍及び廃棄

に関する要領 
242. 情報セキュリティ基本規程 
243. 情報格付け規程 

 

［区分 基準Ⅲ-B-1 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて校地、校

舎、施設設備、その他の物的資源を整備、活用している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 校地の面積は短期大学設置基準の規定を充足している。 
（2） 適切な面積の運動場を有している。 
（3） 校舎の面積は短期大学設置基準の規定を充足している。 
（4） 校地と校舎は障がい者に対応している。 
（5） 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて授業を行う講義室、

演習室、実験・実習室を用意している。 
（6） 通信による教育を行う学科・専攻課程を開設している場合には、添削等によ

る指導、印刷教材等の保管・発送のための施設が整備されている。 
（7） 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて授業を行うための機

器・備品を整備している。 
（8） 適切な面積の図書館又は学習資源センター等を有している。 
（9） 図書館又は学習資源センター等の蔵書数、学術雑誌数、AV 資料数及び座席

数等が適切である。 
 ① 購入図書選定システムや廃棄システムが確立している。 
 ② 図書館又は学習資源センター等に参考図書、関連図書を整備している。 
（10） 適切な面積の体育館を有している。 
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＜区分 基準Ⅲ-B-1 の現状＞ 

新潟青陵大学短期大学部は、新潟青陵大学と同じキャンパスにあり、校地は新潟青

陵大学と共用している。キャンパスは、水道町キャンパス（中心校地）と立仏キャンパ

ス（屋外運動場）の２カ所あり、校地面積・校舎面積（備付-123）とも短期大学設置基

準を充足している。 
 運動施設は、体育館、６号館１階、体育関連の授業に体育実技室、屋外テニスコート

３面（現在はキャンパス再整備工事により閉鎖中）及び立仏キャンパスに屋外運動場

（野球場）を用意している。これらの施設は体育関連の授業及びクラブ活動などに対

応できる面積となっている。 
 現在、［①学生が主体的に学ぶ環境整備、②快適で安全・安心な施設、③風致地区に

ふさわしく市民に開かれたキャンパス］のコンセプトのもと、水道町キャンパスの再

整備を行っており、平成 29（2017）年には短大開設時に建築された１・２号館を合築

し、新１号館が竣工、キャンパス内の耐震化とバリアフリー化がおおむね完了した。 
主要な建物は新１号館・３～６号館の５棟で、全館冷暖房を完備している。校舎には、

学科共通で使用する一般講義室や PC 教室等の他、各学科の教育課程編成・実施の方

針に基づいて授業を行う実習室、実験室、演習室等を用意している。また、保育士・介

護福祉士・衣料管理士等、本学で取得可能な資格に係る基準要件を満たしている。新１

号館２階には学生のアクティブ・ラーニングに特化した教室を３室、また、同階にある

プレゼンサークル（フリースペース）及び図書館ラーニング・コモンズにも組み合わせ

自由なアクティブ・ラーニング対応の机といすや可動式の小型ホワイトボードを複数

設置し、ディスカッション等を行いやすい環境を整えている。 
なお、通信による教育を行う学科・専攻課程は有していない。 
本学では、教育課程編成・実施の方針に基づき、入学と同時に全学生にノートパソコ

ンを貸与している。そのため、講義室は勿論、校舎内で無線 LAN によりネットワーク

接続ができるほか、各学科の教育課程に基づいて授業を行うための AV 機器、備品等を

設置している。学生は情報処理演習科目だけでなく様々な授業科目でノートパソコン

を活用し、ITC スキルの養成を図っており、卒業後の就職先での業務にも十分に対応

できている。 
併設の新潟青陵大学と共用の図書館は、新１号館の１・２階に設置され、十分な面積

と席数、蔵書数を備えている。図書館の入館口は、学生玄関を入ってすぐ横にあり、こ

れにより、校舎への出入の時に学びを強く意識づけられるとともに、講義室と近接し

ていることで、以前より気軽に図書館を利用できる環境が整えられた。（備付-124、備

付-125）図書館の２階のエリアには前述のラーニング・コモンズを併設し、図書館機能

と自主的な学びの有機的な結合を図っている。また、図書館やコンピュータ・ヘルプデ

スクのスタッフが、資料の検索や全員に配付されたノートパソコン等について、それ

ぞれサポートを行うカウンターを設けるなど、学習支援体制も整えている。こうした

整備により、図書館の利用者数が大きく伸びた。さらに、短期大学基準協会による短大

生調査結果でも「図書館の施設やサービスに対する満足度」は、「満足」と「やや満足」

が 80％であり、全国平均の 50％よりかなり高い結果を示した。 
図書の選定は、シラバスに掲載されているテキストや参考書、教員から推薦される資
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料を購入するだけでなく、学科別に担当を決めて図書館職員が学習に必要な資料を積

極的に選書して図書館の蔵書を構築している。図書の廃棄については、「新潟青陵大学・

新潟青陵大学短期大学部図書館における資料の除籍及び廃棄に関する要領」（備付-規
程集 235）に基づき毎年、複本、内容の古い本を順次チェックして実施している。 
図書館の開架エリアは、通常の図書分類法による配架とは異なり、大学・短期大学部の

専門分野別に区切られ、それぞれに授業関連の図書コーナーを設けるなど、学習に必

要な資料が探しやすいような工夫や、学術図書を集密書架と個室学習室を配したスペ

ースを設けるなど、エリアにより学びの深さを変える工夫を行っている。また、キャリ

ア支援に関する図書は、学生のキャリア教育と就職支援を担当するキャリアセンター

に配置するなど、学生が利用しやすい配慮を行っている。 

 

［区分 基準Ⅲ-B-2 施設設備の維持管理を適切に行っている。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 固定資産管理規程、消耗品及び貯蔵品管理規程等を、財務諸規程に含め整備

している。 
（2） 諸規程に従い施設設備、物品（消耗品、貯蔵品等）を維持管理している。 
（3） 火災・地震対策、防犯対策のための諸規則を整備している。 
（4） 火災・地震対策、防犯対策のための定期的な点検・訓練を行っている。 
（5） コンピュータシステムのセキュリティ対策を行っている。 
（6） 省エネルギー・省資源対策、その他地球環境保全の配慮がなされている。 

 

＜区分 基準Ⅲ-B-2 の現状＞ 

施設設備・物品管理については、「新潟青陵学園経理規程」（備付-規程集 28）、「新潟

青陵学園固定資産管理規程」（備付-規程集 29）に基づいた処理を適切に行っている。 
施設設備の維持管理は、学校法人新潟青陵学園組織規程（備付-規程集 7）に基づき、

事務局財務課が担当し、修繕・維持・管理の発注等を行っている。日常的な施設設備の

維持管理は、用務職員が点検・軽微な補修等を行っている。また、館内は清掃職員が毎

日清掃し、館内を清潔に保っている。給水設備・消防設備等の巡回点検、空調設備・昇

降機設備等の設備機器定期点検業務や環境衛生管理業務及び特殊建築物定期調査など

は外部の事業者に業務委託している。教室設備の AV 機器や什器は、学務課が担当し、

定期的に点検を行い、必要な保守・機器の更新を行っている。情報処理、ネットワーク

関係の保守・管理にあってはコンピューターシステムセンター（CSC）の専門職員が担

当し、必要に応じて外部事業者との連携をとっている。さらに図書情報の保守・管理に

あっては、図書館職員がこれを担当し、外部事業者と連携をとり､操作及び運用並びに

障害発生時の出張サービスに関する支援を得ている。これらにより、施設設備を適切

に管理している。 
防災対策については、災害発生時対策マニュアル要綱（備付-126）に基づき「火災・

その他災害発生時の教職員行動マニュアル等」（備付-122）を毎年作成、新潟青陵大学

短期大学部消防計画に基づき自衛消防隊を編成し、定期的に全教職員及び学生が参加

する避難訓練を実施し、防災に対する意識の高揚を図っている。避難訓練は、平成 24
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（2012）年度より火災とともに地震をも想定した避難訓練としたが、海岸部に近いキ

ャンパスであり、平成 29（2017）年に新潟市の津波ハザードマップが更新され、浸水

想定が上方修正されたことから、津波への対応訓練も検討が必要である。防火設備に

ついては、消防法に基づく点検を外部委託業者に委託している。また、心室細動時等の

救急救命活動に有効とされる自動体外式除細動器(AED)を学内に設置し、教職員を対

象として使用方法を含めた救急法についての講習を実施している。 
夜間・休日の警備は警備会社に管理を委託しており、教職員証による入退館システム

も導入している。火災の発生や校舎への侵入者がある場合は、発火地点や侵入箇所の

確認と警察との連携体制をとっていることに加え、警備職員を配置し、定期的に巡回

も行って万全を期している。また、学生には、鍵付のロッカーを全員に貸与しているほ

か、体育館・体育実技室には、ダイヤルロック式の貴重品ロッカーを設置している。 
情報セキュリティ対策として、情報セキュリティ基本規程（備付-規程集 242）、情報

格付け規程（備付-規程集 243）を、個人情報については学校法人新潟青陵個人情報保

護に関する規程、学校法人新潟青陵学園プライバシーポリシーを整備し、情報保護に

努めている。コンピューター情報セキュリティ対策はコンピューターシステムセンタ

ー（CSC）を中心に対策を講じている。教職員及び学生には個人別パスワードを付与

し、ファイアーウォールや本学指定ウイルスソフト（自動アップデート）がインストー

ルされていないコンピュータの使用制限、アクセス権限の設定等により外部からの不

正侵入を防いでいる。学内サーバーは定期的にバックアップし、緊急時における迅速

なシステム復旧が可能な体制をとっている。 
省エネルギー対策については、平成 19（2007）年度に事務職員によりタスクフォー

スを組織し、平成 20（2008）年１月に CO2 削減に向けた省エネ・地球環境保全に関

する提言（備付-127）をまとめた。現在の本学の省エネルギー・省資源対策はこの提言

をベースに実施している。 
さらに、使用電力量の低減については、平成 23（2011）年度よりデマンド監視装置を

設置するとともに、校舎を事務各課で分担して管理し、冷暖房や照明の適切な使用に

努めている。また、これらの対策は学内構成員の大部分を占める学生の協力が不可欠

であるため、毎年新入学生に対しオリエンテーションにて提言の趣旨説明と協力を依

頼している。東日本大震災以降は、教育研究に支障をきたさない範囲での照明の間引

きの実施、空調や照明のこまめな管理等が学生の協力もあり、さらに徹底した。 
 
＜テーマ 基準Ⅲ-B 物的資源の課題＞ 
キャンパス再整備計画が途上であり、新築校舎と既存校舎との接続、外構の整備等を

引き続き進め、学生の学習環境を整えていく必要がある。 
教室等の機器備品については、ICT 化の進展や新しい授業形態に柔軟に対応するた

めの更新を随時行っていく必要がある。 
学内サーバーは、緊急時における迅速なシステム復旧が可能な体制をとっているが、

今後はクラウドサーバーの利用等、さらに安全性や完全性を高めた情報の保全津体制

の構築が必要である。 
海岸部に近いキャンパスであり、平成 29（2017）年に新潟市の津波ハザードマップが
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更新され、浸水想定が上方修正されたことから、「火災・その他災害発生時の教職員行

動マニュアル等」では津波発生時の対応を取り決め記載したが、避難訓練における津

波発生想定について検討が必要である。 

 

＜テーマ 基準Ⅲ-B 物的資源の特記事項＞ 
ノートパソコン貸与とその活用 

入学と同時に全学生にノートパソコンを貸与し、学内全域で無線 LAN を利用してイ

ンターネットに接続できる環境を整えている。さらにパソコン初心者も無理なく ITC
スキルを習得できるように情報処理演習科目で基本から指導するほか、様々な授業科

目で PC を活用した授業内容・課題を提供している。学内のコンピュータ・ヘルプデス

クのサポートも含め、ノートパソコン貸与は在学生・卒業生を問わず高い満足度を得

ている。 
 

図書館利用者数と満足度の向上 

 新１号館の１・２階に図書館を設置し、入口も学生玄関を入ってすぐということも

あり、図書館の利用者数が大きく伸びた。図書の貸出はもちろん、学習スペースの利用

など、多くの学生が図書館を積極的に利用しており、本文中にも述べたとおり、学生の

満足度は従前に比較して大幅に伸びたと報告されている。図書館職員が積極的に様々

な企画を立案し、適宜教員と協力しながら、学生の図書館利用に対する意欲を喚起し

ている点も特筆すべき点であろう。 
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［テーマ 基準Ⅲ-C 技術的資源をはじめとするその他の教育資源］ 
 

＜根拠資料＞ 

備付資料 
128. 学内 LAN の敷設状況 
129. マルチメディア教室、コンピューター教室等の配置図 

 
備付資料-規程集 

241. 新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部コンピューターシステムセンター規程 
 

［区分 基準Ⅲ-C-1 短期大学は、学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づ

いて学習成果を獲得させるために技術的資源を整備している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて技術サービス、専門

的な支援、施設設備の向上・充実を図っている。 
（2） 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて情報技術の向上に関

するトレーニングを学生及び教職員に提供している。 
（3） 技術的資源と設備の両面において計画的に維持、整備し、適切な状態を保持

している。 
（4） 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて技術的資源の分配を

常に見直し、活用している。 
（5） 教職員が学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて授業や学校

運営に活用できるよう、学内のコンピュータ整備を行っている。 
（6） 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて、学生の学習支援の

ために必要な学内 LAN を整備している。 
（7） 教員は、新しい情報技術などを活用して、効果的な授業を行っている。 
（8） 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて授業を行うコンピュ

ータ教室、マルチメディア教室、CALL 教室等の特別教室を整備している。 
 

＜区分 基準Ⅲ-C-1 の現状＞ 

学科の教育課程編成・実施の方針に基づいて、施設、ハードウェア及びソフトウェア

の向上・充実を図っている。コンピューターシステムセンター（CSC）では、常に国内

外の大学の情報化の進展に関する情報を収集し、教務・学生・FD・入学試験の各委員

会、キャリアセンター、図書館、その他の部署と連携しながら施設、ハードウェア及び

ソフトウェアの向上・充実を図っている。 
実習や研究などで使用する各種機器については、機器の特性、取り扱い方法などを適

宜学生に説明している。また、教職員のコンピューター利用技術向上に関しては、情報

化推進委員会が方針を決め、学生ポータル講習会、e ラーニング講習会等の講習会を開

催しているほか、新しいシステムが導入されたときには、そのシステムについての講

習を関係する教職員全員に行い、それ以外は、新規に採用された教職員に本学システ
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ムの講習を行っている。その際、希望する教職員はその講習会に参加でき、さらに講習

会の教材資料は学内ネットワークで閲覧できるようにしているので教職員はいつでも

講習会の内容を自習できる体制を整えている。 
本学の情報化実施部門であるコンピューターシステムセンター（CSC）（備付-規程集

241）では、情報化推進委員会の方針に基づき、ICT 環境の更新・保守・管理を行うと

ともに、学生・教職員の ICT 活用を支援するためコンピュータ・ヘルプデスクを開設

している。教職員のパソコン及び学生のノートパソコンには、最新のオフィスソフト

をインストールし、また CSC が管理するウィルス対策ソフトを導入している。新規に

採用される教職員と新入生には、メール、N-COMPASS、e ラーニング、図書館システ

ム共通の ID を与えている。N-COMPASS には一般的な学生ポータルサイトにある機

能に加えて、学生カルテ、シラバス検索、授業評価一覧を追加するなど、毎年見直し、

更新を行っている。e ラーニングシステムとしては Moodle と NetAcademy を使用し

ているが、いずれもできるだけ新しいバージョンのソフトウェアを導入、活用してい

る。 
教職員の業務におけるコンピューターの使用については、情報化推進委員会が方針

を決め、全教職員のデスクに業務用パソコンを設置している。令和元（2019）年度に

は、基本 OS のサポート終了に伴い、全教員の研究室設置のパソコンについて、機器更

新を実施した。教員は教学システム、図書館システム、ウェブ申請システム、N-
COMPASS、e ラーニングシステム（Moodle 等）を授業や学校運営のために活用して

いる。また、職員は上記システムに加えて人事管理・財務システム等を業務のために活

用している。 
学内のネットワークは、教職員の有線ネットワークが全学に整備されていることに

加え、情報化推進委員会が方針を決め、学生全員に貸与しているノートパソコンが、学

内全域でネットワークに接続できるよう無線 LAN アクセスポイントを設置している

（備付-128）。学生全員に履修を指導している情報処理関連授業（人間総合学科：情報

処理演習Ⅰ、幼児教育学科：情報処理論）で、貸与したノートパソコンの使用方法や、

学内システム（N-COMPASS）、e ラーニングの使い方を教える他、図書館の職員が学

生に対して図書館システムの使い方を教えている。 
学生に貸与したノートパソコンを使ったアクティブ・ラーニングの推進を図るため、

平成 29（2017）年度よりロイロノート・スクールの導入を行い、ほぼ 100％の授業で

そのアカウントが使用されているほか、電子教科書の導入も徐々に行ってきており、

情報機器を使用したアクティブ・ラーニングを推進してきている。 
学生は学内すべての教室・ゼミ室・研究室で無線 LAN を使用できるが、ノートパソコ

ンのバッテリー充電に供するために一部の教室では、机に電源コンセントが設置され

ている。情報処理演習等の全員が毎回ノートパソコンを使う授業は、これらの教室で

実施する。学内には、教職員及び学生に提供されているパソコンの他に、図書館には図

書検索のためのパソコンが 11 台、１室あるコンピュータ教室には特別なソフトウェア

をインストールしたパソコンが 55 台を設置している（備付-129）。 
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＜テーマ 基準Ⅲ-C 技術的資源をはじめとするその他の教育資源の課題＞ 
技術的資源の活用に関しては、一度整備すればそれで終わりなのではなく、継続的に

各資源の状態を確認し、必要があれば更新し続けていくことが主要な課題となる。今

後は、学生に配布しているパソコンだけではなく、学生持ち込みのデバイスを対象と

してマルチデバイスへの対応を行う基盤整備も必要となる。 
スマートフォンやタブレット端末を活用したインタラクティブな授業方法の考案や、

学生へのサービス向上と国際的な授業公開の流れへの対応として、授業を動画コンテ

ンツ化し蓄積し公開するシステムの導入も検討する必要がある。 
また、教員を対象とした、遠隔授業の体制整備も含めた ICT を活用した学生が望む

授業方法の講習が必要である。 
図書館に併設されているラーニング・コモンズにおいて、より積極的に学生の学修支

援を行う体制を整えていく必要がある。 

 

＜テーマ 基準Ⅲ-C 技術的資源をはじめとするその他の教育資源の特記事項＞ 
特になし。 
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［テーマ 基準Ⅲ-D 財的資源］ 
 

＜根拠資料＞ 

提出資料 
4. YEAR BOOK 2018-2019 
15-4．財務状況調べ 
16．平成 29 年度決算書 
17．平成 30 年度決算書 
18．2019 年度決算書 

 
備付資料 

30. 新潟青陵大学短期大学部中期計画（2018 年度～2022 年度） 
117. 新潟大学研究企画推進部（URA）研究トータルパッケージ（RETOP） 
130. 寄付金募集学園内案内メール（2018 年度、2017 年度、2016 年度） 

 
備付資料-規程集 

8. 学校法人新潟青陵学園事務決裁規程 
28. 新潟青陵学園経理規程 
29. 新潟青陵学園固定資産管理規程 
30. 学校法人新潟青陵学園資産運用規程 

 

［区分 基準Ⅲ-D-1 財的資源を適切に管理している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 計算書類等に基づき、財的資源を把握し、分析している。 
 ① 資金収支及び事業活動収支は、過去 3 年間にわたり均衡している。 
 ② 事業活動収支の収入超過又は支出超過の状況について、その理由を把握

している。 
 ③ 貸借対照表の状況が健全に推移している。 
 ④ 短期大学の財政と学校法人全体の財政の関係を把握している。 
 ⑤ 短期大学の存続を可能とする財政を維持している。 
 ⑥ 退職給与引当金等を目的どおりに引き当てている。 
 ⑦ 資産運用規程を整備するなど、資産運用が適切である。 
 ⑧ 教育研究経費は経常収入の 20％程度を超えている。 
 ⑨ 教育研究用の施設設備及び学習資源（図書等）についての資金配分が適

切である。 
 ⑩ 公認会計士の監査意見への対応は適切である。 
 ⑪ 寄付金の募集及び学校債の発行は適正である。 

 ⑫ 入学定員充足率、収容定員充足率が妥当な水準である。 

 ⑬ 収容定員充足率に相応した財務体質を維持している。 
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（2） 財的資源を毎年度適切に管理している。 
 ① 学校法人及び短期大学は、中・長期計画に基づいた毎年度の事業計画と

予算を、関係部門の意向を集約し、適切な時期に決定している。 
 ② 決定した事業計画と予算を速やかに関係部門に指示している。 

 ③ 年度予算を適正に執行している。 

 ④ 日常的な出納業務を円滑に実施し、経理責任者を経て理事長に報告して

いる。 

 ⑤ 資産及び資金（有価証券を含む）の管理と運用は、資産等の管理台帳、

資金出納簿等に適切な会計処理に基づいて記録し、安全かつ適正に管理

している。 

 ⑥ 月次試算表を毎月適時に作成し、経理責任者を経て理事長に報告してい

る。 

 
＜区分 基準Ⅲ-D-1 の現状＞ 

平成 28（2016）～平成 30（2018）年度は、水道町キャンパス再整備事業に係る新

校舎建築及び既存校舎取壊し等の教育研究環境の整備充実に重点を置いた大規模な支

出を行った。事業活動収支計算においては、収入面は、併設の新潟青陵大学の入学定員

増及び新潟青陵高等学校の入学者の増加により増加傾向を示しているが、支出面では、

前述のキャンパス再整備に係る校舎改築に伴い減価償却負担が増しているため、教育

研究経費・管理経費とも改築前に比べて増加しているものの、平成 29（2017）年度の

旧校舎の取り壊しに係る一時的支出が平成 30（2018）年度は無くなったこともあり、

平成 30（2018）年度の経常収支差額は黒字に転じた。令和元（2019）年度においては、

学生生徒等納付金は前年対比微増となったが、国庫補助金の大幅な減少により経常収

入は前年度比 3.9％減少した。支出においては、退職金支出及び新潟県教職員のベース

アップに準じて給与改定を行ったことにより人件費支出が増加した結果、経常収支差

額は若干のマイナスとなった。貸借対照表においては、キャンパス再整備の資金を日

本私立学校振興・共済事業団及び民間金融機関からの融資と、キャンパス再整備のた

めに積み立てていた特定資産の取り崩しにより充当したことから、特に平成 28（2016）
～平成 30（2018）年度にかけて、資産・負債が大幅に変動したが、それ以降は大掛か

りな設備投資や設備投資資金の借り入れを行っていない。 
本学は、教育活動資金収支において毎年度黒字となっている。また、事業活動収支に

おける経常収支差額も前述の既存校舎取壊しに係る収支悪化を除き、おおむね収入超

過を維持しているので、存続を可能とする財政を維持しているといえ、借入金につい

ても、現状程度の学生確保がなされれば、問題なく返済できる。 
退職給与引当金は、期末要支給額の 100％を基準として私立大学退職金財団の掛金

と交付金の累積額を調整した額を繰り入れている。 
法人の資産は、「学校法人新潟青陵学園資産運用規程」（備付-規程集 30）を整備し、

適切に行うとともに、理事会に運用状況を報告している。 
教育研究経費比率は、過去３年間の平均が法人全体 28.53％、短期大学部 32.37％と

なっている。これは、キャンパス再整備に係る新校舎建築等に伴う減価償却費の増加
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及び既存校舎の取り壊しに係る経費の計上の影響もある。 

施設設備及び学習資源（図書など）についても、計画的な維持更新並びに更なる充実

のための予算の執行を行っており、教育研究活動の質を担保できる資金配分を行って

いる。 
活動区分資金収支計算書（学校法人全体）、事業活動収支計算書の概要、貸借対照表の

概要（学校法人全体）、財務状況調べ（提出-16、提出-17、提出-18、提出資料 15-4） 
公認会計士の監査意見については、本法人職員だけではなく監事も共有し、適切かつ

迅速に対応している。 
寄付金については、適時目的を明確にした募集を行い（備付-130）、経理上も適正に

処理している。なお、学校債については発行していない。 
入学者・収容定員については、両学科とも 100～110％の水準を維持しており、教育

環境に適合する学生数を維持できているが、人間総合学科介護福祉コースについては、

景気動向やイメージにより充足できていない状態が続いている。 
本学は、予算編成にあたり、収入においては学生数の実態にあわせ、支出においては

過去３年程度の支出額を基準とし、中期計画に基づいた毎年度の事業計画に従って、

各部門の予算要求を調整するなどの予算編成業務を行い、理事会・評議員会を経て予

算を決定している。また、決定した予算については、教授会及び事務担当部署からの連

絡により、事業計画については、本学ホームページへの掲載により教職員に通知され

ている。 
年度予算の執行にあたっては、その時点で真に執行を要するものか否かの検討のた

め、経費執行伺において「学校法人新潟青陵学園事務決裁規程」（備付-規程集 8）によ

り、学長又は理事長までの決裁承認を受けたうえで適正に執行している。また、年２回

予算補正を行い、評議員会の意見徴収及び理事会の承認を経て実情に合わせて適切に

見直している。 
日常的な出納業務は、学校法人会計基準ならびに「新潟青陵学園経理規程」（備付-規

程集 28）に従い、複数の担当職員によるダブルチェック体制で厳格に実施の上、法人

事務局長を経て理事長に報告している。 
資産及び資金の管理と運用は、「新潟青陵学園経理規程」（備付-規程集 28）、「学校法

人新潟青陵学園資産運用規程」（備付-規程集 30）、新潟青陵学園固定資産管理規程（備

付-規程集 29）に従った適切な会計処理により台帳・出納簿などに記録し、適正に管理

している。 
月次試算表は毎月適時に作成し、法人事務局長を経て、理事長に報告している。 

 

 

［区分 基準Ⅲ-D-2 日本私立学校振興・共済事業団の経営判断指標等に基づき実態

を把握し、財政上の安定を確保するよう計画を策定し、管理している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 短期大学の将来像が明確になっている。 
（2） 短期大学の強み・弱みなどの客観的な環境分析を行っている。 
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（3） 経営実態、財政状況に基づいて、経営（改善）計画を策定している。 
 ① 学生募集対策と学納金計画が明確である。 
 ② 人事計画が適切である。 
 ③ 施設設備の将来計画が明瞭である。 
 ④ 外部資金の獲得、遊休資産の処分等の計画を持っている。 

（4） 短期大学全体及び学科・専攻課程ごとに適切な定員管理とそれに見合う経費

（人件費、施設設備費）のバランスがとれている。 
（5） 学内に対する経営情報の公開と危機意識の共有ができている。 

 

［注意］ 
基準Ⅲ-D-2 について 
（a）日本私立学校振興・共済事業団の「定量的な経営判断指標に基づく経営状態の区

分（法人全体）平成 27 年度～」の B1～D3 に該当する学校法人は、経営改善計

画を策定し、自己点検・評価報告書に計画の概要を記載する。改善計画書類は提

出資料ではなく備付資料とする。 
（b）文部科学省高等教育局私学部参事官の指導を受けている場合は、その経過の概要

を記述する。 
 

＜区分 基準Ⅲ-D-2 の現状＞ 

平成 30（2018）年度から令和４（2022）年度に実行する中期計画として新潟青陵大

学短期大学部中期計画（備付-30）を平成 30（2018）年３月に策定し、ホームページに

て公表・実行していることで、本学の将来像を明確に示している。 
日本私立学校振興・共済事業団の経営判断に関する資料による学校法人の経営状態

の区分は、令和元（2019）年度は「Ｂ０」である。18 歳人口の減少、短期大学を取り

巻く環境などの外部環境だけでなく内部環境についての危機感を全教職員が共有し、

特色を活かした教育研究ならびに社会貢献などに取り組んでいる。 
毎年の広報計画において、新潟県内の高校卒業生の動向把握や競合校との比較分析

を行うとともに、高校生や高校進路指導担当教員等からの聞き取りを複数回の高校訪

問の際に行い、学生募集戦略に取り入れるとともに、全学で共有し、毎年の事業計画、

将来計画の参考にもしている。事業計画は、学園全体で毎年作成し、経営状態や前述の

環境分析結果を踏まえ、実態に即して作成している。平成 28（2006）年度予算からは、

事務局で一元的に策定してきた予算を、予算枠内での各部局による管理に変更し、よ

り精緻でコスト抑制効果の高い方式とするとともに、電力料金等固定的経費を見直し

ていくことでコスト削減に努め、キャンパス再整備に係る借入金の返済、教育研究の

質的向上を図る継続的投資等に係る財政的基盤の確立に努めている。 
学生募集対策は、平成 23（2011）年度人間総合学科の入学志願者が大幅に低下した

ことを受け、危機感を持った職員を中心に学生募集戦略検討タスクフォースを立ち上

げ、SWOT 分析による弱み・強みの分析、競合する短期大学・専門学校等の状況、新

潟県の人口の動態等を詳細に分析するとともに、新潟県内の高校との関係強化に努め、

的確なニーズ把握とそれに基づいた情報提供を行う体制を構築することで入学志願者

http://www.shigaku.go.jp/s_center_saisei.pdf
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を回復させた。現在は、学生募集広報と入試業務を専門に行う事務組織、入試広報課を

設置し、併設の新潟青陵大学と併せて効率よく学生募集活動を行う PDCA サイクルが

定着している。 
学納金についても、学生募集の現状に合せて実体に即した予算化を行っている。本学

独自の取り組みとして、経済困窮者を対象とした授業料減免措置を継続して実施して

いるほか、平成 29（2017）年度より、遠方居住者対象の奨学金制度を新設し、経済的

事情で進学をあきらめたり、退学したりする学生を減らす工夫をしている。 
人事計画については、教育課程および学生の人数等を勘案し、適切な採用・配置を行

っている。今後も資格担当教員数等法令に配慮しつつも、過不足の無い採用、新陳代謝

の促進等を常に意識しながら採用を行っていく。 
平成 24（2012）年度に策定した水道町キャンパス再整備計画を現在進行中である。

これまでに、耐震性能が低く老朽化が進行していた校舎の改修・改築が完了し、キャン

パス内のバリアフリー化がおおむね完了している。今後は、新校舎と既存校舎の接続

による動線整備、外構整備による学生の居場所確保等、整備計画に基づきながらもで

きるだけコスト削減を図りながら整備を進めていく。 
外部資金については、毎年科学研究費獲得のための講習会等を開催し、支援に努めて

いる。平成 30（2018）年度からは、地元の国立大学法人である新潟大学が行っている

研究支援トータルパッケージ（RETOP)（備付-117）に参画し、研究支援や外部資金に

関する情報収集等の業務を新潟大学と一部共有している。このように業務の効率化・

負担軽減を目指す支援を受けることでさらなる外部資金獲得支援に努めている。 
入学者・収容定員については、戦略的な募集活動が奏功し、両学科とも充足を続けて

いるが、人間総合学科介護福祉コースについては、景気動向やイメージにより充足で

きていない状態が続いている。教員数は、短期大学設置基準や各種資格取得に係る養

成施設基準等により定められた人数以上を配置しているが、学生数などに見合った人

員配置は行えていない。しかし、教育課程の編成方針及び学生指導の面からバランス

がとれるよう配置している。また、全体的な経費は学生数に応じて各学科に按分して

いるが、予算配分については、これまでの実績と事業計画により配分している。学生数

による配分は行っていないが、経費のバランスに配慮している。 
学内に対する経営情報の公開は、本学ホームページで公開する財務情報及び事業報

告書に財務状況の経年比較（５か年間）を記載しているほか、大学・短期大学部の１年

間の活動をまとめた「新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部 YEAR BOOK」（提出-
4  p.48-49）にも財務情報を掲載・配布しており、継続した危機意識の共有を図ってい

る。 

 

＜テーマ 基準Ⅲ-D 財的資源の課題＞ 
現状は、法人全体・短期大学部とも学生確保が堅調に推移しているが、本学及び併設

の新潟青陵大学は帰属収入の 80％前後を学納金が占めており、財務上は入学者数で収

支が直接的に変化する。安定した経営の観点から適正な学生数の確保はもちろんであ

るが、それ以外の外部資金（寄附金・補助金・事業収入・資産運用収入・雑収入等）の

獲得を図り、収入バランスの改善を行なっていく必要がある。そのためにも法人全体
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としての中期計画の策定を検討していく必要がある。 
今後、より一層教職員の危機意識の共有を図るため、直接的に理事等が教職員に事

業報告や決算報告を行う機会を検討する必要がある。 

 
＜テーマ 基準Ⅲ-D 財的資源の特記事項＞ 

特になし。 

 
＜基準Ⅲ 教育資源と財的資源の改善状況・改善計画＞ 
 

(a) 前回の認証（第三者）評価を受けた際に自己点検・評価報告書に記述した行動計

画の実施状況 
前回の行動計画に以下の９点を掲げた。 
①教員組織の整備に当たっては、今後予定される後任補充の際、各種資格担当教員

としての適格性も考慮して採用人事を検討する。 
②専任教員の研究活動については、科学研究費補助金等の申請数を増やし、採択率

の向上をめざす。そのための共同研究体制の充実、若手教員に対する研究支援等

により研究活動の活性化を図る。 
③校地、校舎については、耐震診断とその結果に基づく改修を、バリアフリー化につ

いてはキャンパス再整備計画の中で適切に進めていく。 
④防災訓練については津波を想定した訓練の実施を検討する。また、情報セキュリ

ティポリシーの策定を行う。 
 ⑤技術的資源の活用に関しては、適切な設備の更新に努めるとともに、教員へのICT

を活用した学生が望む授業方法の講習を行っていく。また、常に新しい授業形態

やサービスの導入について検討を進めていく。 
⑥学生確保のための分析・高校との関係強化は併設の新潟青陵大学と連携し、より

効果的かつ効率的に実施する。 
 ⑦財政計画も、校舎更新を視野に、定員経営を基本とし、正確なコスト把握と効果的

な投資を行う。また、外部資金の獲得支援、周年事業・校舎更新を踏まえた寄附戦

略の策定・実行も行う。 
 ⑧校舎更新は、改築・改修を含め、各学科の将来計画を見極めながら具体化を進め

る。 
⑨財政中長期計画も、現状及び校舎更新のための資金調達を考慮して見直す。 

 
①の教員組織の整備については、後任補充の際、各学科、各コースにおける各種資格

に係る授業科目の担当が可能であるかを、教員選考基準に則り、研究業績、実務経験な

どから総合的に判断し採用人事を進めている。②の専任教員の研究活動については、

外部からの研究費補助金を周知しているが、申請数・採択数が伸びていない。外部資金

獲得への足掛かりとするため、令和元（2019）年度、「新潟青陵大学短期大学部学教育

改革助成金・個人研究加速化助成金」制度を導入した。 
③と⑧の校地、校舎については、耐震診断とその結果に基づく改修を、バリアフリー
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化についてはキャンパス再整備計画の中で適切に進めている。特に、新1号館の改築に

あたっては、各学科の将来計画を見極め、実験室、実習室等の配置を行った。また、補

修についても計画的に実施する体制を整えた。 
④の防災訓練については、津波を想定した対応をマニュアルで定めたが、学生も含

めた防災訓練の実施には至っていない。情報セキュリティポリシーの作成は完了した。 
⑤の技術的資源の活用については、教学システムのN-COMPASSの更新、全教員の

研究室設置パソコンの機器更新などのICT環境を整備するとともに、情報化推進委員会

を中心に、授業改善に係る各種講習会を実施している。 
⑥の学生確保については、入試広報課を設置し、本学の弱み・強み、志願者の高校、

模擬試験データの解析による志願動向等の分析、高校訪問によるニーズの把握等を通

じての分析を効果的に行うことで学生の定員確保に成功した。また、併設の新潟青陵

大学とともに公立高校２校と連携協定を結び、連携強化を行った。 
⑦の財政計画については、平成 28（2016）年度予算より、前年度踏襲型から予算枠

を提示した事業計画と連動した部門別戦略的予算管理への転換を図った。このことに

より、予算統制と支出抑制を図りながら、政策的な投資を効果的に行う体制を整えた。

寄附戦略については、明確化することができていない。また、⑨の財政中長期計画につ

いては、キャンパス再整備計画に伴う資金積み立てのための財政中長期計画を策定し、

実行してきたが、校舎改修工事に伴い、計画的に積み立てた資金を取り崩して工事費

に充当するとともに私立学校振興・共済事業団及び市中金融機関からの資金調達を実

施したことから、現在は中期的な財政計画は策定せず、毎年度、借入金返済と経常経費

及び戦略的支出のバランスを考慮した予算を編成し、運用している。 

 

(b) 今回の自己点検・評価の課題についての改善計画 

教職員を対象にした大学運営・学校経営等についての SD を通じ教職員の経営への

理解と参画意識を高めていく。 
 職員については、教員との協働のための専門人材養成のため、制度の実質化を図っ

ていく。 
キャンパス再整備計画を早急に進め、学習環境の整備と学生生活の質の向上を図る。 
災害等に備え、危機管理体制の構築と情報の保全を図る。 
学生へのサービス向上と国際化への対応のため、システムの基盤整備、ICT を活用

した授業方法の検討・普及を行う。 
安定した経営の観点から適正な学生数の確保に加え、外部資金の獲得を図り、収入バ

ランスの改善を行なっていく。 
キャンパス再整備に係る借入金返済が長期間続くことから、計画的な予算執行を行

うとともに、教育研究の質を維持しながら経費の抑制に努める。 
法人全体の中期計画を策定し、予算と連動させることで、ガバナンスの強化と経営の

安定を図る。 
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【基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス】 
 
 
［テーマ 基準Ⅳ-A 理事長のリーダーシップ］ 

 

＜根拠資料＞ 

提出資料 
21．学校法人新潟青陵学園寄附行為 

 
備付資料 
 133. 学校法人実態調査表（平成 29（2017）年度、30（2018）年度、令和元（2019）年

度） 
134. 理事会議事録（平成 29（2017）年度、30（2018）年度、令和元（2019）年度） 

 135. 理事長・学長の個人調書 
 
備付資料-規程集 

7. 学校法人新潟青陵学園組織規程 

 

［区分 基準Ⅳ-A-1 理事会等の学校法人の管理運営体制が確立している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 理事長は、学校法人の運営全般にリーダーシップを適切に発揮している。 

 ① 理事長は、建学の精神・教育理念、教育目的・目標を理解し、学校法人

の発展に寄与できる者である。 
 ② 理事長は、学校法人を代表し、その業務を総理している。 
 ③ 理事長は、毎会計年度終了後 2 月以内に、監事の監査を受け理事会の議

決を経た決算及び事業の実績（財産目録、貸借対照表、収支計算書及び

事業報告書）を評議員会に報告し、その意見を求めている。 
（2） 理事長は、寄附行為の規定に基づいて理事会を開催し、学校法人の意思決定

機関として適切に運営している。 
 ① 理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督している。 
 ② 理事会は、理事長が招集し、議長を務めている。 
 ③ 理事会は、認証評価に対する役割を果たし責任を負っている。 
 ④ 理事会は、短期大学の発展のために、学内外の必要な情報を収集してい

る。 
 ⑤ 理事会は、短期大学の運営に関する法的な責任があることを認識してい

る。 
 ⑥ 理事会は、学校法人運営及び短期大学運営に必要な規程を整備してい

る。 
（3） 理事は、法令及び寄附行為に基づき適切に構成されている。 

 ① 理事は、学校法人の建学の精神を理解し、その法人の健全な経営につい

様式 8－基準Ⅳ 
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て学識及び識見を有している。 
 ② 理事は、私立学校法の役員の選任の規定に基づき選任されている。 
 ③ 寄附行為に学校教育法校長及び教員の欠格事由の規定を準用している。 

 

＜区分 基準Ⅳ-A-1 の現状＞ 

理事長は、学長を兼務し、建学の精神に基づく教育研究を推進し、学園の発展に向け

て努力している。 
理事長は、短期大学部の学長を平成５（1993）年より務め、平成８（1996）年より

理事長職にあることから、建学の精神及び教育理念・目的を十分に理解している。ま

た、理事長は、新潟県副知事、新潟県教育委員長等を歴任し、教育行政にも深い見識を

有しており、高等学校や地域との連携の重要性を認識している。これらの経歴・経験に

裏づけされた理事長の言動は学園の発展に大きな影響を与えている（備付-135）。 
学校法人新潟青陵学園寄附行為（提出-21）第 11 条に理事長は、この法人を代表し

その業務を総理すると理事長の職務を規定している。また、改正私立学校法の規定に

基づき代表権を有するとともに、学校法人新潟青陵学園組織規程（備付-規程集 7）第

６条においても、理事長は理事会の決定した方針に基づき、学園業務を総括し且つ学

園を代表すると規定している。このように理事長は学園の運営全般に亘ってリーダー

シップを発揮する立場にある。さらに理事長は短期大学長を兼ねているため、大学の

業務運営は迅速に行われる利点に恵まれている。 
理事長は、決算及び事業実績について、監事の監査を経て毎年度５月に開催する理事

会において決議を得た後、評議員会に報告及び諮問を行っている。理事会及び評議員

会の承認を得た決算及び事業の実績に係る書類（財産目録、貸借対照表、収支計算書、

事業報告書）は、公共性を有する法人としての説明責任を果たすため、私立学校法に基

づいて本学ホームページに掲載して情報公開に努めている。 
理事会は、その会議において新潟青陵大学短期大学部の議論や報告等を通じて、理事

の職務執行状況及び学校法人の運営状況を監督している。 
理事長は、学校法人新潟青陵学園寄附行為（提出-21）第 16 条（理事会）の規定に基

づいて理事会を開催している。理事会は理事長が招集し、議長を務めている（備付-134）。 
内部質保証に係る自己点検・評価及び認証評価については、理事長が短期大学部学長

でもあることから、理事会に報告し、前年度自己点検・評価報告書及び認証評価に係る

事項について理事会で承認を得て公開している。 
理事長は、私立短期大学協会・私立大学協会等の役員として情報を収集し、理事会で

報告している。また、学内理事会で学内の情報収集を行い、理事会で報告している。外

部理事は、その知識と経験において学外の情報を理事会にて収集・報告している。 
理事会は学校法人の最高意思決定機関であることを念頭に、短期大学の運営に関す

る法的責任があることを認識し、法人運営に携わっており、学校法人運営及び短期大

学運営に必要な規程を整備している。 
理事会は、大学長・短期大学長及び高等学校長、評議員会において選出された理事及

び学識経験者のうち理事会において選出された理事を以て組織している。理事定数は

10 人以上 14 人以内。理事の現在数は 12 人で、内部理事５人外部理事７人で構成して
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いる。理事の選任に当たっては学園関係者だけに偏ることなく、その期待する役割に

応じて学外の有識者、企業経営者等幅広い人材によって構成されている。また、その選

任は法規に則っており、不適格者もいない。令和元（2019）年度からは、外部理事に

ついて期待する役割を改めて明確化し、その知見を厳しい経営環境と社会の変化に対

応するために活用する体制を整えた（備付-133）。 
学校法人新潟青陵学園寄附行為（提出-21）第 10 条（役員の解任及び退任）は、学校

教育法第９条に掲げる欠格事由の規程を準用している。 
学校法人新潟青陵学園組織規程（備付-規程集 7）第２条に基づき理事長、大学長、

短期大学部学長、高等学校長及び学園に勤務する理事の内部理事を構成員にしている

学内理事会を毎週１回月曜に開催し、各校の近況報告及び理事長の諮問事項について

意見交換を行っている。また、学園内の情報共有化を推進するため、学内評議員を加え

た拡大版学内理事会を毎月１回第１月曜日に開催している。 

 

＜テーマ 基準Ⅳ-A 理事長のリーダーシップの課題＞ 
特になし。 

 
＜テーマ 基準Ⅳ-A 理事長のリーダーシップの特記事項＞ 

特になし。 
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［テーマ 基準Ⅳ-B 学長のリーダーシップ］ 

 

＜根拠資料＞ 

提出資料 
1. 新潟青陵大学短期大学部学則 
 

備付資料 
 135. 理事長・学長の個人調書 
 136. 教授会議事録（平成 29（2017）年度、30（2018）年度、令和元（2019）年度） 
 137. 各種委員会の議事録（令和元（2019）年度） 
 
備付資料-規程集 

22. 学校法人新潟青陵学園ハラスメント防止・対策に関する規則、第 6 条 
181. 新潟青陵大学短期大学部組織規程 
182. 新潟青陵大学短期大学部教授会規程 
183. 新潟青陵大学短期大学部委員会規程 
184. 新潟青陵大学短期大学運営会議に関する規程 
192. 新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部福祉系実習支援室規程 
196. 新潟青陵大学短期大学部学長選任規程 
233. 新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部図書館委員会規程 
238. 新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部健康管理センター規則 
241. 新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部コンピューターシステムセンター規程、

第 5 条 
250. 新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部地域貢献・社学連携委員会規程、 

第 7 条 
251. 新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部キャリアセンター規程 
252. 新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部ボランティアセンター規程 

 

［区分 基準Ⅳ-B-1 学習成果を獲得するために教授会等の短期大学の教学運営体制

が確立している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 学長は、短期大学の運営全般にリーダーシップを発揮している。 

 ① 学長は、教学運営の最高責任者として、その権限と責任において、教授

会の意見を参酌して最終的な判断を行っている。 
 ② 学長は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学運営に関し識見を有し

ている。 
 ③ 学長は、建学の精神に基づく教育研究を推進し、短期大学の向上・充実

に向けて努力している。 
 ④ 学長は、学生に対する懲戒（退学、停学及び訓告の処分）の手続を定め

ている。 
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 ⑤ 学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督している。 
 ⑥ 学長は、学長選考規程等に基づき選任され、教学運営の職務遂行に努め

ている。 
（2） 学長等は、教授会を学則等の規定に基づいて開催し、短期大学の教育研究上

の審議機関として適切に運営している。 
 ① 教授会を審議機関として適切に運営している。 
 ② 学長は、教授会が意見を述べる事項を教授会に周知している。 
 ③ 学長は、学生の入学、卒業、課程の修了、学位の授与及び自ら必要と定

めた教育研究に関する重要事項について教授会の意見を聴取した上で決

定している。 
 ④ 学長等は、教授会規程等に基づき教授会を開催し、併設大学と合同で審

議する事項がある場合には、その規程を有している。 
 ⑤ 教授会の議事録を整備している。 
 ⑥ 教授会は、学習成果及び三つの方針に対する認識を共有している。 
 ⑦ 学長又は教授会の下に教育上の委員会等を規程等に基づいて設置し適切

に運営している。 
 

＜区分 基準Ⅳ-B-1 の現状＞ 

学長は理事長が兼務しているが、もとより学長は、私立学校法並びに学校法人新潟青

陵学園寄附行為の規定により理事として法人の管理運営に直接かかかわる立場にある。

また、「新潟青陵大学短期大学部組織規程」（備付-規程集 181）第２条第２項に「学長

は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。」と明記している。 このように学長は

法人の理事としての職務と、学校教育法第 58 条「校務をつかさどり、所属職員を統督

する。」に基づく学長の職務の両方を有している。まさに教学と経営の意思決定の重要

な位置にある。 
学長は、短期大学部の学長を平成５（1993）年より務め、平成 17（2005）年度～平

成 19（2007）年度には併設の新潟青陵大学の学長も兼務するなど、大学管理・運営に

関する豊富な経験を有し、大学運営に対する優れた識見をもって、建学の精神に基づ

く教育研究を推進し、短期大学の向上・充実に努めるとともに、大学学運営の最高責任

者として優れたリーダーシップを発揮している。また、新潟県副知事、新潟県教育委員

長等を歴任し、教育行政にも深い見識を有しており、現在日本私立短期大学協会理事

及び日本私立大学協会理事を、平成 30（2018）年度までは日本全国大学実務教会副会

長（現、顧問）を、令和元（2019）年５月までは日本衣料管理協会監事を務めるなど、

社会的活動を通して大学・短期大学の教育振興に努めている（備付-135）。 
学長は「新潟青陵大学短期大学部学長選任規程」（備付-規程 196）に基づき選任され、

教学運営の職務遂行に努めている。 
学長は、「新潟青陵大学短期大学部学則」（提出-1）及び「新潟青陵大学短期大学部教

授会規程」（備付-規程集 182）に基づき教授会を開催し、短期大学の教育研究に関わる

事項についての審議機関として適切に教授会を運営している。 
学長は、「新潟青陵大学短期大学部学則」（提出-1）第 28 条及び「新潟青陵大学短期
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大学部教授会規程」（備付-規程集 182）第７条に教授会が意見を述べる事項を定め、教

授会に周知するとともに、教授会の意見を聴取したうえで学生の入学、卒業、課程の修

了、学位の授与及び自ら必要と定めた教育研究に関する重要事項について決定してい

る。 
また、学長は、「新潟青陵大学短期大学部学則」（提出-1）第 42 条おいて学生に対す

る懲戒（退学、停学及び訓告の処分）の手続を定めている。 
教授会は、８月を除く毎月第２木曜日に開催され、必要に応じて臨時教授会が開催

されている。教授会は、助教以上の教員で構成され、課長補佐以上の事務職員がオブザ

ーバーとして参加し、情報を共有している。教授会議事録は、事務局が適正に作成し保

管している（備付-136）。 
学習成果及び３つのポリシー（三つの方針）は、毎年学科会議・運営会議を経て教授

会で確認及び審議・決定され、全教員がその内容を認識している。 
平成 25（2013）年度より、学長を補佐するために、学内の諸課題に対応し、短期大

学部運営の円滑化を図ることを目的に、学長の指示のもとに教学の重要事項を執行し、

学内外における学長の職務を補佐、学長に事故あるときは、学長の職務を代理・代行す

る副学長を設置している。 
「新潟青陵大学短期大学部運営会議に関する規程」（備付-規程集 184）に基づき、大

学の運営管理に関する事項を審議するため運営会議を置き、基本方針並びに計画立案

を行っている。運営会議は毎月第１木曜に開催され、教育課程及び大学運営等に係る

基本方針並びに計画立案の他に教授会付議事項の審議を行うなど調整機関としての機

能を果たしている。構成員は、学長、副学長、人間総合学科長、幼児教育学科長、教務

委員長、学生委員長、入学試験委員長、事務部長に加え、その他必要な教職員としてキ

ャリアセンター長が出席している。 
教授会の下に、「新潟青陵大学短期大学部委員会規程」（備付-規程集 183）に基づき、

大学の業務、教務及びその他の大学の運営に関して、必要な事項を調査、審議または処

理するため、教務、学生、入学試験、自己点検・評価、FD、広報企画、学術研究の各

委員会を設置している。委員会の委員長及び委員は教授会の議を経て学長が選任する

規定となっている。 
ハラスメント防止委員会（備付-規程集 22、第 6 条）、図書館委員会（備付-規程集

233）、キャリア委員会（備付-規程集 251）、健康管理委員会（備付-規程集 238）、情報

化推進委員会（備付-規程集 241、第 5 条）、ボランティアセンター運営委員会（備付-
規程集 252、第 5 条）、社会連携センター運営委員会（備付-規程集 250、第 7 条）、福

祉系実習支援室運営委員会（備付-規程集 192）は、業務組織に基づく委員会であると

同時に、新潟青陵大学と新潟青陵大学短期大学部との附属機関である図書館、キャリ

アセンター、健康管理センター、コンピューターシステムセンター、ボランティアセン

ター、社会連携センター及び福祉系実習指導室の下部組織の委員会としても位置付け

られ、規程に基づき適切に運営されている（備付-137）。 
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＜テーマ 基準Ⅳ-B 学長のリーダーシップの課題＞ 
特になし。 

 
＜テーマ 基準Ⅳ-B 学長のリーダーシップの特記事項＞ 

特になし。 
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［テーマ 基準Ⅳ-C ガバナンス］ 
 

＜根拠資料＞ 

提出資料 
4. YEAR BOOK 2018-2019 
21. 学校法人新潟青陵学園寄附行為 

備付資料 
133. 学校法人実態調査表（平成 29（2017）年度、30（2018）年度、令和元（2019）

年度） 
138 学校法人実態調査、監事の職務執行状況（平成 29 年度、平成 30 年度、令和元

年   度） 
139. 評議員会議事録（平成 29（2017）年度、30（2018）年度、令和元（2019）年

度） 
140. 基礎データ、様式 16・17（理事会・評議員会への監事の出席状況） 
141. 新潟青陵ニュース 

 

［区分 基準Ⅳ-C-1 監事は寄附行為の規定に基づいて適切に業務を行っている。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 監事は、学校法人の業務及び財産の状況について適宜監査している。 
（2） 監事は、学校法人の業務又は財産の状況について、理事会及び評議員会に出

席して意見を述べている。 
（3） 監事は、学校法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書

を作成し、当該会計年度終了後 2 月以内に理事会及び評議員会に提出してい

る。 
 

＜区分 基準Ⅳ-C-1 の現状＞ 

監事定数は学校法人新潟青陵学園寄附行為（提出-21）第５条で２人以上３人以内と

定められ、現在、外部有識者２人を登用している（備付-133）。平成 17（2005）年４月

から私立学校法の改正を受けて、文部科学省が開催している監事研修会に毎年出席し、

ガバナンスの強化を図っている。監事は、学校法人の業務と財産の状況について、理事

会及び評議員会の議事録、総勘定元帳等の会計帳簿及び契約書等の証拠書類の確認と

必要に応じた学校法人の各関係者と意見交換を行い、その状況について適宜監査して

いる。 
監事は、私立学校法第 37 条及び学校法人新潟青陵学園寄附行為（提出-21）第 15 条

（監事の職務）に基づき、毎回の理事会・評議員会に出席するとともに、意見報告を行

っている（備付-140）。 
本法人では、監査法人による外部監査を毎年度実施しており、監事は期末監査終了時

に監査法人である公認会計士より会計監査内容の報告を受ける等、連携した体制を取

っている。これらの監査結果を踏まえて、監事は当該会計年度終了後２か月以内に監

査報告書を作成して、理事会及び評議員会に提出しており、監事の業務は適切に行わ
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れている。（備付-138） 

 
［区分 基準Ⅳ-C-2 評議員会は寄附行為の規定に基づいて開催し、理事長を含め役

員の諮問機関として適切に運営している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 評議員会は、理事の定数の 2 倍を超える数の評議員をもって、組織してい

る。 
（2） 評議員会は、私立学校法の評議員会の規定に従い、運営している。 

 

＜区分 基準Ⅳ-C-2 の現状＞ 

評議員定数は学校法人新潟青陵学園寄附行為（提出-21）第 19 条で 28 人以上 32 人

以内と定められ、29 人が在任している（備付-133）。 
評議員会は、理事定数（10 人以上 14 人以内）の２倍を超える数の評議員数をもって

組織している。 
29 人の評議員は､本学の教職員９人(定数８～９人)､25 歳以上の卒業生６人(定数６～

７人)､在学生の保護者６人(定数６～７人)及び学識経験者 8 人（定数 8～9 人）となっ

ている。評議員会は、寄附行為の規定により開催運営しており、議長は、会議のつど評

議員のうちから評議員会において選出することとなっている。私立学校法第 42 条に規

定されている事項については、学校法人新潟青陵学園寄附行為（提出-21）第 21 条（諮

問事項）により理事長があらかじめ評議員の意見を聞き、その後理事会で議決してい

る（備付-139）。 

 

［区分 基準Ⅳ-C-3 短期大学は、高い公共性と社会的責任を有しており、積極的に情

報を公表・公開して説明責任を果たしている。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 学校教育法施行規則の規定に基づき、教育情報を公表している。 
（2） 私立学校法の規定に基づき、財務情報を公開している。 

 

＜区分 基準Ⅳ-C-3 の現状＞ 

教育情報は、本学ホームページのトップページに「公開情報」のページに直接行くこ

とのできるリンクを設置し、第三者が閲覧しやすいようにしている。また、公開情報ペ

ージにおいて、「教育情報(学校教育法施行規則第 172 条の２関係)に関わる情報の公開」

と題し、本法令の各細目別（第１項１号関係～同項目９号関係及び第２項関係）に適切

に情報公開を行っている。情報の起算日は毎年５月１日付けとし、毎年９月末日まで

に公開している。なお、その掲載資料は全て根拠資料として印刷し、適切に保管してい

る。 
また、積極的な情報公開の観点から、本学及び併設の新潟青陵大学の情報を定期的に

直接学内教職員、在学生とその保護者、受験生、実習施設等に届けるため、広報誌「新

潟青陵ニュース」（備付-141）を年３回発行していることに加え、１年間の教育研究活

動及び財務状況を分かりやすくまとめた「新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部
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YEAR BOOK」（提出-4 p.48-49）を毎年制作し、上記新潟青陵ニュース配布先に加え

て、高等学校教員及び採用企業にも配布している。 
財務情報は、①前年度の収支計算書、②前年度末の賃借対照表、③前年度末の財産目

録、④前年度の事業報告書、⑤前年度の決算に対する監事の監査報告書毎年５月末日

までにホームページ上にて公開し、その掲載資料は全て印刷し、適切に保管している。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅳ-C ガバナンスの課題＞ 
 特になし。 
 
＜テーマ 基準Ⅳ-C ガバナンスの特記事項＞ 
 特になし。 
 
＜基準Ⅳ リーダーシップとガバナンスの改善状況・改善計画＞ 
 

(a) 前回の認証（第三者）評価を受けた際に自己点検・評価報告書に記述した行動計

画の実施状況 
前回の行動計画に以下の２点を掲げた。 
①中長期的な財政計画を平成21（2009）年度に策定したが、その後に策定された高

等学校の経営改善計画に基づく財政中長期計画及び各年度の予算・決算数値の反

映はなされていないため、これらの数値を反映した計画に見直すとともに、校舎

更新資金の借り入れと返済計画を盛り込んだ資金計画の策定も行う。 
②毎年度の事業予算は、前年度踏襲型から部門別の戦略的予算管理への変革を図り、

資金確保及び適切な資金配分を目指す。 
 

①の資金計画については、キャンパス再整備計画に伴う資金積み立てのための財政

中長期計画を策定し、実行してきたが、校舎改修工事に伴い、計画的に積み立てた資金

を取り崩して工事費に充当するとともに私立学校振興・共済事業団及び市中金融機関

からの資金調達を実施したことから、現在は中期的な財政計画は策定せず、毎年度、借

入金返済と経常経費及び戦略的支出のバランスを考慮した予算を編成し、運用してい

る。 
②の予算編成について、平成 28（2016）年度予算より、前年度踏襲型から予算枠を

提示した事業計画と連動した部門別戦略的予算管理への転換を図った。このことによ

り、予算統制と支出抑制を図りながら、政策的な投資を効果的に行う体制を整えた。 

 

(b) 今回の自己点検・評価の課題についての改善計画 

私立学校法の改正に対応すべく、諸規定の整備を行うとともに、厳しい経営環境に

対応するための自律的なガバナンスの改善・強化を図る。 
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